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決算審査特別委員会会議録 

（１日目 R6.9.25 9:30～14:46） 

 

議会事務局長  それではただいまより令和５年度会計分の決算審査特別委員会を

始めてまいります。開会に当たりまして、熊木委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

熊木委員長  皆さんおはようございます。本日から３日間の日程で、決算審査特別

委員会を開催します。何分にも不慣れですけれども、スムーズに進行できるように努

めてまいりますので、皆さんの御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、第３回定例会において本決算審査特別委員会が設置され、認定第１号 

令和５年度各会計決算認定について、認定第２号 令和５年度南幌町病院事業会計決

算認定についての２議案が審議付託されております。決算審査特別委員会の日程は本

日９月２５日、２６日、２７日の３日間の日程で、別紙審査順序のとおり順次審査を

行ってまいります。各委員、説明員に申し上げます。委員が質問を行う場合には挙手

をして、委員長の許可を受け、議席番号、氏名を告げてから発言してください。また、

質問事項については決算書のページなどを示し、要点を簡潔明瞭に発言してください。

また、説明員が答弁する場合には、委員長の許可を受けて、職名を告げてから簡潔明

瞭に答弁するようお願いいたします。私語は慎むようお願いいたします。なお、効率

的な議事の運営に努めてまいりますので、委員各位におきましても御協力をよろしく

お願いいたします。傍聴者はいませんので、省略します。本日の出席人員は９名であ

ります。それでは直ちに会議を始めてまいります。 

審査順序の１番目、第１款議会費について審査を行います。それでは説明をお願い

いたします。 

議会事務局長  決算書３０ページをお開きください。決算書資料では２ページの

上段になりますので、ごらんいただきたいと思います。議会だよりの発行概要につ

いて記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。決算書に戻ります。 

１款議会費１項１目議会費、支出済額４，９６９万７，９９８円になります。右

の備考欄をごらんください。事業名、議会運営経費では、議員報酬、手当、旅費、

政務活動交付金など、議会運営に係る経費と議会だよりの発行に係る経費などをあ

わせ４，８７１万６，０８５円を執行いたしました。なお、減額の主なものにつき

ましては、姉妹町である多良木町への行政視察経費で、実施の判断基準としている

児童交流が実施されなかったため、行政視察を行わなかったことによるものです。

次に、次ページの上段になります。 

事業名、事務局経費では、事務局運営に係る経費として９３万１，９１３円と、

ほぼ予算どおりの執行となっております。以上で、１款議会費の説明を終わりま

す。 

熊木委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

次に、審査順序２番、第２款総務費について審査を行います。同時審査としてふ



 ２ 

れあい館管理費の説明についてもあわせてお願いいたします。 

総務課長  それでは、総務費の説明を行います。総務費に係る主要施策につきま

しては、成果説明書の２ページから６ページにかけまして記載しておりますので、

あわせてごらん願います。 

 決算書３１ページ中段、２款１項１目一般管理費、支出済額２億１９６万８，１

８７円。ここでは、一般管理経費として、委員報酬、会計年度任用職員一般事務報

酬、次ページになります。旅費、町長交際費、消耗品費、通信運搬費、職員健康診

断料、顧問弁護士、総合健康診査、財務書類作成業務委託料や、次ページ、空知町

村会負担金などの経費２，０９７万２，７３０円を執行しています。 

次に、電算機器管理運営経費として、消耗品費、通信運搬費、情報系及び基幹系

システム保守、町例規類集データベース年間更新、次ページ、給与システム改修、

社会保障・税番号制度システム整備の委託、電算機器の借上、電算機器管理用備品

購入などの経費７，００８万２，２２６円を執行しています。 

次に、３５ページ上段、職員研修事業として、職員特別旅費、内閣府への職員１

名派遣に伴う住宅借上料など、職員研修の経費として３５４万６，４６７円を執行

しています。 

次に、ふるさと応援寄附事業として、事業に係る事務経費や寄附業務委託料な

ど、１億２７６万２，３２７円を執行しています。なお、令和５年度の寄附実績に

つきましては件数で１６，９７８件、額面で１億８，４６３万４００円となってい

ます。 

次に３６ページ、地域おこし協力隊設置事業として、ふるさと応援寄附事業に従

事する地域おこし協力隊員に係る、報酬、共済費、備品購入費などの活動経費とし

て４６０万４，４３７円を執行しています。 

次に、２目文書広報費、支出済額４４５万８，８１５円。 

次ページにかけて、広報・広聴活動事業として、広報なんぽろ発行に係る経費、

デジタルサイネージ、町ホームページ管理運用経費などを執行しています。 

次に、３目財産管理費、支出済額３億４，９６９万１７６円。ここでは、庁舎等

管理経費として、次ページにかけて、役場庁舎の管理に係る経費２，９０５万５，

４７７円を執行しています。 

次に、３８ページ下段から次ページにかけて、公用車管理経費として、公用車並

びに町有バス等の運行管理に係る経費１，２９０万８，００３円を執行していま

す。 

次に、３９ページ中段から次ページにかけて、財産管理経費として、町有財産に

係る修繕、火災保険などの管理経費、南幌振興公社出資金、各種基金の積立金など

３億７７０万６，７７６円を執行しています。 

次に、４０ページ下段から次ページにかけて、指定管理者制度推進事業として、

全４７施設の指定管理について、学識経験者を含めた選定委員会の開催経費として

１万９，９２０円を執行しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、４１ページ上段をごらんください。あわせて成果

説明書２ページ下段をごらんください。 
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４目企画振興費、支出済額３億４，７０５万６，３３９円。移住促進事業では、

本町への移住促進とみどり野団地の販売促進を図るため、移住体験事業及び北海道

移住相談会などイベント出展の経費、北海道が実施するＵＩＪターン新規就業支援

事業における南幌町ＵＩＪターン支援金など３，９６０万９，３９０円を執行して

います。なお、本町での生活体験を通じて、住環境などのよさを感じていただくこ

とを目的として、東町２丁目に令和４年度に建築した住宅に隣接して、２棟目とな

る移住体験住宅を整備しています。また、令和５年度の移住体験事業の参加実績

は、１９組、５９人の受け入れとなっています。次に、決算書４２ページ上段、成

果説明書３ページ上段になります。 

みどり野団地等販売管理事業では、北海道住宅供給公社の販売施策と連動した、

みどり野団地販売促進事業及びきた住まいるヴィレッジ事業の経費、公社管理用地

草刈業務委託料などの経費として１，５１５万６，９６１円を執行しています。な

お、令和５年度のみどり野団地の分譲実績につきましては８９区画、うち、きた住

まいるヴィレッジが７区画となっています。   

 次に、生活路線等交通対策事業では、次ページにかけまして、オンデマンド交通

あいるーとの運行に係る経費、夕鉄バス路線に係る生活交通確保対策負担金、地域

公共交通計画策定に伴う南幌町地域公共交通活性化協議会負担金など２，１２５万

６，８４０円を執行しています。なお、オンデマンド運行業務委託料では、料金収

入との差引支払額による不用額２００万２，３００円が生じています。また、令和

５年度のあいるーとの運行実績は、運行日数２４５日、利用者数１０，７０４人、

１日平均４３．７人となっています。 

次に、決算書４３ページ下段、姉妹町交流事業では、姉妹町熊本県多良木町との

表敬訪問、物産交流に係る経費として、姉妹町交流推進委員会交付金５３万８，９

２０円を執行しています。なお、児童交流事業については、多良木町中学校の移転

時期の都合により中止となっています。 

次に、企画振興経費では、次ページにかけまして、南空知ふるさと市町村圏組合

負担金及び空知地域創生協議会負担金など５５万１，５５４円を執行しています。 

 次に、決算書４４ページ上段、協働まちづくり推進事業では、まちづくり活動支

援会議委員報酬及びまちづくり活動支援事業補助金として２３４万５，５２０円を

執行しています。なお、令和５年度の補助金交付実績は７団体となっています。次

に、成果説明書は４ページになります。 

知名度向上対策事業では、子育て世代を対象にした子ども室内遊戯施設はれっぱ

のプロモーション業務やＰＲツール作成、公式ＬＩＮＥ等プレゼントキャンペーン

の経費として２８４万７，０１０円を執行しています。 

 次に、学生支援推進事業では、江別市内の４大学や自治体などで構成される学生

地域定着支援推進協議会負担金として２０万８，６８０円を執行しています。な

お、令和５年度の江別市内の学生が参加した本町の事業実績は７事業、延べ３８人

となっています。 

 次に、子育て世代住宅建築費助成事業では、子育て世代の移住定住を促進するた

め、住宅建築費に対して最大２００万円を助成する経費として１億１，５５０万円
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を執行しています。なお、令和５年度の助成金の実績は、認定申請８２件、交付決

定９９件となっています。 

 次に、決算書４５ページ上段、賑わい創出広場整備事業では、子ども室内遊戯施

設はれっぱの開業にあわせて、施設周辺に憩いの場や賑わいの場を創出するため、

キッチンカースペース舗装、樹木植栽や芝生広場などの整備工事費として９，１３

０万円を執行しています。 

 次に、高度無線環境整備推進事業では、公設民営による光ファイバ設備の維持管

理費や支障移転工事費などの経費として１，８９９万９，７３３円を執行していま

す。なお、支障移転工事費のうち、農地整備事業に係る７６万４，５００円は、同

額が北海道から補償されているものです。また、令和５年度末の整備路線に係る光

回線加入者は１８９件となっています。 

次に、観光周遊策推進事業では、公共施設誘導看板の３箇所の更新、９箇所の新

規設置に係る工事費などの経費として５０１万５００円を執行しています。 

 次に、北海道日本ハムファイターズ応援大使事業では、北海道ボールパークＦビ

レッジの開業に伴い、オール北海道ボールパーク連携協議会参加の本町を含む１７

市町村が応援大使の対象となり、観戦ツアーや応援グッズ作製などの事業費として

実行委員会交付金９５万９，１６３円を執行しています。 

 次に、決算書４６ページ上段、地域おこし協力隊設置事業では、本町への移住・

定住を促進するため、移住観光情報の発信などのプロモーション活動をはじめ、移

住体験住宅の管理運営や体験プログラムの企画に取り組む地域おこし協力隊員１名

の設置・活動経費として４６７万２，０６８円を執行しています。 

次に、成果説明書は５ページになります。子ども室内遊戯施設管理経費では、子

ども室内遊戯施設はれっぱの指定管理委託料として２，８１０万円を執行していま

す。なお、昨年５月３日にオープンしました開業初年度の令和５年度は１１カ月の

開館となり、来館者数は１９万２，０８７人、そのうちきゃべっちパーク利用者数

は１３万３，２１０人となっています。次に、４６ページ下段をごらんください。 

５目企業誘致推進費、支出済額６，１５５万２，８６４円。企業誘致推進事業で

は、次ページにかけまして、準工業用地整備にあわせた企業立地セミナーへの参

加、物流関連企業へのアンケート調査に係る経費、南幌工業団地立地企業の北海産

業株式会社、ジャパンウェイスト株式会社の２社に対する企業立地等奨励金の交付

などを執行しています。以上です。 

総務課長  次に、４７ページ中段、６目公平委員会費、支出済額１万３００円。

公平委員３名分の報酬を執行しています。以上です。 

住民課長  続きまして、決算書は４７ページ下段から次ページ、あわせて成果説

明書５ページ中段をごらんください。 

７目交通安全対策費、支出済額４７９万２，１５２円。交通安全対策推進事業で

は、交通安全推進員及び指導員設置に係る経費、交通安全活動経費、高齢者運転免

許証自主返納支援事業委託料、交通安全運動推進協議会の補助金などを執行してい

ます。以上です。 

総務課長  次に、４８ページ下段になります。 
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８目防災諸費、支出済額５３０万４，８７７円。防災対策事業として、次ページ

にかけて、防災訓練講師謝礼、食料品・寝袋・非常用トイレなど１６品目の備蓄用

消耗品の購入、防災行政無線に係る保守点検及び全国瞬時警報システム保守委託

料、電波使用料などの経費を執行しています。 

次に、９目職員給与費、支出済額７億６，２４７万２，９１２円。次ページにか

けて、職員給与費として、特別職及び一般職、会計年度任用職員あわせまして９６

名分の給料、各種職員手当、共済費を執行しています。 

次に、１０目諸費、支出済額８７４万３，７０１円。次ページにかけて、防犯対

策推進事業として、防犯カメラ設置経費、行政区等における街路灯などの設置、維

持・管理に係る経費、生活安全推進協議会への補助など５５８万１，２３３円を執

行しています。 

次に、行政区長活動経費として、全２０名の行政区長・町内会長への報酬及び費

用弁償１９１万８，８２８円を執行しています。 

次に、総合賠償補償経費として、全国町村会総合賠償補償保険料５１万６，７１

９円を執行しています。 

次に、諸経費として、各種団体等への負担金・補助金として７２万６，９２１円

を執行しています。以上です 

まちづくり課長  続きまして、５２ページ上段をごらんください。１１目総合計

画費、支出済額２万７，９００円。行政評価システム事業では、行政評価委員会の

開催に伴う委員報酬を執行しています。以上です。 

税務課長  続きまして、２項１目税務総務費、支出済額はございません。不用額

２万４，０００円。税務総務経費として、固定資産評価審査委員会の開催に伴う委

員の報酬及び費用弁償を計上していましたが、委員会の開催がなかったことから、

不用額となっております。 

次に、２目賦課徴収費、支出済額１，８５０万１，６７７円。町税等徴収業務事

業として、町税の徴収、収納管理業務全般に要する経費として１万７，２４８円を

執行しています。 

次に、租税教育事業として、小学校５年生を対象とした標語コンクールの記念品

として１万９，５８８円を執行しています。 

次に、賦課徴収経費として、５４ページにかけまして、町税の賦課徴収業務に要

する経費として１，８４６万４，８４１円を執行しています。２２節償還金利子及

び割引料では、過年度還付金及び加算金として、個人及び法人の申告による還付金

が発生した場合に対応するためのものですが、不用額が１３９万９５１円となって

います。以上です。 

住民課長  決算書は５４ページになります。あわせて成果説明書６ページをごら

んください。 

３項１目戸籍住民基本台帳費、支出済額４，１９１万７，４６２円。戸籍住民経

費では、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録に係る事務、パスポート交付事務、マイナ

ンバーカード関連事務に係る経費を執行しています。なお、備考欄１２節委託料で

は、マイナンバー制度導入に伴う市町村間の戸籍情報の連携及び戸籍証明書等の広
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域交付に係る戸籍総合システムの更新業務経費５３４万６，０００円を、全額国の

補助を受け実施しております。マイナンバーカードの交付実績は、令和５年度６０

９枚、累計交付枚数６，１７１枚、交付率８１．８％となっております。 

次ページにかけて、コンビニ交付サービス導入事業では、令和６年２月１９日か

らサービスを開始した、住民票、印鑑登録証などの各種証明書のコンビニ交付に係

る導入経費２，９７２万９，７０４円を、国のデジタル田園都市国家構想交付金の

補助を受け実施し、前年度に対して皆増となっています。以上です。 

総務課長  続きまして、５５ページ中段になります。 

４項１目選挙管理委員会費、支出済額１３万３，２２４円。委員４名分の報酬及

び費用弁償などを執行しています。 

次に、２目知事・道議選挙費、支出済額３５６万４，１１１円。次ページにかけ

まして、昨年４月９日に執行された知事・道議選挙に係る令和５年度分の経費を執

行しています。 

次に、３目町議会議員選挙費、支出済額７７１万８，１２９円。次ページにかけ

まして、昨年４月２３日に執行された町議会議員選挙に係る経費を執行していま

す。以上です。 

まちづくり課長 続きまして、５７ページ下段をごらんください。 

５項１目統計調査費、支出済額１７万９，２４４円。統計調査経費では、次ペー

ジにかけまして、法定統計調査として毎年度実施される学校基本調査及び経済セン

サスのほか、周期的に実施される住宅土地統計及び農林業センサスに係る経費を執

行しています。以上です。 

議会事務局長  ５８ページ中段になります。 

６項１目監査委員費、支出済額１２１万２，２４９円。事業名、監査委員運営経

費では、監査委員２名分の報酬、旅費及びその業務に係る経費を支出しておりま

す。ほぼ予算どおりの執行となっております。以上です。 

総務課長  続きまして、同時審査科目の説明を行います。決算書の９１ページを

ごらん願います。成果説明書は１７ページになります。 

５款１項６目ふれあい館管理費、支出済額８２５万１，４８１円。ふれあい館管

理経費として、管理清掃業務に係る２名分の委託経費をはじめ、管理運営に必要な

一連の経費を執行しています。以上で説明を終わります。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  少し多いんですけれども、まず移住促進事業です。住宅フェアなどで道

外とかにいろいろ行っていると思うんですけれども、移住相談フェアのようなので

すが、それは町として行っているのか、空知エリアで行っているのか、それとも札

幌の近隣とかそういう関係で行っているのか、その辺を教えてください。 

次に、学生支援推進事業なんですけれども、こちらは江別市内の学生と交流とい

うか、推進事業を行っているということで、７事業は全て江別市内の学生なのかど

うかを教えてください。 

もう一つは防災対策なんですけれども、保存水として水を貯蓄していると思うん

ですけれども、貯蓄している水で今のところもう間近で期限の切れる水があるの



 ７ 

か。もしあるとすれば、その期限が切れた水の用途を教えていただきたいと思いま

す。 

最後に少し戻るんですけれども、知名度向上対策のプロモーション動画制作３０

秒間というのが上がっているんですけれども、これはデジタルサイネージに使う動

画なのかどうかを教えてください。以上です。 

熊木委員長  ４点ですね。 

地域振興係長  まず１点目のご質問ですが、移住フェアの内容ということで、昨

年度道外の移住フェア関係は３つ出展をしておりまして、北海道移住相談会という

ものが東京、そして北海道移住交流フェアというものが大阪で、この２つは主催が

北海道移住促進協議会という団体なんですけれども、南幌町がこちらに加盟をして

おりまして、道内の多くの自治体がここに加盟しておりますので、出展の希望があ

れば、道内の自治体が一緒に出展をするような形になっていますが、ブースはそれ

ぞれ団体ごとで出展するような形です。そしてもう一つが、北海道札幌圏移住フェ

アというものに東京で出展をしておりまして、こちらはさっぽろ連携中枢都市圏の

事業として行っておりますので、連携中枢都市圏の加盟自治体が一緒に東京に行っ

て、同じようにブース出展をするような事業となっております。以上です。 

企画係長  令和５年度の学生地域定着自治体連携事業の内容について説明いたし

ます。この事業につきましては、江別市にある札幌学院大学、北翔大学、酪農大

学、情報大学の４大学と連携し、大学生にその地域のことを知ってもらうことによ

り、卒業後も地域に定着してもらうことを目的に、江別市などと共同で進めている

事業であります。令和５年度は７プログラム、３８人の学生に参加していただきま

して、南幌町での事業内容といたしましては、夏休みと冬休みにおける補習学習に

よる講師であったり、農猿の野祭や、Ｔｈｒｏｔｔｌｅの、ラジフェスのイベント

スタッフとして、全て江別市内の学生に参加をしていただきました。以上です。 

総務課長補佐（総務・広報・防災担当）  ３点目の、保存水の期限切れの本数と

その使用方法についてお答えいたします。まず、保存切れの水道水については、た

またまですが、今のところはございません。ただ、２０２５年の４月で切れるもの

が、リットルで恐縮なのですが、２５２リットルあります。その切れた水について

は、飲料水としては使えませんが生活用水として使えます。そういった形で、期限

切れのものもある一定期間は保存するのですが、毎年防災訓練ですとか、出前講座

で湯せんをしてカレーを食べていただいたり、お米を食べていただいたりしており

ます。その湯せんにするお水で活用したりですとか、そういった生活用水で使う機

会があれば提供していきたいと考えております。以上です。 

地域振興係長  ４点目の、子ども室内遊戯施設プロモーション業務の動画の関係

ですけれども、こちらは委員おっしゃったとおりデジタルサイネージで流している

ものと、あわせまして町のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルですとか、あとはれっぱのホ

ームページを見ると動画を見ることができるようになっていますので、そういった

ところで視聴されています。以上です。 

星委員  今の動画の件についてはわかりました。ありがとうございます。 

次に、移住フェアなんですけれども、こちらは移住相談だけではなく、南幌のＰ
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Ｒも兼ねてできていれば、いろんな南幌のいいところも一緒に相談できればいいの

ではないかなと思ったのですが、それについては南幌は結構はれっぱが今すごくメ

インでＰＲされていると思うんですけれども、今度は温泉もリニューアルされます

し、ゴルフ場もありますし、あとは農産物や町のイベント、野祭などもそうです

し、いろんなものを加味して、それを移住フェアでＰＲできればなと思ったんです

けれど、それについてはどうでしょうか。 

次に、学生支援推進事業なんですが、大学のこの３８人というのが少ないかな

と。もう少し多く集められるように、何とか学生同士とか、あとは事業成果などで

もやりがいを学生のほうに伝えながら、継続してできるものと、もう少し人数を増

やしながら、南幌と関わってくれる学生を増やしていってほしいなと思うのです

が、それについてどう考えているのでしょうか。 

あとは保存水なんですけれども、災害が起きた時にやはり一番困るのは水だそう

です。電気・水道・水の、水が一番困っているようです。災害が起きた時に水を今

期限が切れてもそのまま残して、何か役立つことに使うということなんですけれど

も、例えばお風呂関係、トイレ関係、あと衛生水、そういったものを災害の時に町

でどう対応しているのか。そういうものを例えば自衛隊が来てくれるんですとか、

いろいろ考えてはいると思うんですけれど、そういうことも住民に周知して、いざ

となったら水はこういうふうに使うように町として考えていますということを周知

されたほうが、住民も安心するのではないかなと。いざトイレの時は町がこうして

くれるとか、お風呂はこうなるんだなという、水の使い方とかで困ることはありま

せんよというような周知をしてはいかがかなということです。以上です。 

地域振興係長  移住フェアの中での、町のＰＲということでお答えさせていただき

ます。南幌町が出展しています移住フェアにつきましては、移住相談会ということ

で、北海道の移住に興味のある方が基本的には来られまして、きちんとブースに対

面で座っていただいて、人によるんですけども２０分、３０分ですとか、移住相談

をするというような流れになります。その中で、まずはやはり町の紹介として、南

幌町がどういう町か、どういう暮らしをするかというところですとか、それからい

ろいろ話をつなげていって、どういう支援策がありますよ、移住に関してはこうい

う補助金がありますよというところにつなげていきます。その中で、もし興味を持

っていただければ移住体験住宅もありますのでということでご紹介をするという流

れになっていますので、町のＰＲもしっかりやらせていただいております。以上で

す。 

企画係長  学生連携事業の３８人が少ないのではというご質問ですけれども、コロ

ナ前におきましては、まだ１０事業７８人とか、そのくらいの人数が来ている時期

もございました。今年度におきましては、この前の野祭であったりラジフェスであ

ったり、イベントスタッフとして来ていただいているんですけれども、８つの自治

体で一斉にやっている事業でございまして、夏のイベント時期には学生募集が重な

っている事業もございます。それで、この事業の学生登録者数が江別市内で６００

人ほどいるんですけれども、南幌町としてもこちらのイベントに２０名参加してほ

しいと言っても、今年の野祭については１６名しか来なかったりというイベントの
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重なりであったり、今年において夏休みのテストのボランティア講師におきまして

は、学生のテスト期間と重なったりという理由もございまして、実際に参加人数が

増えていないという状況であります。以上です。 

総務課長補佐（総務・広報・防災担当）  保存水の重要性といったところの住民

周知については、防災出前講座ですとか、防災の関連広報の記事で周知をしていき

たいと思っております。以上です。 

星委員  ＰＲの関係については理解いたしました。 

また、防災の水の関係も理解いたしました。 

学生の件なんですけれども、例えば道外の大学に通っていて、夏休みや冬休みに

南幌に帰ってくるといった場合、町内の大学生もそういうものに関係して手伝って

もらえるように促進を促すというか、そういう考えはいかがでしょうか。 

まちづくり課長補佐（企画担当）  企画係長が述べましたとおり、現在江別市の

４大学と連携しながら事業を展開しております。あとは御承知のとおり、恵庭市の

文教大学とも様々なメニューを組ませていただきまして検討しております。江別市

のほうは、先日も江別市さんが中心となって今後のプログラムの再考といいます

か、検討を重ねておりまして、もう少し広く自由度を持った中で展開できないかと

いうことも検討しております。南幌町在住の学生につきましては、今のところ今述

べました江別市と恵庭市の大学との事業を検討しておりまして、南幌町在住の大学

生につきましては今のところ検討していない状況にございます。以上です。 

熊木委員長  ほかにございませんか。 

湯本委員  先ほどのデジタルサイネージに関連して、まず１点です。宣伝という

か、３０秒とかのコマーシャルのビデオなのでしょうか。南幌温泉をはじめ各所に

設置されていて、あそこに流されているものには子どもが走っているシーンなんか

も出ているのですが、あの更新というのは大体どのぐらいの頻度だとか、期間でと

考えておられるのでしょうか。 

それからもう一つは、ちょっとこれは教えていただきたいのですが、会計年度任

用職員の給与と期末手当などの支払いが各項目に分かれていたりするのですが、そ

の扱い方の意味合いといったら変ですけど、どうしてそういうふうになっているか

を教えていただきたいと思います。それと南幌町の会計年度任用職員の人数です。

若干動くとは思うんですけれども、これは各部局等で会計年度任用職員の人数は把

握されていると思うので、お知らせ願いたいと思います。 

それから事前の通告にもありましたけれども、職員研修について、今期決算資料

を見ますと、職員が自衛隊内の体験研修をやっているということが出ていました。

前年の資料を僕が議員になってから見たんですけれども、それは載っていなかった

ので、この自衛隊の研修というのは、これまでも国会をはじめ地方の議会でも様々

な議論が交わされていた問題です。だから扱いにはかなり神経が使われる問題だと

いうように思うのですが、自衛隊内研修について、職員がいつ、どのように決めて

実施されたのか。実施時期がいつから始まっているのかということと、研修の目的

は何を目的としているのか。それから研修の具体的な内容について、実際にはどう

いうことをやっているのかというものが資料としてあれば、それもお願いしたいと



 １０ 

思います。それから特に聞きたいのですが、研修期間中に迷彩服の着用はあるのか

どうか。それから令和６年度ですからまだ今年度中だと思うのですが、実施時期が

大体いつぐらいにやっているのかというのはわからないのですが、本年度において

もこれが実施されているのか、計画されているのかを教えていただきたいと思いま

す。 

熊木委員長  ３点ですね。お願いします。 

総務課長  １点目のデジタルサイネージなんですけれども、令和６年度から商工

費のほうに移動しまして、決算は令和５年度なものですから、令和６年度中で答弁

させていただきますので、１点目はそれで御理解ください。以上です。 

総務課長補佐（総務・広報・防災担当）  会計年度任用職員の、まず予算の組み

方なんですけれども、各課で採用する、例えば総務課ですとか、保健福祉課ですと

か、生涯学習課ですとか、そういったところの関連する業務についての事業に会計

年度任用職員の報酬を予算組みしておりますので、それぞれの事業に対して、それ

ぞれの課の予算で計上しているといったようなことで御理解いただければと思いま

す。なお、人数については４０名となっています。以上です。 

総務係長  湯本委員の自衛隊研修の質問にお答えいたします。本研修決定の経緯

ですが、公務員に求められる自己規律の意識向上と、その重要性を本町の２０代職

員に再認識してもらうことを第一に、身だしなみや集団行動、健康管理、ホウレン

ソウと言われる報告・連絡・相談の確実な実施も身につけてもらいたいという目的

設定のもと、各方面より情報収集を行い、自衛隊内の生活体験研修の実施というと

ころに至ったところです。研修については、令和元年度より恵庭市役所と合同で、

陸上自衛隊の北恵庭駐屯地へ２泊３日の日程で、生活体験の申し込みをして実施し

ております。内容については、連隊長の講話ですとか、基本教練習として、不動と

いう動かない姿勢や、敬礼、行進時の動作練習のほか、先ほどお話いただいた迷彩

服・帽子・ヘルメットを着用しての野外テントの設営や、集団での１０キロ行進、

炊事車でのグループによる調理体験の訓練を行っております。担当としては、職員

育成のための有効な研修と捉えており、令和５年度からは由仁町の職員も加わっ

て、職員同士の貴重な交流の場にもなっております。令和６年度についても、８月

に５名が参加をし、実施しております。以上です。 

湯本委員  先ほども言いましたけれど、地方公務員の自衛隊の研修というのは、

自治法とか、公務員の憲法尊重義務からいっても、各地方自治体で長年にわたって

議論があったわけで、大阪の橋本知事なんかも予定はしたけれども、これは自衛隊

との関係では不適切だということで、この研修を中止したという経過もあるわけで

す。本町においてこの研修を取り入れる時に、そうした自らが地方公務員だとなる

時の宣誓と、自衛隊での研修というのが相容れないものだという議論はなかったの

でしょうか。その経過というのはどういう形で決められたんでしょうか。それと事

前の通告では、研修が続いてということなので、資料等もあるかと思うのですが、

もしそれがあれば後で提出をしていただきたいというように思います。 

それから、会計年度任用職員の採用のやり方や予算のつき方というのは、理解し

ました。ここで見ると、例えば交通安全対策推進事業のところに、会計年度任用職
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員の期末手当分だけが乗るわけですよね。それで、本体なんかは分けていろいろ出

ているので、どういうその賃金の支払い方なのかというか、期末手当がないと項目

を変えて出ているのかというところがちょっとわからなかったので、その点につい

ても教えてください。 

総務課長補佐（総務・広報・防災担当）  まず、会計年度任用職員の手当、報酬

等についてなんですけれども、例えば決算書４７ページ下段の、交通安全対策推進

事業においては、まず報酬を計上して、その下に職員手当というような形で計上し

ておりますので、同じ事業内で支出をしております。御理解願います。 

それと２点目です。自衛隊の研修については、今湯本委員がおっしゃった地方公

務員の絡みの議論については行ってはおりません。あくまでも総務係長が説明した

とおり、職員の意識向上ですとか、そういったリーダーシップですとか、そういっ

たところを目標に研修を受けております。以上です。 

熊木委員長  資料を要求されていますけれども、その資料についてはどうです

か。 

総務課長補佐（総務・広報・防災担当）  資料は後ほど提供させていただきま

す。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

では、ほかに質疑はございませんか。 

家塚委員  私のほうから１点お伺いするのですが、成果説明書の５ページ、企業

誘致活動についてです。先ほど課長のほうからも説明があったように、アンケート

を実施していますと。物流業の業種に４９５社アンケートを実施したようですが、

この調査内容とあわせて、どのような結果だったのかお伺いします。 

地域振興係長  ただいまの企業誘致のアンケート調査についてお答えいたしま

す。令和５年度に関しましては、物流業ですとか運送業に企業の業種を絞りまし

て、北海道、関西、沖縄を除く４９５件にアンケート調査を行っております。アン

ケートの内容としましては、新設ですとか、移転の計画があるかないかですとか、

もし進出をする場合はどんなことを重要視するかですとか、あとは今回準工業用地

の分譲がこれから始まるということで、その概要資料も同封して調査をしておりま

すので、その資料を見ていただいた上で、南幌町の立地ですとかアクセスにどうい

った魅力を感じるかですとか、そういった内容の調査をさせていただいておりま

す。回答の結果としましては、すぐに移転の計画があって、面談も希望するといっ

たような結果は残念ながらなかったんですけれども、先ほど申したように、準工業

用地のＰＲも兼ねておりますので、今後移転の計画等が出てきた時には、この南幌

町の準工業用地を御承知おきいただいて、また何か今後につながればよいなという

ことを期待しております。以上です。 

家塚委員  今説明があったように、あまり感触がいいとはいえないのかなという

ことなので、原課としてこの実績をどう評価するか。評価の結果、６年度ももう始

まっていますが、取組に反映させているものがあればお願いしたいと思います。 

まちづくり課長補佐（地域振興担当）  ただいまの御質問でございますけれど

も、担当課として評価も含めて次年度どうつなげていくかという趣旨の御質問かと
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思います。先ほど担当係長からお話をさせていただきましたとおり、令和５年度の

アンケートの内容、そしてあわせて昨年度も道内の物流の関係等々についても同様

にアンケートを行わせていただいております。それらの回答内容は先ほどお話をさ

せていただいたとおりなんですけれども、準工業用地の分譲が令和８年度秋という

ことで、もう少し先でございますので、やはり興味を持たれているところは中には

あります。そのような業者との接触も含めた上で、今後またＰＲをさせていただこ

うかというような形で思っているところでございます。また、令和５年度としての

評価でございますけれども、結果的には準工がメインとなりますけれども、町長に

よるトップセールス、関係各所の要望活動も含めて実施をしています。また、我々

担当としても、道庁や北海道住宅供給公社の協力のもと、企業誘致に必要な銀行融

資が伴いますので、関係する銀行回り、名古屋の企業立地セミナーに参加をするな

ど、多くの活動をしてきました。これらの結果も踏まえ、今後の企業誘致活動につ

なげて準工の分譲に備えていきたいというように思っているところです。以上で

す。 

家塚委員  今説明を伺って、わかりました。やはり令和８年ですからまだ２年近

くあります。そういう中で１社でも多く、そういう感触がよければ、町長の出番も

含めて積極的に働きかけをしていくほうがいいだろうというように思いますし、そ

ういうことで期待をしています。以上です。 

熊木委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  まず一つが、移住促進事業の関係ですが、ＵＩＪターン移住支援金で

す。これは道からの支援金なんですが、この構成というのは１００万円プラス、今

回５名の方で１名６０万円、あわせて４００万円という形で支援金が出ているのか

ということの確認だったのですが、ちょっと道のほうか何かの資料を見ていると、

この６０万円というのが１００万円に該当しなかったらこちらのほうの６０万円な

のかなというように読まれるような感じになっているので、ここの確認だけさせて

いただきたいというのがまず１点です。 

それと、移住体験住宅の稼働率については、これは割愛させてもらいます。 

続きまして、決算書の３８ページで、ここに出てはいないのですが新エネルギー

の関係です。これは昔やっていたペレットストーブの関係の流れなんですが、予算

の関係から支出項目がないということで消えているのですが、以前は大学の先生を

交えて交渉したとかというのがあったわけなんですが、近年はそれもなくなったと

いうことで出ていないのですが、形としてビニールハウスが残っているというのは

あるので、これをどのように考えているのかという部分をお聞きしたいなと思いま

す。 

それともう一つが、ゼロカーボンの進捗状況なんですが、ヒートポンプの関係の

ものがあるわけなんですけれども、これによって少しはゼロカーボンが進んでいる

のかという部分について、どういうふうになっているのかお聞きしたいと思いま

す。 

それと、事前に出していなかったのですが、協働のまちづくりの関係です。これ

は去年に比べると少し件数が増えているのかなというように思うんですけれども、
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この中で大規模なイベントを行っている部分と、小規模への支援の２つに分かれて

いるのかなと思うのですが、どうしても大規模イベントについては、年数もここに

出ている期限を超えているような形になろうかなというように思うのですが、小規

模についての要望だとかはどういうものがあるのかということを教えていただきた

いと思います。以上です。 

熊木委員長  ４点についてお願いします。 

地域振興係長  まず１点目の、ＵＩＪターン支援金の、金額の区分について御説

明させていただきます。こちらの制度につきましては、単身の方でこの支援制度を

使った場合は６０万円、ご夫婦など２人以上の世帯の場合は１００万円、あわせま

して１８歳未満の世帯員、お子様を帯同している場合が、１人につき１００万円と

いったような制度ですので、今回の方はご夫婦プラスお子様３名ということで、１

００万円プラス、３人の１００万円ですね。それで合計４００万円という形になり

まして、事業としては道の事業でありますので、財源充当として国からの補助金が

５０％、道からが２５％、町からは２５％ということで、そういう財政区分を充当

させていただいております。以上です。 

企画係長  ２点目の、晩翠工業団地内にあるビニールハウスの関係でございます

けれども、工業団地内の公教資材株式会社の前にあるビニールハウスにつきまして

は、先ほど委員おっしゃいましたとおり、過去の稲わらペレット作成時の稲わら

を、農家から買い取りしたものを保管する稲わら保管庫としてこれまで使用してき

ました。ただ、稲わらペレットの燃焼効率や、燃焼灰などの様々な理由により、現

在は稲わらペレットの製造がストップしている状況でございます。先般、公教資材

のほうへ訪問しまして、社長と取り壊しも含めた今後について協議をさせていただ

いたところでございますが、その中で、今後予定している南幌温泉周辺のキャンプ

場整備で、炊事場に温水が出るキャンプ場としての構想もあることから、ペレット

ボイラーの稼働も検討している段階でございますので、これはどのようになるかは

未定でございますけれども、その際に今あるビニールハウスもペレットなどの保管

庫としての活用もあるのではないかというお話を公教資材のほうからもいただきま

したので、今後慎重に協議し、撤去、存続も含め、ここ１、２年で判断をしたいと

思っているところでございます。以上です。 

総務係長  ３点目の、ゼロカーボンの進捗状況についてお答えいたします。令和

２年度に役場庁舎に設置しました、地中熱ヒートポンプシステムによる再生可能エ

ネルギー設備の導入の効果については、環境省への報告義務のあった３年間、委託

業者で二酸化炭素の削減量を算出いただいております。算定方法については、設備

導入前、導入後、同じ条件で、冷房と暖房にかかる従来方式で計算したエネルギー

消費量と、重油、灯油の実績使用料を令和５年度の地中熱ヒートポンプエネルギー

消費量の実績により比較をしております。二酸化炭素排出量ですが、導入前の従来

方式の算定で、年間７３トンＣＯ２、導入後の地中熱ヒートポンプ実績で、年間２

４．５トンＣＯ２となっており、４８．４トンＣＯ２の削減と分析されており、割

合で６６．５％の削減となっております。以上です。 

企画係長  ４点目の、協働のまちづくり推進事業の件でございます。コロナ禍以
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降、令和４年度、５年度と順調に件数が増えてきている状況でございます。大規模

の、例えば農猿さんの野祭におきましては、３年経過して現在フォローアップとい

う形で、今年で７回目の野祭が終了したところでございます。現在このフォローア

ップの年数については上限がないんですけれども、今後これらの形も制限を決めて

いかなければならないということで、内部では今現在協議をしているところでござ

います。また、小規模の事業におきましては、今年度から地域担当者を活用しまし

て、地域担当、町内会等と協議していただいて、町内会活動に充用できるような相

談をさせてもらいまして、実際には美園町内会と６区の子ども神輿に活用したり、

先般、東町町内会で人口が増えてきたということもあり、初めて３世代交流、お祭

りをしたいということに活用したという実績がございます。以上です。 

西股委員  まず、移住促進のＵＩＪの支援金についてはわかりました。 

それで、新エネルギーの関係なんですが、これは大学との交流というか、講師に

招いて話し合いをしていたという事業等については、今後はもうないという感じで

よろしいんですね。（はいの声） 

それと、ゼロカーボンについてもわかりました。 

最後に協働のまちづくり事業ですが、これは細かい事業と言ったらおかしいです

けども、町内会のほうに底辺が広がるというのはすごくいいことだなと思いますの

で、どんどんこれもＰＲして進めていっていただきたいなと思います。質問を終わ

ります。 

熊木委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  ２点あります。決算資料２ページの、移住体験住宅です。今回２棟完

成されたということで、利用者は１９名、５９名ということでした。それで、申し

込みは何組あって、申し込みの多い時はどのように対応されているのか。それと、

利用された方たちの感想などを聞き取ったと思いますけれども、その中で改善した

ほうがいいと思った点があったかどうか。それと、外国人の利用があったのかどう

かを教えていただきたいと思います。 

２点目は、同じく資料の２ページ目の空き家・空き地情報バンクなんですけれ

ど、これはホームページで情報が出されています。それで、最近は空き地の情報件

数も多くて、契約件数も年々増えている状況と聞いているんですけれども、空き家

のほうで、売却にしても賃貸にしても、同じ家が１件だけずっと数年ホームページ

に載っているということで、そこのところも内部で協議されたことがあるのか。今

後活用するためにはいい取組だと思いますので、ぜひ効果的にやっていただきたい

んですけれども、そこのところを今まで協議していただけたのか、その２点お願い

いたします。 

地域振興係長  まず１点目の移住体験住宅について、申し込みが重複した場合と

いうことで最初に御質問があったかと思いますが、基本的にはホームページの中

で、利用を検討されている方は空き状況を見られる状態になっていますので、そこ

の空いているところに申し込みをいただいております。ですので、先着順という

か、そういった形で運用をさせていただいております。また、利用者からの声とい

うことで、アンケート調査なども行っておりまして、やはり多いのは、新しくでき
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た住宅ということもあってきれいですし、快適に暮らせましたというところですと

か、あとは移住体験プログラムなどもやっておりますので、そういったところで町

民の方と交流ができてよかったというような声があります。そして特に、若い世代

に多いのが、冬の生活も体験してみたいということで、実際に移住を本当に検討さ

れている方も中には多くいらっしゃいますので、そういった方が夏場に来て、すご

く快適に楽しく暮らせたけれども、やはり冬の生活も体験してからまたさらに検討

を深めたいといったような声も多くあります。特に今のところ、そのアンケート結

果で改善するというところは見られていません。また、外国人の利用については、

昨年度ポーランドから来られた方がいたんですけれども、奥様が日本人の方でした

ので、特に体験している中で不便なところなどはなく、快適に暮らしていただいた

かなというように思っております。 

続きまして、２点目の空き家・空き地バンクの関係ですけれども、現状空き家に

ついては、住宅は西町３丁目の１件の登録ということになっておりまして、ほかは

空き地の登録となっております。こちらにつきましては、やはり空き家の登録が少

ないということも現状ありまして、先日北町のほうに不動産会社さんが立地された

かと思うんですけれども、その会社さんとも情報共有をしながら、もし物件が出た

時には空き家バンクの登録も進めてほしいということで、情報共有を都度行ってお

ります。今年度、これから空き家の登録が出てくる予定もございますので、そうい

ったところで空き家の登録を増やしていきたいなというように思っております。以

上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。移住体験住宅のほうなんですけれども、先着

順ということで理解いたしました。今後も多く利用していただきたいと思いますの

で、まずは今まで以上にホームページの活用をお願いしたいなと思います。これは

要望です。それと、使用後の感想ということで今御説明をいただきました。これは

令和５年の夏だけではないんですけれども、最近南幌も非常に暑くなっておりまし

て、移住体験住宅もクーラー設置ということも考えていかなければいけないのでは

ないかと思うんですけれども、そこの部分もお聞きいたします。それと、外国人の

対応ということなんですけれども、これからどんどんやはりインバウンドという形

で、南幌町にも来ていただけるような方向になっていってほしいなと思いますの

で、ぜひ外国人対応のパンフレットをつくるとか、また特に災害や病気の時には、

外国人の方たちは対応にやはり困ると思うんですね。そういう部分では、仕様書の

中に外国語対応のものもあったほうがよいのではないかと思いますので、そこのと

ころもお聞きいたします。 

それと、空き家・空き地バンクなんですが、今までこの情報を見て、土地をお買

いになった人というのもお聞きしております。そういう部分では、大変よい情報ツ

ールなのかなとは思いますけれども、先ほど御説明いただきましたように、不動産

業者が参入したということで、そちらと連携していくということでしたけれども、

そちらと連携していって、今までホームページの中では、その規定の中で、不動産

業者の物件を提示するというのは禁止されているというか、条件にはなくて、あく

までも個人という形だったんですけれど、そういう連携は今後どのようにしていく
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予定なのかお聞きいたします。 

まちづくり課長補佐（地域振興担当）  いろいろ御質問をいただきましたので、

答弁漏れがありましたらまた御質問していただきたいなと思います。まず、移住体

験住宅の関係です。先ほど御答弁させていただきましたが、苦情というわけではな

かったんですけれども、やはり北海道も佐藤議員おっしゃるとおり非常に暑くなっ

てきています。また、今の移住体験住宅は道で推奨しております北方型住宅基準

の、機密性の高い、断熱性が非常に向上している住宅となっておりますので、非常

に空気が逃げにくい、暑さが溜まっているというような現状もありまして、令和５

年度の予算の中で、各１戸ずつエアコンをつけることによって、暑さ対策の軽減と

いう形の措置を取らせていただきました。そこの部分は利用者からも多く御好評を

いただいているような状況でございます。また、外国人の関係でございますけれど

も、確かに昨年度１件、配偶者は日本人だったんですけども外国人１世帯の受け入

れをさせていただきました。今、海外から国内へ就業という形で、結構様々な国際

の外郭の団体等がございますので、またそちらとの連携等々も模索はしていかなけ

ればならないのかなというように思っておりますので、パンフレットの関係の外国

語表示については少し検討させていただきたいというように思っております。 

また、空き家・空き地バンクの関係でございます。まず、空き家の関係でござい

ますけれども、実は不動産屋さんが空き家バンクの登録をすることは、要綱上問題

ないことになっております。これは専任仲介媒介契約という媒介の契約を起こせ

ば、書類を添付することによって空き家の登録はできるというような形になってお

ります。先ほど担当のほうからもお話をしましたけれども、今年度、数件の調整を

今進めておりまして、不動産会社も絡めた中でやはり広く情報を発信していくこと

が非常に大切だというように思っておりますし、うちは今の移住という形で非常に

好評価を得ておりますので、南幌町の情報発信の媒体として活用していきたいとい

うことで、今不動産業者に情報発信は行っているところでございます。ただ、土地

の関係についてはどうしても個人売買になってしまうものですから、個人の希望さ

れる金額をやはりそのまま掲載していかなければならないということもあるもので

すから、今度はこちらの部分を不動産業者等と連携を図りながら、売買の促進に向

かって取り進めていければというような形で思っております。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

ほかに質疑はございませんか。 

細川委員  成果説明書の６ページ、コンビニ交付サービス導入事業の関係で１点

質問をしたいと思います。成果説明書の実績を見せていただいたところ、サービス

開始１カ月半ということなんですが、想像していたよりは利用している方が多いの

かなと私は思いました。それで、それからもう何カ月も現在経っているわけなんで

すけれども、その間で利用に当たってのシステムトラブルはないかと思うんですけ

れど、何かトラブルがあったかということがまず１点です。 

それから、その後の利用状況を大まかでいいんですけれど、伸びてきているのか

どうかということを伺います。 

それともう１点、ＰＲの関係なんですけども、私のほうで見た時に広報でＰＲさ
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れているのは確認したんですけれど、全部を確認していなくて申し訳ありません

が、例えばこの事業は道内でも町でやっている所はかなり少ないと思いますので、

南幌町の一つのＰＲにもなるのかなということで、例えばホームページに利用の仕

方とか、そういったＰＲをされているのかということも確認させていただきたいと

思います。以上です。 

住民課長補佐（戸籍住民担当）  まずトラブルについてですが、システム上のト

ラブルは発生しておりません。昨年報道されていた札幌市や一部の自治体について

は富士通のシステムでして、南幌町については富士フィルムのシステムで、富士フ

ィルムについては全国的にシステム障害は発生していない状況にあります。 

２点目の、今年度現在の使用状況なんですけれども、実際に率のほうは上がって

きております。住民票と印鑑、戸籍証明、戸籍の附票、所得課税証明と５種類、俗

にいうフルセットのサービスを展開していまして、周知のほうをしているんですけ

れども、今のところ住民票と印鑑については、多い月だと１８％で約２０％前後、

全体に占める約２０％がコンビニで交付されている状況です。率と数については順

調に上がっている状況にあります。 

３点目の広報についてです。まず、制度立ち上げの時に広報２月号で特集ページ

を組みました。その後も３月号で、利用方法などの説明、またホームページのほう

でもＪ－ＬＩＳのほうのリンクを貼りまして、利用方法の説明も記載しておりま

す。また、４月の異動が多い時期はどこの役所もそうなのですが、窓口のほうが混

み合いますので、４月は今回３０日だったかと思いますが、全町放送の無線でコン

ビニ交付の利用促進と、ＳＮＳ等で利用促進を流しています。また、コンビニ交付

については定期的な周知が必要だと考えていますので、都度ＳＮＳで周知を行って

おります。また、教育委員会と役場、あいくるのほうの証明書や役所の手続きが終

わった時にお渡しするお持ち帰り用の封筒、こちらの全てにコンビニ交付の利用促

進のチラシを１枚同封して４月から展開しておりますので、長い目で率が上がって

いけばいいのかなと考えております。以上です。 

細川委員  御回答ありがとうございます。今お話を聞いた内容でほぼ回答してい

ただいたのですが、もう１件追加して質問したいと思います。前から、例えば稲穂

地区とかそういった所から来るのが大変だとか、仕事の関係で来るのが大変だとい

うことで、過去には休日に職員を出して証明書を出したことがあったんですけれど

も、コンビニ交付が始まったので私はもう必要ないかなと思うんですけれども、そ

れはまだ継続されているのかどうかという確認と、あとは先ほど言われたＰＲをか

なりしておられますので、今後も継続してお願いしたいと思います。 

住民課長補佐（戸籍住民担当）  休日対応については、今のところ特にそのよう

な問い合わせは来ておりません。コンビニ交付のほうで朝６時半から夜１１時ま

で、土日関係なく対応しておりますので、今後基本的にはそういう対応がなくなっ

てくるのかなと考えております。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  今のページの一つ上ですけれども、マイナンバーカードの関係でお伺
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いいたします。マイナンバーカード交付事業として、現在の段階では交付率が８

１．８％というように書いております。実際今年いっぱいでマイナ保険証に切り替

わるというような形で、保険証の発行もなくなるというようなことですけれども、

こんな形で２割の方がまだ交付を受けていないと。どんな方が受けていないのか、

その傾向は町のほうでいくらか押さえているのかをお伺いいたします。そして再度

何かしら呼びかけるのかということと、８１．８％というのは全国的にどれくらい

の推移なのか。まだ少ないほうなのか、逆に多いほうなのか、その辺りについてお

伺いしたいと思います。 

住民課長補佐（戸籍住民担当）  マイナンバーカードの交付率が約８０％という

ことで、残り約２割ですが、保険証の切り替えにあわせて、ここ数か月で、先月く

らいから役場にマイナンバーカードをつくりに来る住民の方が非常に増えている状

況です。１日５名から１０名程度の方がつくりに来ている状況にあります。傾向と

してということでは特段押さえておりませんが、令和３年、令和４年でポイント事

業を広く全国的に展開しておりますので、そこに乗り遅れた人が最後に残っている

のかなというように考えております。率については、全道順位では２３位で、これ

は直近の数字です。全国平均は、ずっと全国平均の上のほうにここ数年位置してい

ますので、普及はされているほうだと考えております。また、今後保険証の統一等

にあわせて、今週の土曜日、あとは来月と１１月の土曜日に臨時窓口を設ける形

で、またこちらのほうも周知を行うんですけれども、臨時窓口を行ってマイナンバ

ーカードの普及促進に努めていきたいと考えています。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

それでは質疑がないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの

声） 

それでは質疑を終了いたします。 

それでは、１３時まで休憩といたします。 

（午前１０時５２分） 

（午後 ０時５４分） 

 

熊木委員長  少し時間が早いんですけれども、皆さん揃いましたので、暫時休憩

を解いて会議を再開いたします。 

それでは審査順序の３番目、第３款民生費について審査を行います。それでは説

明をお願いします。 

保健福祉課長  決算書５８ページ下段をごらんください。３款１項１目社会福祉

総務費、支出済額２億９，９２８万７，１７１円。実績は、決算資料の６ページ中

段からとなりますので、あわせてごらんください。昨年度より１億３，０００万円

ほど増額となっている要因は、電力・ガス・食料品等物価高騰の影響が長期化する

中、様々な困難に直面する方への給付金支給によるものです。 

社会福祉協議会運営補助金補助事業では、事務局職員２名分の人件費の一部補助

並びに町からの業務委託を行っている福祉サービス事業に係る経費１３２万８，０



 １９ 

００円を執行しています。なお、前年度より減額となっているのは、事務職員１名

が年度途中で退職となったことによるものです。 

高齢者事業団運営補助事業では、事務局職員の人件費に対する一部補助金１８０

万９，０００円を執行しています。 

次の民生委員児童委員活動経費では、協議会に対する活動支援補助金など２１１

万７，８００円を執行しています。国民健康保険特別会計繰出金では、一般会計か

らの繰出金７，５５９万７，０００円を執行しています。詳細は国保特別会計決算

で説明します。 

避難行動要支援者避難支援事業では、管理システム保守に対する費用等１８万

４，８００円を執行しています。 

地域福祉施設管理事業では、中樹林福祉の家の改修工事に１７１万６，０００円

を執行しています。６０ページをごらんください。 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業では、１回目と２回目をあわせ

まして、延べ１，８６２世帯に対しまして、総額９，１９４万円を支給していま

す。 

生活応援チケット事業では、延べ１万５，５１３名に対しまして、総額７，５６

１万７，０００円を支給しています。低所得者支援等給付金では、延べ２０５世帯

に対しまして総額２，０６５万円を支給しています。 

社会福祉総務経費では、戦没者追悼式の開催経費、各福祉関係団体への負担金

や、灯油高価格高騰に対する支援として、あったか灯油支給事業で支給した経費な

ど１，８２１万８，０８１円を執行しています。決算書６２ページから６４ページ

をごらんください。  

２目障がい者福祉費、支出済額３億６，５３９万８，１６６円。実績は、成果説

明書の７ページ中段から８ページ下段までとなりますので、あわせてごらんくださ

い。 

地域生活支援事業では、障がいのある方への日中一時支援や、日常生活用具の給

付などに係る経費として５６３万７，２９１円を執行しています。 

福祉ハイヤー利用料金助成事業では、障害のある方が利用するハイヤーの初乗り

運賃に対する助成金６４万７，０００円を執行しています。 

人工透析患者等通院交通費助成事業では、人工透析治療のために公共交通機関等

を利用されている方に交通費一部助成金３１万６，９００円を執行しています。 

精神保健福祉事業では、自殺予防対策事業に係る経費５３万２，０９２円を執行

しています。 

障がい者自立促進交通費助成事業では、就労継続支援事業所などへ公共交通機関

を利用している場合の交通費一部助成金５７万８，６７０円を執行しています。６

３ページ下段をごらんください。 

障がい者福祉経費では、次ページにかけて、障がいのある方の自立支援に係る医

療や給付事業の経費として３億５，７６８万６，２１３円を執行しています。６４

ページ下段から６６ページをごらんください。 

３目高齢者福祉費、支出済額１億２，６１７万８，９２５円。実績は、決算資料
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の８ページ下段からとなりますのであわせてごらんください。 

高齢者在宅支援事業では、緊急通報装置設置及び除雪サービス、屋根の雪下ろし

助成事業などに係る経費として４４０万８，９８２円を執行しています。 

老人クラブ助成事業では、町内の単位同老人クラブ１７団体と連合会への補助金

として８２万９，５００円を執行しています。 

介護保険特別会計繰出金では、一般会計からの繰出金１億１，８２３万１，７９

０円を執行しています。詳細については介護保険特別会計決算で説明します。 

高齢者福祉経費では、自宅で養護することが困難な高齢者の老人福祉施設入所措

置費などの経費として２７０万８，６５３円を執行しています。以上です。 

住民課長  続きまして、決算書は６６ページ中段、あわせて成果説明書９ページ

上段をごらんください。 

 ４目重度心身障がい者福祉費、支出済額１，７３７万６，４９５円。重度心身障

がい者医療費助成経費では、重度心身障がい者の医療扶助に係る経費を執行してい

ます。 

次ページにかけて、５目ひとり親家庭等福祉費、支出済額３７２万８，３１６

円。ひとり親家庭等医療費助成経費では、ひとり親家庭等の医療扶助に係る経費を

執行しています。以上です。 

保健福祉課長  決算書６７ページ中段をごらんください。 

６目地域包括支援センター事業費、支出済額３２４万４，５００円。地域包括支

援センター事業では、高齢者の介護予防サービス計画の作成や日常生活全般に係る

総合相談窓口である、南幌町地域包括支援センターの運営経費を執行しています。

以上です。 

住民課長  続きまして、６７ページ下段から次ページをごらんください。 

７目後期高齢者医療費、支出済額１億７，２０２万８０２円。後期高齢者医療事

業では、特定健診に係る経費、広域連合への療養給付費負担金、保険料軽減措置に

係る公費負担分と、広域連合への事務費負担金の特別会計繰出金のほか、高齢者の

保健事業と介護予防等の一体的な事業に係る経費として、看護師・管理栄養士の人

件費や消耗品費などを執行しています。詳細につきましては、後期高齢者医療特別

会計決算で説明いたします。以上です。 

保健福祉課長  決算書の６８ページ下段、７１ページにかけて、実績は決算資料

の９ページをあわせてごらんください。 

２項１目児童福祉総務費、支出済額１億９３２万１，２９０円。学童保育事業で

は、南幌小学校内で実施しているなんぽろ児童会の運営に係る経費８９１万４，０

９５円を執行しています。 

早期療育事業では、発達に心配のある乳幼児などの個別訓練や発達相談などに係

る経費２５万４，２６１円を執行しています。次のページをごらんください。 

児童生徒等医療費助成事業では、本町独自の子育て支援施策事業として、高校生

までの医療費の一部助成１，７７１万５，３８１円を執行しています。 

児童福祉総務経費では、乳幼児等医療費助成事業や障がい児支援給付事業として

障がいのある１８歳未満の児童生徒が利用する放課後等デイサービスなどに係る経
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費７，４９４万９１６円を執行しています。決算書７１ページ中段、決算資料１０

ページ中段をあわせてごらんください。 

 子育て世帯生活支援特別給付金事業では、低所得の子育て世帯の生活を支援する

ために児童一人当たり国から５万円を児童手当受給者世帯や家計急変世帯等の４８

世帯９４名に対して、総額４７０万円を支給しています。次のページをごらんくだ

さい。 

２目児童措置費、支出済額８，８６８万３，３３３円。児童手当支給経費では、

中学校修了までの児童生徒延べ７，９３０人を対象に児童手当を支給しています。 

３目保育所費、支出済額３億１，５８０万４，８８７円。実績については、決算

資料の１１ページとなりますので、あわせてごらんください。保育所等運営補助事

業では、主に南幌いちい保育園と認定こども園南幌みどり野幼稚園に通園している

子どもたちの施設型給付や延長保育、一時預かり事業などに係る経費を執行してい

ます。昨年度より６，２１４万円ほど増額になっている要因は、施設型給付費の執

行によるものです。子育て世帯の転入に伴い、入所延べ人数の昨年度対比は、南幌

いちい保育園で５９名の増、認定こども園南幌みどり野幼稚園で４９８名の増とな

っています。なお、町内施設においては、保育士等就労支援事業補助金を７名の方

が利用し、保育士の確保を行い対応しています。決算書７３ページをごらんくださ

い。 

４目子育支援費、支出済額９７１万３，６２２円。実績については、決算資料の

１２ページとなりますのであわせてごらんください。地域子育て支援センター運営

事業では、南幌いちい保育園への業務委託料として６７０万７，０００円執行して

います。 

 子ども・子育て支援事業では、ファミリーサポートセンター事業等に係る経費４

１万９，１１７円を執行しています。 

病児・病後児保育事業は、運営費として２５８万７，５０５円執行しています。

以上で民生費の説明を終了します。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  ２点質問させていただきます。まず保育所等運営補助事業の一時預かり

の件で伺いたいんですけれども、状況を教えてください。一時預かりは現在１日何

名という制限があるのかどうかということと、制限に対して、預けたい時に預けら

れないんだというような要望などがあるかどうかを伺いたいと思います。 

もう１点は、保育士等就労支援事業なんですけれども、これも状況を伺いたいと

思います。１年目、２年目の方に対しては補助金として出されているのですが、３

年目から４年目の方に対しての祝い金が出る部分は決算では上がっていないような

ので、多分対象者がいなかったんだと思うのですが、たまたまその年に対象となる

方がいなかったのか、それとも平均勤続年数というのでしょうか。先生の傾向とし

てどのくらいなのかを教えていただきたいです。 

子育て支援係長  まず、１点目のご質問にお答えいたします。一時預かり事業の

定員は、いちい保育園では令和５年度で３名から５名ということになっておりま

す。去年は保育士の確保対策があまり進んでおりませんでしたので、一時預かりも
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定員は減っているんですけれども、令和６年度は１日１０名程度で一時預かりを実

施しております。 

次に、２点目の保育士等就労支援事業の状況なんですけれども、４年目の勤続祝

い金の対象者は、これは令和４年度から事業が始まったものですから、該当者が出

るのが早くても令和７年度以降になります。なので、令和７年度決算で該当者が出

てくるものと思われます。以上です。 

星委員  祝い金についてはわかりました。令和７年度から対象ということです

ね。 

あとは、いちい保育園も今年度、令和６年度は対象者を増額してということなの

ですが、みどり野幼稚園での一時預かりの状況を教えていただきたいと思います。 

子育て支援係長  みどり野幼稚園の一時預かりは、いちい保育園と違いまして預

かる対象児童の要件が違います。みどり野幼稚園では、幼稚園に在籍している３歳

以上のお子さんを対象に預かり保育を行っておりますので、幼稚園に在籍して、そ

のあとに仕事ですとか私用で６時半まで預けたいという方が預けていただく制度に

なっております。以上です。 

星委員  わかりました。その際に、例えばいちい保育園も今年度から増員したと

いうことなのですが、みどり野幼稚園も、いちい保育園も、例えばもう少し増員し

てほしいというか、今年度は１０名に増えたんですけれども、現状でもう少し預け

たいけど預けられないという声は、今のところ出てはいないんですか。 

子育て支援係長  今のところ、保育園からそういったお話ですとか、保護者の方

からもそういうお話は聞いておりません。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

それではほかにございませんか。 

家塚委員  成果説明書の１１ページになりますが、保育所等運営補助事業につい

て伺います。令和５年度に子育て世帯の転入者が増えている中で、先ほど課長の説

明にもありましたように、いちい保育園とみどり野幼稚園で、それぞれ人数が前年

度と比較して多いと。特にその中でも、みどり野幼稚園が約５００名増えていると

いうことです。そこで、令和５年度にそれぞれの施設で待機児童がどうだったのか

を伺うのと、あわせて待機児童の定義といいますか、その辺の定めがあるのかどう

かをお伺いします。 

子育て支援係長  ただいまの御質問にお答えいたします。待機児童は、現在はお

りません。 

ただ、保育所等利用待機児童数調査要領に基づく待機児童の定義といたしまして

は、保育所の入所申込みをしていて、入所要件に該当しているが、入所していない

子どものことを待機児童といいます。ただし、特定の保育所等を希望している者、

求職活動を休止している者、育児休業中の者、地方公共団体における単独保育施設

を利用している者は除くこととされています。これに当てはめると、令和５年度は

待機児童はいないということになりますが、保留児童、潜在的待機児童ともいうの

ですが、これに該当する児童は出ております。該当する育児休業中の者が９名、企

業主導型保育事業利用者の者２名の合計１１名が、この保留児童、潜在的待機児童
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となっております。なお、保留児童の要因といたしましては、定員超過により入所

できない場合となっております。主に０歳児の保留であり、育児休業明けの入所が

できず、保留児童となっているところでございます。以上です。 

家塚委員  それぞれの施設に定員があるのですが、それ以上受け入れをしている

ということで、例えばその定員の何割増まではいいですよとか、極端な話２倍まで

はいかないにしても、その辺はどのくらいの数まで受け入れできて、保育士の人数

だとか、施設のキャパシティの関係も多分あるのだろうと思いますが、それぞれ今

どのようになっているのか伺います。 

子育て支援係長  いちい保育園の０歳児の定員は６名となっております。令和５

年度は６名定員のところ、９名入所させていただいております。みどり野幼稚園

は、定員３名のところ、そのまま３名の入所となっております。以上です。 

家塚委員  わかりました。この関係は、多分みどり野団地の分譲状況といいます

か、販売状況に大きく左右するのかなという関係もあるんですね。２７日に全員協

議会の中でまた説明があると思いますので、その時に伺います。以上です。 

熊木委員長  ほかにございませんか。 

細川委員  成果説明書の７ページ、人工透析患者等通院交通費助成事業について

１点質問したいと思います。成果説明書を見ますと、実利用者が１２人ということ

で少ないのですが、多分該当者は倍以上おられるのかなと思うんですけれども、そ

れについてはそれぞれ通院されている病院等の無料送迎を利用されている人が多い

から利用者が少ないのか、もしくは申請をしたが該当にならないという方がおられ

たのか、お伺いしたいと思います。 

福祉障がい係長  人工透析の通院費補助に関しまして、委員おっしゃられたとお

り対象となる方が３２名いまして、３２名の方にはこちらからご案内を送らせてい

ただいております。ですが、実績としては１２名となっているのは、おっしゃって

いるとおり、透析の送迎がある方につきましては今回の補助には該当しないという

形になりまして、交通手段が自家用車でしたり、公共交通機関を利用されている方

が対象になっているので、実際の対象者より申請が少ないという形になっておりま

す。以上です。 

細川委員  今のお話を聞きまして、自家用車の方と公共交通の方ということなん

ですけれども、自家用車も該当になるんですか。 

福祉障がい係長  自家用車の方は対象となります。金額の算定につきましては、

ビューローからその病院がある場所までの公共交通機関で最適ルートで行った場合

の金額で算定されることとなっております。以上です。 

細川委員  わかりました。透析患者の家族の方から、やはり個人差はあるんです

けれども、場合によっては足を切断したりなどということで、どうしてもやはり自

家用車でないと行けないという方もおられたりするので、今現在その方がいるのか

どうかというのはわかりませんけれども、そういう話も聞いておりますので、そう

いったことも含めて物価上昇で多分交通費なども自家用車に関しても結構負担が大

きくなってきていると思いますので、今後検討していただければと思います。以上

です。 
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熊木委員長  要望ですね。（はいの声） 

では、ほかにございませんか。 

佐藤委員  成果説明書７ページの福祉ハイヤーの件なんですけれども、この交付

者は１３７人で、実利用者が７５人ということで少し開きがあるんですけれども、

この理由を教えてください。 

それともう１点、同じく成果説明書の９ページにある学童保育です。この学童保

育の延べ登録人数は延べ９４３名ということでありましたけれども、今の学童保育

の状況や現状、また今後増員した時の対応はどのようにされるのかということを教

えてください。 

それともう１点ですが、夏休み・冬休みの長期休業期間の学童の子どもたちの昼

食について、給食がないので家から弁当を持参するようになっているんですけれど

も、働く親にとって長期間の弁当づくりが大変だという声も聞いております。ま

た、令和５年は特に夏場の気温も高かったということもあって、家庭から持参する

弁当による食中毒の心配も考えられるということだったんですけれども、何かその

点に関して工夫していることがあるのかどうかお聞きいたします。以上です。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい担当）  ただいまの御質問につきまして、福祉ハ

イヤーの利用助成事業につきましては交付者が１３７名で、実利用者が７５人とな

っておりますが、これは実際にあいるーとを利用されている方は、この中には含ま

れておりません。あいるーとを含めますと、利用者につきましては８２名になりま

して、利用枚数が１，２５９枚となります。それで、この交付者と実利用者の開き

につきましては、ただ使われていない方がいらっしゃるということで、特段こうい

うことが理由だというものはございません。以上です。 

子育て支援係長  ２点目の、学童保育についてお答えいたします。現在の学童保

育の現状は、入所人数が９９名となっております。増員の対応といたしましては、

希望があれば全て現在は入所を受け付けている状況でございます。 

最後の昼食に関してですけれども、他市町村では、一部長期休みの昼食提供を行

っておりますが、南幌町では外部委託は行っておりませんし、今後も行う予定はご

ざいません。また、保護者からの要望も現在のところは聞いていない状況にござい

ます。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。福祉タクシーについてですが、あいるーとも

入れて８０何人ということなのですが、まず、その初乗り料金ですね。１回だけ対

象ということになれば、町内であればあいるーとを使ったり、タクシーを使ったり

して、初乗り料金でよろしいんですけれども、町外であればどうしてもやはり超過

分は手出しになってしまいますので、やはりどうしてもその超過分を出すというと

ころに対してはなかなか厳しいのかなと思うんですけれども、そういう部分で今は

初乗りなんですけれども、今後初乗りにプラスして、実際に今使っている方が本当

に活用しやすくするために、何か考えていっていただけるのかなということをまず

お聞きいたします。 

それと学童保育なんですけれども、９９名というお話でした。先ほど幼稚園も５

００名増加ということで説明がありましたが、やはり働く親御さんも増えたという
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ことで、今後どうしても増加のことも考えられると思うんですね。そういう部分で

は、その先を見越したというか、現状で９９名の中で狭くないのかどうなのかとい

うことをお聞きします。 

それとお弁当についてですけれども、現在こども家庭庁のほうでも、学童の昼食

ということをうたっているんですね。それで、できるだけ事業を進めたほうがいい

という考えもあったものですから、本町ではどうなのかなという思いがありまし

た。やはり夏場の食中毒とかそういうことを考えたり、働く親御さんのことを考え

ると、今は弁当事業の参入は考えていないということだったのですが、やはり南幌

町も今後考えていく必要があるのではないのかなというように思いますので、もう

一度そこのところをお聞きいたします。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい担当）  ただいまの福祉ハイヤーの利用の関係

の、初乗り以降の超過分の補助についてですが、現在うちの福祉ハイヤー以外に

も、免許返納でチケットを渡している分ですとか、様々なチケットの支給がありま

す。そういったものもありますので、今後はそういったものを含めた上で、対象と

なる課と協議して話を進めていきたいと思います。以上です。 

保健福祉課長補佐（子育て支援・健康づくり担当）  佐藤委員からの、２点目、

３点目の学童保育の御質問についてお答えいたします。まず２点目について、担当

より学童保育の現状について伝えさせていただきました。やはり一番は子どもの安

全と環境に留意して保育を行うことだと私たち担当も考えています。学童保育の基

準１人当たりの面積は現状確保されているのですが、今申し上げたように環境とい

うことでは、町としても検討すべきことだと思っています。２７日の全員協議会に

おいて、再度私のほうから皆さんに推し量りたいところで、また報告したいと思い

ますので、改めて町の考えを２７日に説明させていただきたいと思います。 

３点目のお昼のお弁当のことですが、今回御質問がありまして、今一度近隣の様

子も聞かせていただきました。町としましても、気温の変化ですとか、やはりお子

さんの健康・安全を守るというところで、今回の御意見を参考にさせていただきた

いと思います。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

ないようなので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

それでは、審査順序の４番目、第４款衛生費について審査を行います。説明をお

願いいたします。 

保健福祉課長  決算書７３ページ下段から７５ページをごらんください。 

４款１項１目保健衛生総務費、支出済額１，９４４万８，８４６円。実績につい

ては、決算資料の１２ページ中段からとなりますので、あわせてごらんください。

母子保健事業では、妊婦及び乳幼児の健診や出産・子育て応援支援金などの経費を

執行しています。また、対象児童の増加に伴い、幼児健康診査及び幼児歯科検診の

回数を年６回から年１２回に増やし実施しています。決算書７５ページ中段をごら

んください。 
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２目予防費、支出済額６，６０７万７，８５９円。実績については、決算資料の

１３ページになりますので、あわせてごらんください。昨年度より２，２００万円

ほど減額になっている主な要因は、新型コロナウイルスワクチン接種の回数並びに

接種対象者が限定されたことによるものです。 

成人保健事業では、各種がん検診や健康教育・健康相談事業に係る経費１，３４

２万８，５１９円を執行しています。 

 感染症予防事業では、各種予防接種や感染症予防対策に伴う経費１，６８３万

６，６７１円を執行しています。 

 新型コロナウイルスワクチン接種事業では、あいくるでの集団接種や医療機関で

の接種等に係る費用として３，５６８万３７円を執行しています。 

 ７８ページ上段の予防経費では、狂犬病予防対策に係る経費１３万２，６３２円

を執行しています。以上です。 

住民課長  続きまして、７８ページをごらんください。 

３目環境衛生費、支出済額８４７万４，４５１円。環境衛生経費では、墓地管

理、生活環境の保全対策に係る経費６１万８，４５１円を執行しています。 

次に、南空知葬斎組合負担金では、組合への負担金７８５万６，０００円を執行

しています。なお、前年度と比較し、遺体保冷庫、収骨室自動ドアなど、各種設備

の修繕に伴い、負担金が増加しています。 

 次に下段、４目病院費、支出済額２億８，８６１万円。詳細は、病院事業会計決

算で説明いたします。以上です。 

保健福祉課長  ７９ページをごらんください。 

５目保健福祉総合センター管理費、支出済額３，８２３万４，１５４円。保健福

祉総合センター管理経費では、あいくる全体の維持管理運営に係る経費を執行して

います。なお、利用状況等の実績については、決算書資料の１４ページに記載のと

おりで、管理・清掃業務や維持管理費を執行しています。以上です。 

住民課長  続きまして、決算書８０ページ中段、あわせて成果説明書１４ページ

下段をごらんください。 

２項１目じん芥処理費、支出済額１億３，５０１万４，０１３円。ごみ処理対策

事業では、不法投棄された処理困難物の処理等に係る経費、ごみステーション用ご

みボックスの設置経費のほか、南空知公衆衛生組合及び道央廃棄物処理組合への負

担金を執行しています。なお、道央廃棄物処理組合は、焼却処理施設の建設工事が

完了し、令和６年４月から供用開始しています。 

次ページにかけて、２目し尿処理費、支出済額１，３２３万６，８９０円。し尿

等処理委託事業では、北広島市へのし尿処理事務委託に係る経費を執行していま

す。  

３目合併処理浄化槽整備事業費、３項上水道費は、下水道事業特別会計での同時

審査となります。以上で、４款衛生費の説明を終わります。 

熊木委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行いたいと思います。 

高橋委員  まずフッ化物洗口についてなんですけど、これは父母の方からのニー

ズが今でもあるのかという話なんですけれども、何のためにやるのかというのはお
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そらく虫歯予防のためだとは思うんです。ですが、僕の知り合いの数十名の歯医者

さんは、虫歯の予防にはならないと言っている人が全員で、お金もうけになるから

やっているという歯医者さんもいるんです。ですから、海外のデータなどからして

も、やっても特に意味はないのかなというところもありますし、例えばフッ化物洗

口をすれば甘い物を食べても本当に虫歯にならないということだったらいいのかも

しれないけども、例えば精製白糖なんかは虫歯にもなるんですけど、それ以外の臓

器にも負荷をかけてしまうと。免疫力も下がるとか、カルシウム不足になるとか、

精神的な神経毒として回ってしまう子どももいるくらいなので、そういうものはど

ういう前提で、効果検証とかをちゃんとされた上でしっかりやっているのかなと。

国から言われたからただやっているだけなのか、それが１点です。 

２点目が、新型コロナウイルスワクチンについてなんですけれども、今回１０月

から定期接種が始まると思うのですが、使うワクチンの種類は確か病院に任せてい

るんだったか、もしくは自治体と相談で決めるかという感じだったと思うんですけ

ど、ファイザー、モデルナ、第一三共、武田、Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａファルマと

あるのですが、この中でどれを採用するのかどうかを伺います。 

それと衛生費のところで、令和６年３月３１日現在のワクチン接種者の合計人数

が４，９１１人となっているんですけれども、これは１回以上受けた方の合計とい

うことでしょうか。４回、５回、６回という方も多分いらっしゃると思うんですけ

ど、その辺をお聞きします。 

熊木委員長  ３点についてお願いします。 

健康づくり係長  ただいまの高橋委員の２点の質問にお答えいたします。まずフ

ッ化物洗口ですが、フッ化物洗口は新型コロナ感染症のまん延防止のために、保育

園は令和２年１０月から令和３年９月まで、幼稚園・学校は令和２年１０月から令

和６年３月まで事業を見合わせていました。現在は全て再開していますが、毎年保

護者の方からフッ化物洗口を希望するか、しないかの確認をしております。希望す

る方の割合ですが、令和６年度では保育園で９７．４％、幼稚園で９１．１％、小

学校全体で８２．５％、中学校では５８．６％が実施を希望しています。効果の検

証のことなんですけれども、統計では１２歳児の既に虫歯に罹患している歯の、１

人当たりの平均本数というのが国際的に用いられる指標となります。南幌町ではフ

ッ化物洗口を平成２３年から開始しているんですけれども、実施する前の平成１８

年の統計では、南幌町の平均虫歯本数は１人当たり３．７３本でした。この数字は

全国平均の約２倍でしたが、フッ化物洗口をコロナ禍で見合わせる直前の令和２年

度の統計では、０．３６本に改善しております。フッ化物洗口だけがこの数字の改

善につながっただけではなくて、個人の皆さんの努力だったり親御さんのいろんな

ケアだったりとか、歯医者さんでのケアだったりいろんなことが複合しているとは

考えられるんですけれども、数字としてはこのように改善しています。 

続きまして、新型コロナワクチンの令和６年度の定期接種で使用するワクチンな

んですけれども、今町内の医療機関では、ファイザー社のワクチン及び武田製品工

業社の組み替えたんぱくワクチンを使用するというように聞き取っています。令和

５年度の４，９１１人が何回目の接種だったかということなんですけれども、この
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中には春開始接種と秋開始接種の集団接種、個別接種の分が含まれておりますの

で、延べ人数となっています。多くて１人２回打っている方もいらっしゃって、初

めて打った方も中には数名いらっしゃいますし、お子さんの数も含まれているよう

な数字になっています。以上です。 

高橋委員  では関連で、新型コロナウイルスワクチンなんですけど、多分もうテ

レビとかでも結構やっているので被害者の方々のこととかもきっと知ってはいらっ

しゃると思うんです。それで、この新型コロナウイルスワクチンというのは治験の

ものですから、後から副反応とかの追加の項目というのも出てきたんですよね。心

筋炎とか心膜炎とか、そういうものも重大なものとして出てきたんですけど、今回

の事前説明の時にはそういった追加された項目ですとか、今までこの新型コロナウ

イルスワクチンが打たれてから今に至るまでの被害者の数とか、いろいろあります

よね。そういったものをもう少し丁寧に知らせてあげることが必要かなと思うんで

す。それはなぜかというと、健康被害救済制度のこととか、リスクの面とか、そう

いうものをほとんど知らないで打っている方というのはやはり多かったんです。そ

れで、もう名前を書いてしまったから仕方ないというように思っている方がほとん

どなんですけど、でも言われなかったから知らなかったとか、でも町側としてはも

うサインをしたんだから全部わかっているんでしょうという感じだったと思うんで

すよね。その辺は、今後これからまだ被害者が増える可能性もあるので、丁寧な事

前説明が必要かなと思うんです。一般質問みたいになってしまって申し訳ないので

すが、その辺をお聞きしたいと思います。 

健康づくり係長  ワクチンの接種に関しては、接種者の自らの意思で希望する方

に行うもので、接種前に説明文を読んでいただくことが前提となります。説明文な

んですけれども、予診票のほうに接種者の方もすぐ見られるように、予診表の裏面

に説明文を記載させていただいており、その中には副反応についてですとか、接種

を受ける前に医師と相談する必要がある方など、あとは健康被害救済制度について

も書かせていただいています。同じものを町の公式ホームページにも載せておりま

すので、おっしゃるとおり丁寧な説明のもと接種することが大事だと思いますの

で、医師の診察説明を受けて、理解した上で接種いただいているということで、私

たちも進めているところです。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

ほかにございませんか。 

家塚委員  まず、１点は頭出ししているのですが、もう１点は頭出ししていない

ので御了解いただきたいと思います。まず１点目です。成果説明書の１３ページに

なりますが、がん検診をそれぞれ胃、肺、大、乳、子宮がんとやっているのです

が、令和４年度と比較するとそんなに大差はないんですね。ただ、胃がんだけがど

うしてもほかのがんより低いという状況で、これには多分何か低い要因があるのだ

ろうと思いますので、この辺を教えていただきたいと思います。 

それと頭出ししていない部分で、決算書の７８ページになります。環境衛生費の

関係で、多分墓地の関係がここに入ってくるのかなと思うのですが、夕張太の墓地

の状況について、その辺が今どうなっているのかをあわせて伺います。 
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健康づくり係長  ただいまの家塚委員の質問にお答えします。がん検診の受診率

ですが、令和４年度よりも低下をしておりますが、年間の特定健診の受診者数の低

下の影響があると考えられます。特に胃がん検診におきましては、対象は４０歳以

上、胃・バリウム検査では、年１回対象となっておりますが、５０歳以上の方は胃

カメラ検査を２年に１回受けることができます。令和４年度の胃カメラの受診数が

８４名で、この方々は令和５年度の胃カメラ検査は受診することができません。令

和５年度の胃カメラの受診数は５８名で、このことが胃がん検診の受診率低下の一

つの要因と考えられます。以上です。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ２点目の、夕張太墓地の現状ということでござ

います。夕張太の墓地につきましては、全部で区画が１０７区画ということでござ

います。そのうち使用の貸し出しを行っている分につきましては、お墓と建ってい

ないものも全部含めまして８８区画となってございます。残りの１９区画につきま

しては、返還済みということになってございます。現在夕張太墓地、晩翠もそうな

のですが、新規使用の受付は行っていないという状況でございます。管理の部分を

含めまして、水が溜まったりする部分につきましては昨年度も砂利を引いたりとい

う形で、管理のほうはさせていただいているという状況でございます。以上です。 

家塚委員  まず１点目の、がん検診の胃がんの関係はわかりました。また、５年

度の各がん検診の受診率を上げるために、多分原課でも努力しているんだろうと思

うのですが、その辺の評価をどう見ているかをお願いします。 

それともう１点、墓地の関係で、新規はもう受け付けませんということなんです

ね。それで、残っている部分はもうそのままの状態にしておくということなのか、

その辺を確認させてください。新規受付はもうしないということですか。 

健康づくり係長  検診受診率は、確かに令和５年度で少し下がってしまっていた

のですが、検診の受診率向上のための取組としては、まず年度当初に対象となる方

へ受診券の発行をしています。集団健診や個別の医療機関で検診を受けられるとい

う周知を行っています。特定健診とあわせて、広報だけでなく町の公式ＬＩＮＥで

すとか、町の公式ホームページでも周知を行っていることや、未受診者の方へは再

度はがきによる勧奨も実施しています。また、受診しやすい体制として、集団検診

では平日だけでなく土日や祝日にも検診を実施して、就労中の方も受診しやすい体

制を整備するように実施しています。以上です。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ２点目の、墓地の今後のことでございますけど

も、現状としましては用地の問題もございますし、区画整理というようなことでは

夕張太については考えてございませんので、現状維持ということで返還が今後増え

ていくという形になってきます。ですので、再度でさらに減ってきた時点で検討が

必要かということは思いますけれども、現時点では今後の部分については特に何も

行わない方向でございます。以上です。 

熊木委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

質疑がないようですので、終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了します。職員の一部入れ替えがありますので、１０分間休憩

を取ります。再開は１４時５分とします。 
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（午後 １時５４分） 

（午後 ２時０５分） 

 

熊木委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開します。審査順序の５番目、介護

保険特別会計について審査を行います。 

保健福祉課長  令和５年度介護保険特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。

初めに歳入の説明をいたします。決算書の１７５ページをごらんください。 

１款１項１目第１号被保険者保険料、収入済額１億６，６７１万６，４１５円、

収入未済額１１３万２，９１０円。収納率につきましては、現年分が９９．８

８％、対前年比と同率、滞納繰越分につきましては１９．１％、対前年比２．５

３％の減となっています。 

２款１項１目介護給付費負担金、収入済額１億３，４６３万６，６３５円。施設

給付費の１５％、居宅給付費の２０％が交付されたものです。 

２項１目調整交付金、収入済額４，５５９万３，０００円。給付費及び地域支援

事業費の約６％が交付されたものです。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、収入済額２６９万

１４９円。事業費の保険者負担分の２０％が交付されたものです。1７６ページにま

いります。 

３目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、収

入済額５０７万８，５８７円。事業費の保険者負担分の３８．５％が交付されたも

のです。 

４目保険者機能強化推進交付金、収入済額１１６万円。地域包括ケアシステムや

保険運営の安定化に資する施策の推進状況に応じて交付されたものです。 

５目介護保険保険者努力支援交付金、収入済額１５５万７，０００円。介護予

防・健康づくり事業に資する取組の状況に応じて交付されたものです。 

６目事業費補助金、収入済額３３万円。介護報酬改定に伴うシステム改修のため

に交付されたものです。 

３款１項１目介護給付費交付金、収入済額２億６１４万５，０００円。施設給付

費並びに居宅給付費の２７％相当が交付されたもので、財源は各保険者の第２号被

保険者が納めた保険料です。 

２目地域支援事業交付金、収入済額３６４万円。介護予防・日常生活支援総合事

業費の保険者負担分の２７％相当が交付されたもので、財源は各保険者の第２号被

保険者の保険料です。次ページにまいります。 

４款１項１目介護給付費負担金、収入済額１億１，１４６万２，５００円。施設

給付費の１７．５％、居宅給付費の１２．５％が道負担分として収入されたもので

す。 

２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、収入済額１６

８万１，３４３円。介護予防事業費の保険者負担分の１２．５％が道補助金として

収入されたものです。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、収
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入済額２５３万９，２９３円。事業費の保険者負担分の１９．２５％が道補助金と

して収入されたものです。次のページにまいります。 

５款１項１目利子及び配当金、収入済額１，２８３円。基金の利息でございま

す。 

６款１項１目介護給付費繰入金、収入済額９，２３４万８，２７３円。施設給付

費及び居宅給付費の１２．５％の町負担分です。 

２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業、収入済額１４７万

９，１９５円。 介護予防事業・日常生活支援総合事業費の１２．５％の町負担分

です。 

３目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、収

入済額２２５万６，５１６円。事業費の１９．２５％の町負担分です。 

４目低所得者保険料軽減繰入金、収入済額１，１６４万６，０００円。別枠公費

による繰入金で、財源内訳は国１／２、道１／４、町１／４で、国、道補助金は一

般会計で受け、町負担１／４とあわせて特別会計に繰り入れるものでございます。  

５目その他一般会計繰入金、収入済額１，０５０万１，８０６円。歳出の総務費

相当額を事務費として町が負担するために繰り入れをしています。次ページにまい

ります。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、予算計上をしていましたが、財源が確保

されたことから繰り入れを行わなかったものです。 

７款１項１目繰越金、収入済額２，７３９万１，９９０円。令和４年度からの繰

越金です。 

８款１項１目第１号被保険者延滞金、延滞金につきましては、実績はございませ

ん。 

２項１目第三者納付金並びに２目返納金につきましては、実績はございません。 

 ３目雑入、収入済額３万１，２００円です。地域支援事業に係る利用者負担金で

す。 

以上、歳入合計、予算現額８億３，３９４万１，０００円、調定額８億３，００

１万９，０９５円、収入済額８億２，８８６万６，１８５円、不納欠損額０円、収

入未済額１１３万２，９１０円でございます。  

次に、歳出の説明をいたします。１８０ページをごらん下さい。  

１款１項１目一般管理費、支出済額２５０万７，１５２円。介護保険全般に係る

事務処理経費を執行しています。 

２項１目賦課徴収費、支出済額６３万５，６２５円。保険料の賦課等に係る経費

を執行しています。 

１８１ページから１８２ページにかけまして、３項１目認定調査等費、支出済額４

９５万４，４１７円。介護認定調査を行う会計年度任用職員をはじめ、介護認定に

係る経費を執行しています。 

２目認定審査会共同設置負担金、支出済額２３０万３，５２４円。栗山町、由仁

町と共同設置している審査会に係る負担金を執行しています。次ページにまいりま

す。 
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４項１目計画策定委員会費、支出済額４０万３，０８８円。第９期介護保険事業

計画の策定のために委員会を開催した経費を執行しています。 

２款１項１目居宅介護サービス給付費、支出済額１億７，８４０万８，０６９

円。訪問介護、通所介護、通所リハビリ等の給付に係る経費を執行しています。 

２目地域密着型介護サービス給付費、支出済額１億６，９４７万８，０３７円。

グループホームや認知症対応型デイサービスなどの給付に係る経費を執行していま

す。 

３目施設介護サービス給付費、支出済額２億８，２５６万５，３０９円。食費及

び居住費を除く介護老人福祉施設等の入所給付に係る経費を執行しています。１８

３ページにまいります。 

４目居宅介護福祉用具購入費、支出済額１１９万６，８０５円。福祉用具購入の

給付に係る経費を執行しています。 

５目居宅介護住宅改修費、支出済額２０４万５，０２１円。住宅改修の給付に係

る経費を執行しています。 

６目居宅介護サービス計画給付費、支出済額３，０３４万４，４８１円。サービ

スを利用する際のケアプラン作成に係る経費を執行しています。１８３ページ下段

をごらんください。 

２項１目介護予防サービス給付費、支出済額２，４３４万４，９７５円。介護予

防における 通所リハビリをはじめとする各種サービスの給付に係る経費を執行し

ています。次ページにまいります。 

２目地域密着型介護予防サービス給付費は実績がございません。 

３目介護予防福祉用具購入費、支出済額５３万５，１２２円。福祉用具購入の給

付に係る経費を執行しています。 

４目介護予防住宅改修費、支出済額１２５万４，５６４円。住宅改修の給付に係

る経費を執行しています。  

５目介護予防サービス計画給付費、支出済額３９８万６，１６０円。介護予防サ

ービスを利用する際のケアプラン作成に係る経費を執行しています。 

３項１目審査支払手数料、支出済額６３万４，８４０円。１万７６０件の手数料

を執行しています。次ページにまいります。 

４項１目高額介護サービス費、支出済額１，８５６万７，７４２円。要介護者の

利用者負担限度額を超えた部分についての、払い戻しに係る費用を執行していま

す。 

２目高額介護予防サービス費、支出済額７７３円。要支援者の利用者負担限度額

を超えた部分についての、払い戻しに係る費用を執行しています。 

５項１目高額医療合算介護サービス費、支出済額 383万 7,197円。介護と医療の

両方を利用して、自己負担限度額を超えた部分についての、払い戻しに係る費用を

執行しています。 

次の２目につきましては、実績はございません。次ページにまいります。 

６項１目特定入所者介護サービス費、支出済額２，１５８万７，０９５円。要介

護者で所得の低い方の食費並びに居住費の自己負担分に係る経費を執行していま
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す。 

２目につきましては、実績はございません。 

１８６ページから１８７ページにかけまして、３款、１項１目介護予防・生活支

援サービス事業費、６６５万５，６９１円。訪問型サービス事業と通所型サービス

事業に係る経費を執行しています。 

２目介護予防ケアマネジメント事業費、支出済額６３万６，１０８円。介護予

防・生活支援サービス事業に係る対象者のケアプラン作成にかかる経費を執行して

います。 

３目一般介護予防事業費、支出済額４５７万４，３６１円。快足シャキッと倶楽

部や水中運動教室、ボランティアポイント事業、サロン事業などに係る経費を執行

しており、事業の一部を社会福祉協議会に委託をしています。１８７ページ下段か

ら１８８ページにまいります。 

２項１目包括的支援事業費、支出済額４２万３，７６３円。介護支援専門員の研

修等に係る経費を執行しています。 

２目在宅医療・介護連携推進事業、支出済額１万５，０００円。在宅医療介護の

連携のための講演経費を執行しています。 

３目生活支援体制整備事業費、支出済額３９９万５，０００円。事業を推進する

ための生活支援コーディネーター配置などに係る経費を執行しています。 

４目認知症総合支援事業費、支出済額２１万５，４５６円。認知症のある高齢者

に早期から係わりを持ち、適切な医療やサービスにつなげる事業で、主に認知症サ

ポート医師に係る経費を執行しています。 

５目地域ケア会議推進事業、支出済額１３万８，７２８円。２回実施した地域包

括ケア推進会議の委員報酬や自立支援に向けた個別会議の開催に係る研修会の経費

を執行しています。 

６目任意事業費、支出済額６９６万５，４１８円。介護者のつどいや配食サービ

ス、シルバーハウジング生活援助員派遣事業など町の実情に応じて実施している事

業の経費を執行しています。 

 ４款１項１目介護給付費等準備基金積立金、支出済額２８万９，２８３円。詳細

は備考欄のとおりでございます。次ページにまいります。 

５款１項１目第１号被保険者保険料還付金、支出済額１８万１，０００円。内訳

につきましては、申告による所得更生が主なものです。 

２目償還金、支出済額２，０１３万１，５４４円。国費、道費、支払基金の令和

４年度精算に伴う償還金です。 

６款１項１目予備費、実績はございません。 

以上、歳出合計、予算現額８億３，３９４万１，０００円、支出済額７億９，３

８１万１，３４８円、不用額４，０１２万９，６５２円です。１９１ページにまい

ります。 

実質収支に関する調書の説明をいたします。 

１歳入総額８億２，８８８万６，１８５円。２歳出総額７億９，３８１万１，３

４８円。３ 歳入歳出差引額３，５０７万４，８３７円。５実質収支額は、３，５
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０７万４，８３７円でございます。 

次に、決算書資料の説明をいたします。２６ページをごらんください。２８ペー

ジまで項目ごとに件数並びに支出額を記載しています。 

令和５年度の介護保険事業の主な概要を申し上げます。２６ページ中段の認定結

果につきましては合計が２９７人で、前年度対比で４０人の減となってございま

す。減少の理由につきましては、認定期間に伴い、令和４年度と令和５年度は更新

対象者が少ない年度のためで

す。                                            

２６ページ中段の２．保険給付費につきましては、（１）居宅サービス給付費全体

ではで対前年度比、件数は７件の減であり、給付費は約７２万円の減となっていま

す。２７ページにまいります。 

（２）施設サービス給付費では、対前年比、件数で２９件の増、給付費で約１，

０５０万円の増額でございます。 

（３）介護予防サービス給付費では、対前年比、件数で１５１件の増、給付費で

は約２１０万円の増額でございます。保険給付費全体では 対前年度比で約１，４

２３万円の増、１．０２％の増額となっています。２８ページの上段をごらんくだ

さい。 

③介護予防事業では、一般高齢者等に対する各種介護予防事業を実施しており、

通年で実施している事業につきましては、新型コロナウイルス感染症が５類に移行

したことから、自立支援事業、通称男の料理教室をはじめ多くの事業が、コロナ前

の事業内容に戻し、結果としまして、昨年度よりも回数や参加延べ人数が多くなっ

ている状況にあります。以上で、介護保険特別会計の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、これで質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの

声） 

それでは職員の一部入替えがありますので、暫時休憩といたします。 

 

（午後 ２時２５分） 

（午後 ２時２７分） 

熊木委員長  暫時休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序の６番目、国民健康保険特別会計について審査を行います。説明をお願

いいたします。 

住民課長  令和５年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。

初めに歳入から説明いたします。決算書の１３７ページをごらんください。 

１款１項１目、国民健康保険税、収入済額２億４５８万５，４６３円、不納欠損

額４０万５，９２４円、収入未済額４，６８７万１，７０１円。不納欠損の内訳

は、滞納処分の執行停止後、死亡による無資力により即時消滅となったもの１１

件、３名。収入未済額の内訳は、現年課税分１６０件、４０名。滞納繰越分１，７

６８件、８９名となっています。収納率は、現年課税分が９８．７２％で前年度対

比１．３４ポイントの増加、滞納繰越分が１３．１４％で前年度対比２．６２ポイ
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ントの増加となっています。 

２款１項１目、手数料、収入実績はありません。 

３款１項１目、災害臨時特例補助金、交付実績はありません。 

２目出産育児一時金補助金、収入済額２万５，０００円。出産育児一時金が４２

万円から５０万円に引き上げられたことに伴い、令和５年度に限り５件分について

交付されたものです。 

次ページ、４款１項１目保険給付費等交付金、収入済額６億８，６４３万７，６

３２円。１節普通交付金として６億５，５８１万３，６３２円、２節特別交付金と

して３，０６２万４，０００円がそれぞれ交付されたものです。 

２項１目財政安定化基金交付金、交付実績はありません。 

５款１項１目利子及び配当金、収入済額２，７５４円。基金積立金の利子収入で

す。 

６款１項１目一般会計繰入金、収入済額７，５５９万７，０００円。国の基準に

基づく一般会計からの繰入金です。内訳は次ページにかけて、備考欄に記載のとお

り、基盤安定繰入金、未就学児均等割保険税繰入金、財政安定化支援事業繰入金、

出産育児一時金等繰入金、事務費繰入金、新たに産前産後保険税繰入金となってい

ます。 

２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、収入済額１，６６９万９，００

０円。歳入財源不足を補うため、基金から繰り入れを行ったもので、令和５年度末

の基金残高は１億３，５１７万７，７５１円です。 

７款１項１目繰越金、収入済額６３５万４２７円。令和４年度国民健康保険特別

会計からの繰越金です。 

 ８款１項１目延滞金、収入実績はありません。 

２項１目第三者行為納付金、収入済額１１０万３，７８７円。交通事故の第三者

行為損害賠償納付金が２件です。 

次ページにかけて、２目過誤払給付費返納金、収入済額１，０２０円。医療費の

返納１件分です。 

３目雑入、収入済額５８万５，０００円。特定健康診査一部負担金及び特定健康

診査に係る令和４年度道補助金の確定による精算金です。 

以上、下段、歳入合計、予算現額１０億８４６万６，０００円、調定額１０億

３，８６６万４，７０８円、収入済額９億９，１３８万７，０８３円、不納欠損額

４０万５，９２４円、収入未済額は４，６８７万１，７０１円です。 

次に歳出の説明をいたします。次ページをごらんください。 

１款１項１目一般管理費、支出済額３７４万１７１円。国民健康保険全般に係る

事務経費を執行しています。 

次ページにかけて、２目連合会負担金、支出済額８８万５，３５０円。北海道国

保連合会への負担金を執行しています。 

２項１目賦課徴収費、支出済額６６万５，２１７円。納税通知書印刷や収納手数

料などの経費を執行しています。 

３項１目運営協議会費、支出済額９万４，７５２円。国保運営協議会委員９名分
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の報酬などの経費を執行しています。 

４項１目医療費適正化対策事業費、支出済額５７万７，１３９円。次ページにか

けて、備考欄、特定健診受診勧奨や保健指導に係る職員時間外勤務手当、ジェネリ

ック医薬品の利用促進に係る経費などを執行しています。 

５項１目収納率向上対策事業費、支出済額２４６万３，３９３円。一般事務報

酬、会計年度任用職員期末手当などの保険税収納率向上対策に係る経費を執行して

います。 

 ２款１項１目療養諸費、支出済額５億６，８１８万５，７９９円。次ページにか

けて、備考欄、北海道国保連合会に対する、被保険者の療養に係る負担金、審査支

払手数料などを執行しています。 

 ２目高額療養費、支出済額８，６２２万４，４７３円。被保険者の高額療養費に

係る保険者負担分の経費を執行しています。 

３目出産育児諸費、支出済額２００万８４０円。１件当たりの交付金限度額は５

０万円で４件分を執行しています。 

４目移送費、予算の執行はありません。 

５目葬祭諸費、支出済額１８万円。１件３万円で６件分を執行しています。 

６目傷病手当金、予算の執行はありません。 

次ページ、３款１項１目医療給付費分、支出済額２億９５８万５，０００円。医

療給付費に係る北海道への納付金を執行しています。 

２目後期高齢者支援金等分、支出済額５，８７０万６，０００円。後期高齢者支

援金等に係る北海道への納付金を執行しています。 

３目介護納付金分、支出済額２，２８３万８，０００円。介護納付金に係る北海

道への納付金を執行しています。 

４款１項１目共同事業拠出金、予算の執行はありません。 

５款１項１目特定健康診査等事業費、支出済額１，４２８万５，０７７円。特定

健診、特定保健指導などに係る経費を執行しています。１４７ページ、備考欄上

段、１２節委託料では、特定健診受診率向上対策として、健康ポイント委託業務、

北海道及び国保連合会並びに市町村の共同事業で、特定健診等データをＡＩ等によ

り分析し、効果的・効率的な受診勧奨を行う、「特定健診受診率向上支援共同事業」

の経費を執行しています。 

２項１目保健衛生普及費、支出済額２１６万１，４９８円。医療費通知、各種検

診などに係る経費を執行しています。 

６款１項１目基金積立金、支出済額２，７５４円。基金利子分の積立金です。 

次ページ、７款１項１目財政安定化基金償還金、予算の執行はありません。 

８款１項１目保険税等還付金、支出済額３８万６，３００円。保険税月割の異動

などに伴い１３件分を還付したものです。 

２目保険給付費等交付金償還金、支出済額６万１，１２１円。令和４年度道補助

金、保険給付費等交付金の確定に伴い、超過交付分を返還したものです。 

３目その他償還金、予算の執行はありません。 

２項１目直診施設勘定繰出金、支出済額３００万円。町立病院における財務会計
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システム更新に係る特別調整交付金分を病院事業会計への繰出金として執行してい

ます。詳細は病院事業会計決算の中で説明します。 

次ページ、９款１項１目予備費、予算の執行はありません。 

以上、１４９ページ下段、歳出合計、予算現額１０億８４６万６，０００円、支

出済額９億７，６０４万２，８８４円、不用額は３，２４２万３，１１６円です。 

 次に、次ページの実質収支に関する調書について説明をいたします。 

１歳入総額９億９，１３８万７，０８３円。２歳出総額９億７，６０４万２，８８

４円。３歳入歳出差引額は１，５３４万４，１９９円です。４翌年度へ繰り越すべ

き財源は、ありません。５実質収支額は１，５３４万４，１９９円です。６につい

ては該当ありません。 

次に、決算資料成果説明書の２５ページをごらん願います。国民健康保険特別会

計です。令和５年度の国民健康保険事業の主な概要を申し上げます。 

初めに、２保険給付費（１）療養給付費の状況です。被保険者数は１，８２７人

で、前年度対比１１人の増加となっています。１人当たりの費用額は４２万３，５

１１円で、前年度対比２，７７３円の増加となっています。１人当たりの受診件数

につきましては１７件で、前年度対比で１件の増加となっています。保険給付費全

体では６億５，６５９万１，１１２円となっており、前年度対比で８８４万２，３

１８円の増加となっています。 

次に、３国民健康保険事業費納付金の状況です。北海道への国民健康保険事業費

納付金は、２億９，１１２万９，０００円となっており、前年度対比で２，０３０

万４，０００円の増加となっています。今後においてもこの事業費納付金の推移に

留意しながら、国民健康保険事業における財政基盤の安定化を図ってまいります。 

次に、４保健事業費の状況です。特定健診受診者数は５５６人で、前年度対比３

３人の減少、受診率は３６．３％で、前年度対比２．５ポイント減少しています。

以上で、令和５年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようなので、終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

それでは審査順序の７番目、後期高齢者医療特別会計について審査を行います。説

明をお願いいたします。 

住民課長  令和５年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明をいたしま

す。初めに歳入から説明いたします。決算書の１９７ページをごらんください。 

１款１項１目後期高齢者医療保険料、収入済額８，７６０万７，４００円。収入

未済額６１万５，５００円。収入未済額の内訳は、現年度分２４件、６名。滞納繰

越分２０件、２名となっています。収納率は、現年度分が９９．６１％で前年度対

比０．３２ポイントの減少、滞納繰越分が１６．０２％で前年度対比４７．８１ポ

イントの減少となっています。 

２款１項１目督促手数料、収入実績はありません。 

３款１項１目事務費繰入金、収入済額５５６万円。国の基準に基づく繰入金で、

内訳は備考欄に記載のとおりです。 
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２目保険基盤安定繰入金、収入済額３，１３７万９，５５５円。国の基準に基づ

く繰入金で、後期高齢者医療保険料の軽減額を繰入れしたものです。 

４款１項１目繰越金、収入済額１１６万１，５６１円。令和４年度後期高齢者医

療特別会計からの繰越金です。 

次ページ、５款１項１目延滞金、収入実績はありません。 

２項１目雑入、収入実績はありません。 

以上、下段、歳入合計、予算現額１億２，６５４万３，０００円、調定額１億

２，６３２万４，０１６円、収入済額１億２，５７０万８，５１６円、収入未済額

は６１万５，５００円です。 

次に、歳出の説明をいたします。次ページをごらんください。 

１款１項１目一般管理費、支出済額１２５万９，３７１円。電算システム保守な

どの事務経費を執行しています。 

２項１目徴収費、支出済額３９万１，１８７円。保険料の通知・徴収に係る経費

を執行しています。 

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、支出済額１億２，３５８万８，４

５５円。次ページ、備考欄、北海道後期高齢者医療広域連合に対する事務費負担

金、保険料等負担金、保険基盤安定負担金を執行しています。 

３款１項１目保険料還付金、支出済額１０万４，２００円。保険料更正などに伴

い１３件分を還付したものです。 

４款１項１目予備費、予算の執行はありません。 

以上、下段、歳出合計、予算現額１億２，６５４万３，０００円、支出済額１億

２，５３４万３，２１３円、不用額は１１９万９，７８７円です。 

次に、次ページの実質収支に関する調書について説明をいたします。 

１歳入総額１億２，５７０万８，５１６円。２歳出総額１億２，５３４万３，２

１３円。３歳入歳出差引額は３６万５，３０３円です。４翌年度へ繰り越すべき財

源は、ありません。５実質収支額は３６万５，３０３円です。６については該当あ

りません。 

次に、決算資料成果説明書の２９ページ下段をごらん願います。後期高齢者医療

特別会計です。本特別会計は、広域連合の管理のもと、保険料を徴収し、広域連合

に対し必要な費用を納付するための特別会計です。ただいま説明したとおりの内容

を記載しております。被保険者数は１，４０８人で、前年度対比４４人の増加とな

っています。以上で、令和５年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明を終

わります。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はござい

ませんか。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。本日予定しておりました審査項目が終了いたしま

した。明日２６日、午前９時３０分まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ２時４６分） 
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決算審査特別委員会会議録 

（２日目 R6.9.25 9:30～14:36） 

 

熊木委員長  皆さんおはようございます。昨日より延会となっておりました、決算

審査特別委員会をただいまから再開いたします。本日の出席人員は９名全員です。そ

れでは直ちに会議を再開いたします。 

審査順序の８番目、第５款農林水産業費について審査を行います。それでは説明を

お願いいたします。 

農業委員会事務局長  決算書８１ページをお開きください。 

下段から８２ページ上段、５款１項１目農業委員会費、支出済額６３１万８，６８

６円。農業委員会運営経費として、農業委員１２名の報酬、旅費、並びに事務局経費

として、農地台帳システムに係る保守経費の執行となっています。以上です。 

産業振興課長  決算書８２ページです。主要施策の成果説明書は、１５ページから

となりますので、あわせてごらんください。 

２目農業振興費、支出済額６億４，３２８万９，２２１円。繰越明許費３３７万３，

０００円。不用額３７６万５，７７９円。繰越明許費は、農業経営高度化促進事業 

暁第１地区に係るパワーアップ事業分３１０万円と、国の補正による施設園芸生産基

盤緊急支援事業分２７万３，０００円を翌年度へ繰り越して実施するものです。不用

額の主なものは、１８節負担金補助及び交付金では、担い手育成対策事業における新

規就農者に対する奨励金、並びに産地生産基盤パワーアップ事業補助金における機械

導入に伴う入札減などの執行残によるものです。 

備考欄の説明にまいります。農業振興経費では、総合農政推進協議会運営経費をは

じめ、次ページにかけて農業関係団体への負担金など１４９万１，５２４円を執行し

ています。 

次に、有害鳥獣対策事業では、有害鳥獣捕獲等業務委託料、狩猟免許取得支援事業

助成金など３２８万６，２２２円を執行しています。 

次ページにかけまして、経営所得安定対策事業では、農産物の生産目標の調整や確

認を行う南幌町農業再生協議会に対する補助金として５９０万７，５１６円を執行し

ています。 

次に、耕地利用高度化推進事業では、農地の良好な生産環境を維持するため、地域

での共同利用機具備品購入費として１，４７６万２，０００円を執行しています。な

お、導入した機械は、三重地区、鶴城２期地区の貸し出し用レーザーレベラーを２台、

鶴城１期・２期地区の貸し出し用補助暗渠機を３台購入しております。 

次に、農業振興補助金交付事業では、南幌町農協が取り組む重点施策事業に対する

一部助成として４００万円を執行しています。 

次に、農業経営高度化促進事業では、農地・農業水利施設の整備に伴う農家負担の

軽減措置と、工事により休耕する農家の所得損失補てんの負担金として２億７，５６

１万１，１３１円を執行しています。 

次に、スマート農業推進事業では、ＲＴＫ基地局の光回線利用料として１万６，９
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４０円を執行しています。 

次ページにかけて、農業制度資金利子補給事業では、認定農業者や農業後継者が借

り入れた制度資金の利子補給として、延べ６１件分、１７３万５，６８７円を執行し

ています。 

次に、担い手育成対策事業では、４Ｈクラブ活動補助金や、新規就農者３名に対す

る奨励支援のほか、第２回議会定例会一般会計補正予算にて計上しました、産地生産

基盤パワーアップ事業、麦・大豆技術向上事業の補助金などの経費として１億１，８

５２万２，０００円を執行しています。 

次ページにかけて、地産地消活動推進事業では、農産物加工センター指定管理料、

キャベツキムチ町民還元事業の負担金などの経費として２７１万２，２２７円を執行

しています。 

次に、都市との交流と販路拡大事業では、農業者が実施するグリーンツーリズム事

業への助成や北海道日本ハムファイターズ主催ゲーム７試合にて、本町の農産物を提

供し、ＰＲする経費として５７万４，４１０円を執行しています。 

次ページにかけて、食育活動推進事業では、小学生によるバケツ稲づくり事業や子

育て支援米支給事業、食育セミナーや講演会などの経費として５０８万１，４４３円

を執行しています。 

次に、多面的機能支払事業では、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、

分水区ごとに組織されている３つの地域資源保全協力会への交付金など１億９，７１

６万１，８１９円を執行しています。 

次に、環境保全型農業直接支援対策事業では、環境保全型農業を推進する生産者へ

の補助金として１，２４２万６，３０２円を執行しています。 

続いて、３目農地費、支出済額３億３，１５９万４，９９１円。不用額１３０万９，

００９円。不用額の主なものは、１４節工事請負費において、農業水路等長寿命化・

防災減災事業、南７線排水路地区、排水路改修工事の入札執行残によるものです。 

備考欄の説明にまいります。次ページにかけて、土地改良事業経費では、三重ほか

３地区の道営経営体育成基盤整備事業換地業務のほか、南７線排水路改修工事費、水

利施設管理強化事業補助金など３億２，７０６万７，９９１円を執行しています。 

次に８８ページ下段、農業集落排水事業特別会計繰出金については、特別会計決算

の中でご説明します。続いて９２ページをお開き下さい。 

２項１目林業振興費、支出済額２２６万４，９０９円。不用額６，０９１円。林業

振興経費では、防風林監視人に対する報酬、野ねずみ駆除薬剤散布委託料、町有林の

倒木処理経費などを執行しています。以上で、農林水産業費の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

星委員  予算書の８４ページ上段の畑地化促進事業補助金について伺いたいので

すが、これはどういった内容の補助金なのかを教えてください。 

農地係長  こちらの補助金につきましては、国における畑地化促進事業として、

水田を畑地化しまして、畑作物の本格化に取り組む農業者に対して、生産が安定す

るまでの一定期間、継続的に支援を行う事業となっております。本補助金につきま

しては、畑地化に伴う費用負担として、土地改良区の地区除外決済金等に相当する
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経費を支援するものでございます。令和５年につきましては８経営体、１，０６９

アール、約１１町の支援を行うものです。以上です。 

星委員  理解しました。それで、この畑地化促進事業というのは、大体ずっと継

続的に行うものなのか、短期的に今年度、前年度、来年度あたりまでが対象なの

か、その辺の見通しを教えてください。 

農地係長  こちらにつきましては、今年度におきましてもまだ確定ではありませ

んけれども、１１経営体、２６町くらいの申請が見込まれております。こちらの事

業自体は、国におきましては令和１２年度までは継続するということで予算措置さ

れております。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

家塚委員  成果説明書１５ページになりますが、有害鳥獣対策について伺いま

す。この有害鳥獣駆除を担っているのは南幌の猟友会ということで承知はしている

のですが、実施隊員が令和５年度は９名で、４年度をみると１０名になっていて減

少しているということで、以前からみるとかなり少ない人数の中で活動しているの

かなというように思っています。そこで、令和５年度末現在で結構なのですが、実

施隊員の年齢層を１０歳刻みくらいで結構なのでお伺いします。 

あわせて、令和５年度に農家から駆除の要請があって、十分それらの対応ができ

たのかどうか。この２点について伺います。 

農政係主査  まず、南幌の猟友会の年齢構成なんですけれども、現在１０名いま

して、８０代が２名、７０代が３名、６０代がいなくて５０代が２名、４０代が２

名、３０代が１名となっております。全体の人数なんですけれども、令和３年度か

ら１名ずつ人数が増えておりまして、令和６年、今年に関しても１名増える予定で

おります。 

人数が足りているかどうかというところなんですけれども、現在猟友会さんから

の話では、全く手が足りなくてというようには聞いてはおりません。ただ、現在８

０代が２名と７０代が３名ですので、今後のことを考えると数年後にはまた半減し

てしまう可能性もありますので、今後においても広報等で周知しながら、若い世代

が１人でも多く猟友会に入っていただけるよう対応していきたいと思っておりま

す。以上です。 

家塚委員  わかりました。いろんな形で集中して担い手育成をしていきたいとい

うことなんですね。特に５年度の実績で、過去からみて担い手育成で特段こういう

ことをやりましたというものがあればお聞きしたいのと、あわせてこの駆除に対し

て、鉄砲を持つだとか、罠の免許などそれぞれ違うのですが、なかなか銃を持つと

いうのは今の規制の中では厳しい部分があると思います。罠ですと比較的持ちやす

いという部分があると思うのですが、その辺を担当課としてどう捉えているかお伺

いしたいと思います。 

産業振興課長補佐（農政担当）  ただいまの御質問なんですけれども、まず令和

５年度の主立った増員に向けての取組ということなのですが、これまでどおり広報

等による周知等で行っているということで、目新しいものはないんですけれども、

今後もこれらの活動、それと猟友会さんとのコミュニケーションを図りつつ、増員
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に向けて取り組んでいきたいと思っているところでございます。あとは銃に対する

増員の関係ですけれども、こちらはなかなか特殊な部分になるということもこちら

としては認識しておりまして、銃に関していいますと、主に鹿に対する駆除が本町

においては主なところかなと思います。それで、そちらにつきましてはくくり罠と

いう資格もございまして、そちらにシフトしていただくことを考えることも可能で

すし、現在のところ鹿に対する苦情につきましては寄せられているんですけれど

も、そこまで逼迫していないという状況なものですから、こちらも含めて猟友会さ

んとも今後コミュニケーションを図りつつ、対策を取っていきたいというように考

えております。以上です。 

家塚委員  わかりました。うちの基幹産業である農業については、こういう農業

被害をなくすというのが欠かせないというように思っていますし、先ほどお話があ

ったように誰でもやれるということではないので、やはり町と猟友会の良好な関係

を続けてほしいなというように思っています。どこの町とはいいませんが、今後と

も良好な関係を続けて、担い手育成を努力してほしいと思います。以上です。 

熊木委員長  要望ですね。（はいの声） 

ほかに質疑はございませんか。 

佐藤委員  成果説明書１６ページの食育活動推進事業について、この事業は毎年

いろんな形で進めている事業だと思います。今回はスープカレーセミナーと南幌オ

ータムクッキングをされたようなんですけれども、その内容を教えてください。 

農政係主査  スープカレーセミナーとオータムクッキングの内容なんですけれど

も、スープカレー店をやられています井手氏を講師に招きまして、その中で南幌産

の野菜を使ったスープカレーの調理を講師としてやっていただきまして、これを、

町民を対象にした１回目と、小学校６年生を対象にした２回目の２回行っていると

ころです。以上です。 

佐藤委員  それと、南幌オータムクッキングの内容も一緒に教えていただけます

か。 

農政係主査  オータムクッキングにつきましても、スープカレーセミナーと同じ

ような内容で、井手氏を講師に招きまして、調理後皆さんで試食をしていただいて

いるような中身になっております。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございました。南幌産のいろんな農産物を使って子どもた

ちに食育を進めているという取組はとてもすばらしいと思います。それで、今回小

学校６年生の４８人ということだったのですが、６年生に限定した理由と、毎年こ

の６年生だけに学年を限定してこのような推進事業を行う予定なのかということを

教えてほしいと思います。 

それと、井手さんはスープカレーで有名な方だと思うんですけれども、今まで結

構町内のいろんなボランティアとかでやってきた部分と、やはり専門的な方が来

て、ある程度予算をつけてやるという部分では、参加された皆さんの反応はどうだ

ったのかも教えていただきたいのですが。 

農政係主査  まず、小学校６年生を対象にしたというところなんですけれども、

まずバケツ稲づくり事業を小学校４年生でやりまして、小学校５年生で学習田の事
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業を行っております。そして今回のスープカレーセミナーにつきましては小学校６

年生を対象としたところであります。 

反応としましては、講師の方も有名な方でしたので、評判は上々と聞いておりま

す。以上です。 

佐藤委員  そういうことで、ある程度それぞれの学年がしっかり食育活動に参加

しているということでは安心いたしました。専門性のある方が来ることによって、

やはり子どもたちにとっても影響は大きいと思うんですね。そういう部分でも、ぜ

ひまた今後の食育活動についてもある程度専門性のある人も含めた中で考えていっ

ていただきたいなと思います。要望です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

西股委員  ８４ページのスマート農業の関係でお聞きします。この事業は５年度

の町長の執行方針の中にも出ておりまして、その中では農業経営者の高齢化、労働

力不足が進む中、生産性の高い向上と労働負担の軽減を図るため、ＩＣＴ技術を活

用したスマート農業を推進するとあるのですが、ここで出ている決算の内容をみま

すと、ＲＴＫ基地局の回線利用料というような内容になっていて、実際にそこの中

でもある程度の労働力の軽減にはつながるのかなというようには広くみて解釈でき

るんですけれども、実際にもっと違うことがやれたのでないだろうかなと。この執

行方針からこの決算ということになると、ちょっと何かなかったのかなというよう

に思うのですが、この辺についてどのような考えがあったのかということをお聞き

したいと思います。 

農政係長  スマート農業の予算として出ているものにつきましては、おっしゃる

とおりＲＴＫ基地局の回線利用料としか出ておりません。ただ、事業の中で産地生

産基盤パワーアップ事業として、こちらは機械を導入するに当たりまして、トラク

ター等にＧＰＳ自動操舵システムというものも機械導入にあわせて取り入れるとい

うことで、令和５年につきましては２台、令和６年度につきましては４台、機械の

ほうに導入をしております。それと、令和４年につきましては、こちらにつきまし

ても国の補助事業になりますけれども、ドローンの活用による高度化、省力化の取

組を３事業者に対して取り入れております。今後につきましても、今回食料・農

業・農村基本法が改正された中に、新設としまして先端的な技術等を活用した生産

性の向上ということで、国のほうで新規に取り入れられております。今後におい

て、スマート技術の補助等を示されると思いますので、そちらの動向をみて取組を

進めていきたいと考えております。以上です。 

西股委員  トラクター等にＧＰＳを付けるなどという部分はわかるのですが、近

隣のＪＡや町村等をみていくと、やはり普及センターですとか、そういうところと

タイアップしながら、このスマート農業についていろいろ試験法だとか、そういう

のも導入してやっているんですけれども、南幌町としてそういうものに対する取組

がちょっと少ないのかなというように思われる面もありますので、それらの部分も

ぜひ導入というか、来年度あたりからやってほしいなというように思います。 

それと、そういう機械に対する補助・助成というのもやはり必要なんですが、や

はり農家自体の高齢化という部分もあるので、そこらの作業効率をよくする部分
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で、南幌町の農業をみていくと、正直な話、大規模経営の方が多くなってきている

ということで、ほとんどが機械に頼った農業になってきています。そういう面があ

ると、今度は弊害の部分では、細かなものがないと。ですから蔬菜関係もどんどん

衰退してきているというような傾向にありますので、そこのところをやはり機械で

省略化して、高齢者でもできるだとか、小規模の農家でも使えるというような、ち

ょっとスマートではないかもしれない農業も、少し取り入れていくような考え方も

持ってほしいなと。ちょっとここの執行方針の中の言葉だけを見てしまうと、どう

しても何をやっているんだろうかなというように思うので、そこら辺がわかるよう

な形でこれからやっていっていただきたいなというように思います。要望です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

それでは次に、審査順序の９番目、商工費について審査を行います。 

産業振興課長  決算書は９２ページ下段です。主要施策の成果説明書は、１７ペ

ージ中段からとなりますので、あわせてごらんください。 

６款１項１目商工振興費、支出済額８，０４５万８６７円。繰越明許費９億４，

５８８万２，０００円。不用額３８０万４，１３３円。不用額の主なものは、１４

節工事請負費において、南幌温泉経費の配管設備等改修工事による執行残、１８節

負担金補助及び交付金において、商工会運営助成事業補助金、南幌温泉経費の温泉

入館料負担金、及び商工振興経費の空き店舗活用支援事業補助金、それぞれの執行

残によるものです。 

備考欄の説明にまいります。商工会運営助成事業では、商工会が実施する経営改

善普及事業及び地域振興事業に対する補助金として７５８万４，２７２円を執行し

ています。 

次ページにかけて、観光協会運営助成事業では、町長杯争奪パークゴルフ大会経

費、観光協会特販所常駐職員配置経費に対する補助金として４６８万３，２１０円

を執行しています。 

次に、中小企業資金利子補給事業では、北海道中小企業総合振興資金を活用した

事業者１７社、並びに中小企業等経営支援事業を活用した事業者２社に対する利子

補給助成として９７万７，５２１円を執行しています。 

次に、南幌温泉経費では、施設指定管理料、町民無料入館券配布事業負担金、昨

年、第５回議会臨時会一般会計補正予算にて計上しました、配管設備等改修工事に

係る経費として５，５５５万８，０２５円を執行しています。 

主要成果説明書１７ページ中段、商工費欄の４項目目、南幌温泉管理運営事業を

ごらんください。令和５年度の町民無料入館券での利用者数は１２，９０４人で

す。町民５，６６２人に１６，９８６枚を交付しており、利用率は７６％でござい

ます。また、令和５年度の年間利用者数は１７万４，３１７人であり、１１月から

１２月までの１カ月間、配管設備等改修工事により休館した影響もあり、前年比

５，４２０人の減少となっています。 

決算書９３ページに戻ります。下段から次ページにかけて、地域おこし協力隊設
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置事業では、観光掘りおこし隊員１名の報酬、共済費のほか、活動経費として４７

５万９，３３９円を執行しています。 

次に、緊急経済支援事業では、エネルギー価格高騰の影響に対する宿泊事業者へ

の利用促進支援の経費として４２０万円を執行しています。 

次ページにかけて、商工振興経費では、南空知４町で連携実施している消費生活

相談窓口業務など、関係団体への負担金のほか、空き店舗活用支援事業補助金とし

て２６８万８，５００円を執行しています。 

続きまして、２目ふるさと物産館管理費、支出済額１，５３４万４，５４３円。

不用額１０７万４，４５７円。ふるさと物産館管理経費では、施設の維持及び管理

運営に係る経費を執行しています。 

主要成果説明書１８ページ上段、ふるさと物産館管理事業をごらんください。施

設の利用者数ですが、全体では、６１，７５４人の利用であり、前年比５，７９６

人、１０．４％の増です。各区分の利用者は、前年より増加しており、特に一般来

館者は、４，６３４人の増加となっており、昨年オープンしたはれっぱの来場者が

立ち寄っていただいているものと考えております。以上で商工費の説明を終わりま

す。 

熊木委員長 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

西股委員  質問の事前取りまとめで出していなかったのですが、質問させてくだ

さい。まず一つが、資料１８ページのふるさと物産館管理の関係で、利用者の人数

はわかるのですが、特販所で売り上げがどのくらいあったのかと。それと、軽食コ

ーナーでもどのぐらいあって、これを差し引くと実際にはどうなんだろうかという

ものが見たいなと思ったのですが、そこをお願いします。 

それと、空き店舗活用支援の関係ですが、利用実績が２件ということで、これが

新規の部分ですが、これは現在も継続して経営されているのかどうか。それと、今

までの分でこれを活用した中で、状況としてどのようになっているのか。そのまま

継続されているところがあるかどうかという部分をお聞かせ願いたいと思います。 

熊木委員長  ２点についてお願いします。 

商工観光係長  特販所なんですけれども、売店の収入につきましては、令和５年

度の決算額は７１６万６，５４１円です。また、軽食コーナーの収入としましては

３１０万２，３７６円となっております。ただ、こちらにつきましては観光協会の

会計の中で決算となっております。以上です。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  空き店舗活用支援のほうなんですけれど

も、令和５年度につきましては、ミスターバナナと、ライブプロのＭＯＲＥになり

ます。現在も引き続き営業をしております。それと、今までの実績ということで、

事業開始年度が平成２９年なんですけれども、今まで１２店舗で利用がありまし

て、現在継続店舗が７店、閉店が５店というような実績になっております。以上で

す。 

西股委員  ちょっと聞き方がわるかったのですが、会議室の利用については有

償、無償の両方あるんですか。（はいの声） 

そうですよね。それは別個で入っているという考え方ですか。 
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商工観光係長  こちらの成果説明書における人数につきましては、会議室利用者

とはまた別にカウントしている人数となっております。こちらの特販所軽食コーナ

ーにつきまして、前年度に比べて増えてはいるんですけれども、やはり令和５年５

月にはれっぱがオープンした影響で、ビューローにも足を運んでいただいて、軽食

コーナー、特販所を利用していただいた結果だと思われます。また、会議室利用に

つきましては令和４年度の人数より大体３００名ほど増えているんですけれども、

こちらにつきましても、コロナが５類に移行したことにより対面での集まりが戻っ

たという結果だと思われます。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  質問の通告は出していなかったんですけれども、中央通り商店街につ

いて、昨年度というか、今年３月の定例会の時に私も一般質問したんですけれど

も、商店が相次いで閉店していると。それに対して何か町として処置できないのか

という話をさせていただきました。そんな中で、中央通り商店街の酒屋さんが閉店

したということで、それが発端となって質問したんですけれども、その時にも町と

しては、空き店舗補助金というのもあるでしょうし、また起業化支援補助金制度な

どもあるというようなことで、それでバックアップしていきたいという話もされて

いたのですが、さらに今年になってから、まさに今月ですけれども、老舗の飲食店

が閉めてしまったというようなことで、やはり中央通り商店街というのはうちの町

の商店街の顔でもありますし、そういったように相次いで大きな店が閉まるという

ことでは、結構町自体が寂れてしまうようなイメージを持たれてしまうと思うんで

す。なかなかそういう方面には町として直接手を出すことはできないかもしれませ

んけれども、ただ待っているだけではなくて、何らかの措置を講じることが必要で

はないかと。このままでいくと、さらにまた大きなお店が閉まるような、そんな噂

も聞こえてきますので、この中央通り商店街がやはり一番うちの商店の顔であると

いうことを認識する中で、今まで以上に力を入れていく必要があると思うのです

が、何か考えとしてはあるのでしょうか。 

産業振興課長  昨年の商店と、そして今回の飲食店という形になりました。現状

では、まず商工会の事務局側と、まずはその持ち主の状況を確認し、情報共有して

いるところです。現状商店さんの空き家の部分にも、誰か後に入る方だとかの情報

共有もするんですけれども、あわせて商工会側にも、国の活用できる助成金はない

かだとか、その業種にもよるものですから、当てはまるもの、当てはないものもあ

るかもしれませんけれども、まずはそこの部分で何か支援できることがあるかどう

かというところまでは、今お話の飲食店さんの部分についても同じくしています。

ただ、持ち主さんがどのような方に売買、または渡していくのかはわかりません

が、そこの部分は情報を抑えながら、支援できることは支援していくというような

状況でございます。以上です。 

石川委員  商工会と連携を取っていかれることは当然だと思うんですけれども、

何かしら、ただ来るのを待つのではなくて、誘致する形で足で働きかけるとか、そ

ういった行動を行政側としてどこまでできるのかはわかりませんけれども、そうい

ったこともすべきではないのかなと。飲食店があのような形になれば、例えば大き
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な居酒屋を入れるだとか、酒屋があのような形になれば、それなりの系列の絡みで

でも、商店を呼ぶとかに限らず、規模というのは全面的に打ち出して、やはり行政

でも売り込んでいく必要があるのではないかなという感じもするんですけれども、

その辺りは無理なんでしょうか。 

産業振興課長  まず、実際にその情報を商工会と共有している中で、そういう動

きをしていいかどうかということは聞いたことがあります。我々のほうで企業誘致

ではないですけれども、それを聞いた時には変に動かないでくれだとか、持ち主と

商工会の中で、もう多分不動産屋を通じてお話しされているだとか、その関係する

方とお話をされているかなということは聞いているので、その部分で委員の思うこ

とを町もしないのかというお気持ちは、十分我々も同じ気持ちではいます。今回の

飲食店の部分についても、現状そのような動きが今あるようなお話をされているよ

うな部分なので、私たちのほうで勝手にまた動いたことによって、またそこに御迷

惑をかける部分があったりすることも考えられますので、そこは持ち主と商工会の

状況の中で対応する形でしか今はないと思っています。以上です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

では、ほかに質疑はございませんか。 

総務課長  総務費の中で、デジタルサイネージの関係で湯本委員から質問があっ

たので、それを今答弁させてもらってよろしいですか。 

熊木委員長  では、デジタルサイネージについて先に答弁してもらってから、質

問などをお願いします。 

商工観光係長  デジタルサイネージの動画の更新について、昨日質問があったと

思われます。こちらの回答としましては、現在デジタルサイネージの動画は、はれ

っぱの３パターンの動画を繰り返し流している状況です。大体１年半ほど流れてい

る状況です。デジタルサイネージの設置目的が観光周遊ということでありますの

で、来年度以降になりますけれども、町内観光施設の動画作成費用の予算化を、こ

ちらで検討させていただきたいと思います。回答としては以上になります。 

熊木委員長  それについてはいかがですか。 

湯本委員  昨日、課が違うからどうだったかなと思うのですが、星委員のほうの

質問に答えた、今のプロモーションビデオの作成予定のことがあるんですが、それ

はそれ用につくってということではないですか。 

熊木委員長  プロモーションビデオを今検討すると言ったんじゃないですか。 

湯本委員  いや、一定期間というか、今はもう１年半も使っていますよね。それ

で、１年ごとに更新するとか、そういう更新の予定は決まってはいないんですか。

（はいの声） 

湯本委員  わかりました。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

高橋委員  ごめんなさい。昨日の湯本委員の質問の内容をもう一度教えていただ

けないでしょうか。回答と全然噛み合っていなかったので。 

総務課長  デジタルサイネージの更新期間があるのかという質問ですよね。動画

がデジタルサイネージで流れていると思うんですけれども、それが何カ月に１回と
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か、そういう更新期間があるのかという御質問でしたよね。 

湯本委員  そうです。１年以上流れているので、ただそれだけの話です。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 

では、ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。職員の入れ替えがありますので、暫時休憩といた

します。 

（午前１０時１２分） 

（午前１０時１６分） 

熊木委員長  それでは会議を再開いたします。 

審査順序の１０番目、第７款土木費について審査を行います。同時審査として、

機場施設管理費の説明についてもあわせてお願いします。 

都市整備課長  決算書９６ページをお開きください。決算書資料は１８ページか

ら２０ページになりますので、あわせてごらんください。 

７款１項１目土木総務費、支出済額６１万３，５６５円。土木積算システムなど

に係る経費の執行となっています。 

２項１目道路橋梁総務費、支出済額１７３万７，７００円。道路台帳修正に係る

経費、次ページかけまして道路、治水など関連７団体の負担金の執行となっていま

す。 

２目道路維持費、支出済額５億２，５５１万８０７円。町道管理経費は、町道及

び排水路の維持管理経費、道路・橋梁の長寿命化計画に基づく改修工事等に係る経

費として、修繕料、委託料、工事請負費、原材料費など３億４，１１５万９，２７

６円の執行となっています。決算書資料１８ページをごらんください。 

町道長寿命化改修のうち橋梁長寿命化修繕は、補修設計と補修工事をそれぞれ１

橋行っており、道路照明改修工事では、南幌町全域３９５基の道路照明をＬＥＤ化

しています。決算書にお戻りください。 

９８ページ下段、町道除排雪事業は、町道及び公共施設などの除排雪業務に係る

経費として、燃料費、修繕料、委託料など１億８，２７８万８，８８１円の執行と

なっています。令和５年度は、降雪量が過去１０年平均より２０ｃｍ以上多かった

こと及び集中的な積雪による排雪作業により、委託料は当初予算から約１，０００

万円の増額となりました。不用額は、除排雪事業の追加補正後の降雪量が少なかっ

たことによるものです。 

次に９９ページ中段、総合保安センター管理経費は、施設の維持管理に係る経費

として１５６万２，６５０円の執行となっています。 

３項１目都市計画総務費、支出済額６，２６６万４，６８８円。次ページにかけ

て、都市計画審議会運営経費及び関係団体の負担金、準工業用地等整備実施設計業

務の委託料、準工業用地等排水掘削・整地工事の工事請負費などの執行となってい

ます。 

２目公園費、支出済額１億５，５５２万５８１円。公園施設管理事業は、１０１

ページにかけて、公園及び緑地帯などの維持管理に係る経費などの委託料、中央公
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園の整備として、電気設備改修工事、トイレ改修工事などの工事請負費の執行とな

っています。決算書資料１９ページには、公園の利用状況等を記載していますの

で、参照してください。 

次に、１０１ページ下段、３目公共下水道費、支出済額６，８９４万円。下水道

事業特別会計繰出金です。後ほど特別会計決算にて説明いたします。次ページにま

いります。     

４目街路事業費、支出済額２５９万１，８０７円。街路事業経費は、街路灯の電

気料等の経費の執行となっています。 

４項１目住宅管理費、支出済額４，７７２万３，２３０円。建築事務経費は、建

築業務の設計積算に必要な経費として、２５万５，９８１円の執行となっていま

す。 

町公営住宅管理事業は、次ページにかけて町公営住宅の維持管理、夕張太公営住

宅改修実施設計の委託料、栄町公営住宅改修工事に要する経費として３，２８３万

７，１５１円の執行となっています。 

道公営住宅受託管理事業は、道営住宅の維持管理に係る、修繕料、委託料等に要

する経費として５２７万１，０９８円の執行となっています。決算書資料１９ペー

ジには、公営住宅管理事業として、町公営住宅、道公営住宅の管理内容、年度末の

入居状況などを記載しています。 

決算書資料２０ページ上段をごらんください。住宅リフォーム助成事業は、７８

０万９，０００円の執行となっています。住宅リフォーム助成事業は９年目となり

ますが、件数３４件、７８０万９千円を申請者に助成しています。 

次に、空き家対策事業は、空き家等解体助成金２件３０万円、中古住宅購入助成

金５件１２５万円を申請者に助成しています。以上で土木費の説明を終わります。 

引き続き、同時審査の機場施設管理費の説明をいたします。決算書８９ページ中

段をごらんください。 

５款１項４目機場施設管理費、支出済額１億６，３７２万９，２５６円。機場基

幹水利施設管理事業は、５つの排水機場、４つの揚水機場の維持管理及び機場の運

転に必要な経費として、電気料、点検整備に要する修繕料、委託料などの執行とな

っています。以上で説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

湯本委員  不勉強でちょっと教えていただきたいのですが、町道施設の長寿命化

改修ということで、長寿命化という言葉がつくんですけど、これは工事の仕方に何

か規格の変更があるのか、それとも耐用年数を想定よりも長く持たせるということ

での名称として使っておられるのか、内容を教えていただければと思います。 

熊木委員長  公園とか町道とか、全部含めてですか。 

湯本委員  そうです。長寿命化というふうに付いているので、何が違うのか。改

修工事とちょっと違うのかということです。 

土木係長  単純更新ではなくて、構造物や道路などを長く持たせるという意味合

いでの長寿命化になっております。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 
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ほかに質疑はございませんか。 

細川委員  成果説明書１９ページの、公園施設管理事業について質問したいと思

います。成果説明書に利用状況等を記載していただいているんですけれども、リバ

ーサイド公園のパークゴルフ場については、受付というか、管理棟みたいなものが

なくなって、遊友館で貸し出しやスコア表の配布などを行っていると思うんですけ

れども、令和５年度のパークゴルフ場の管理状況と利用者の状況はどうなっている

のか。また、令和６年に入って５年度以降何か変更した点があったかどうかを教え

ていただきたいと思います。 

土木係長  リバーサイド公園のパークゴルフ場についてですが、ピーク時に３万

６，０００人程度いた利用者が年々減少傾向にありまして、令和４年度時点では

２，２０８人となっていたところでございます。利用者減少に伴いまして、採算が

あわない状況が続いていたので、令和５年度より管理人を置かず、無料で開設をし

ております。令和５年度以降は無料で開設していることで利用者の数を数えてはい

ないんですけれども、パークゴルフを利用したいという問い合わせは今年も何度か

いただいておりまして、使いにくい等の苦情もございませんので、今の管理方法の

まま今後も続けていきたいと思っております。以上です。 

細川委員  ありがとうございます。受付もないので利用者の人数はわからないと

思うんですけれども、今のお話では特に支障なくやっているということで、今管理

の状態といったら草刈りと芝刈りくらいなんでしょうか。どの程度の管理をしてい

るのかを教えていただきたいと思います。 

土木係長  草刈りは無料になる前と同じレベルでずっと続けておりまして、管理

状況としては草刈りとスコアを配布することのみとなっております。 

細川委員  お話の内容は大体わかりました。あとは、草刈りのほかに芝刈りもあ

わせてやっているという形になるということで理解してよろしいですか。（はいの

声） 

わかりました。ありがとうございます。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  町道管理の関係でお話ししたいと思います。町道が町内あちこちに張

り巡らされていますけれども、きらら街道の中でちょうど道央圏連絡道路が交差す

る所がございます。場所的にいうと１２線と１３線のちょうど斜め道路の部分なん

ですけれども、あそこのトンネルといいますか、あの中が冬期間になると水が溜ま

って、それが凍ってアイスバーンになっているということで、走っていてもすごく

恐ろしいんだという方の声を聞きます。１人ではなくて複数の方から聞くんですけ

れども、あそこの排水対策はどのようにされているのかお伺いしたいと思います。 

土木係長  冬期間のそのような苦情は確かにいただいておりまして、注視しなが

ら凍った時点で塩化カリウムをまいたりして、溶かすような作業を行っている状態

でございます。ちょっと根本的な対策としては行ってはいないんですけれども、こ

れから検討していきたいと思っております。 

石川委員  実際に私も現場を見に行ったんですけれども、路肩のほうはいくらか

下がっていますよね。特に氷がつくのは南側のほうといいますか、南幌の市街から
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行くと江別に向かって左側のほうが凍っているような話なんですけれども、きらら

街道のほうはずっとＵ字溝の排水路がありますよね。ところがそこのトンネルには

全くなくて、途中でグレーチングみたいな感じで水が抜けるような仕掛けでもある

のかなと思ったら、全くそこにはもう排水が通っていないので、抜きようもないん

ですけれども、路肩がいくらかでも下がって水がそちらに寄っていくのはいいので

しょうが、砂や土だとか、ちょっと見た時にも結構路肩に土などが溜まっていて、

これが水が流れるのを阻害しているのかなという感じがします。そのトンネルの出

入口にＵ字溝の排水があるので、そこに水が素直に流れ出るような仕掛けが必要な

のではないかなという感じがするんです。道央圏連絡道路の工事で、きらら街道の

上を通る時には、そういう道路に対しての何かしらの施しはしていただけたのか、

全く現状のままでやって枠を組んでコンクリートを打ったような形になったのか、

その辺りも聞きたいんですけれども、そういった加工が必要ではないかと思うの

で、それをお願いできますでしょうか。 

都市整備課長補佐（土木担当）  今のトンネルのような構造の中の排水ですけれ

ども、石川委員が言われたように、まず道路のセンターから左右に水が流れる勾配

にはなっています。そのあと、道路の前後に勾配がついています。江別側から南幌

側には向かって水が流れる勾配ということで、一応中に水が溜まらない構造でつく

っています。この中については、あのトンネルのような建物というのは、側壁と屋

根だけではなくて、底盤も含めて一体の建物になっていますので、下の舗装のやり

直しまで含めて、国のほうで排水対策を考えてつくってくれたものになっていま

す。ただ、実態としては今言われたように、やはり水が抜けるのに少し時間がかか

ったりして、凍結していることが多いというのが実態ですので、先ほどもお答えし

ましたけれども、砂や融雪剤で対応していきたいというように思っています。以上

です。 

石川委員  特にコンクリートですかね。あそこに滑ってぶつかったりしたら大き

な事故になりますので、ぜひよろしくお願いします。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

佐藤委員  １点だけです。公園施設管理の、成果説明書の中に東町ポプラ伐採と

あるんですけれども、これはどのような理由で伐採されたのでしょうか。また、こ

の伐採は住民からの声があったのか、行政側から気づいてされたのか、そこの部分

を教えていただけますか。 

土木係長  １５線と８号の角にある大きいポプラ２本の伐採だったんですけれど

も、特に苦情があったわけではなく、行政側から現地を判断して、倒れた場合あそ

こに今家が建ち始めていましたので、家に影響を及ぼすということで切らせていた

だいたところです。以上です。 

佐藤委員  わかりました。以前も西町のポプラ並木を伐採して、景観が損なわれ

るという話も数年前にあったものですから、そういう部分で住民からの声だったの

かなと。また、南幌はポプラがある場所が結構あると思うんですけれども、今後気

になるような所は今のところはないんでしょうか。 

土木係長  ポプラ並木に関しては、こちらからの判断で切らせていただいたんで
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すけれども、西町や街路に関しましては、最初は我々が見てそろそろ切らなければ

いけないねという判断はしているんですけども、工事の時には住民の方にお伝えし

て、伐採するか剪定するかということを決めていただいている状態ではあります。

それで、今後やらなければいけない場所に関しましては、西町の９号に入って白樺

が結構生えているんですけれども、そちらも腐朽が著しくなってきているので、倒

れる前に切らなくてはいけないかなと思っているところです。あとは遊歩道のみど

り通りもなかなか倒木が多いので、そちらも今後検討していかなければいけないと

ころだと思っております。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

湯本委員  今の危険箇所に入っていなかったので、気になっている所があったの

で要望なんですけれど、この前旗の波をやりましたよね。あの時にもずっと見てい

たのですが、中央公園からビューローの通りとの交差点の、一番手前の所のポプラ

の木がかなり傾いているんです。根の張り方や枝の張り出し方を見ると、かなり危

険かなと。電線や車道のほうまでかなり出てしまうというような状況になっている

ので、そこについても検討というか、現地を見ていただいて判断をしていただけれ

ばと思います。 

熊木委員長  要望ですけれども、何かありますか。 

都市整備課長  この木につきましては、ちょうど先月の末でしたか、基本的には

国道の敷地に生えているというようなことで、千歳道路事務所のほうに電話いたし

ました。かなり斜めになっていますということで、今後倒れると電線だとか店舗の

ほうにも影響が出るのではないかというようなことでお話しをさせていただいて、

近々まだ日程は決まっていませんけれども、現地で確認をさせていただきますとい

うことになっています。一部切るのか、全部倒すのかだとか、どのようにやってい

くのかというのは今後決めていきますけれども、私たちもその辺を認識させていた

だいておりますので、今後対応していきたいと考えています。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

では、ないようですので質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

質疑を終了いたします。では、ここで１０時５０分まで休憩を取ります。 

（午前１０時３３分） 

（午前１０時４８分） 

 

熊木委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序の１１番目、下水道事業特別会計について審査を行います。同時審査と

して、合併浄化槽整備事業費、上水道費の説明についてもあわせてお願いいたしま

す。 

都市整備課長  それでは、下水道事業特別会計歳入歳出決算の説明をいたしま

す。本年４月から公営企業会計に移行したため、令和５年度決算については、３月

打ち切り決算となりますのでよろしくお願いいたします。それでは、歳入の説明を

いたします。決算書１５５ページをごらんください。 

１款１項１目下水道事業負担金、収入済額３８６万５，９８５円。１節受益者負
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担金、収入金はありません。２節管理費負担金、収入済額３８６万５，９８５円。

北海道住宅供給公社からの江別市に対する起債償還負担金です。 

２款１項１目下水道使用料、収入済額９，３９３万３４７円。１節現年度分使用

料、収入済額、９，３４１万８，４４０円。収入未済額、１，３９２万４，０３６

円です。 

この収入未済額については、３月打ち切り決算の関係により２月及び３月使用分と

通年の未納分となります。収納率は、現年度分８７．０％となります。２節滞納繰

越分、収入済額５１万１，９０７円。不能欠損額１６４，５１８円。収入未済額１

８万７，１９４円です。収納率は５９．２％で、前年比０．６％の減となっていま

す。 

３款１項１目下水道事業費国庫補助金、収入済額２，１３５万円。社会資本整備

総合交付金で、準工業用地整備事業実施設計及び公共下水道事業計画変更業務に対

する補助金です。 

４款１項１目一般会計繰入金、収入済額６，８９４万円。一般会計より管理費・

建設費・公債費の不足分として繰り入れられたものです。 

次に１５６ページ、５款１項１目繰越金、収入済額５３３万７，１０４円。前年

度決算により繰り越したものです。 

６款１項１目延滞金、収入金はありません。 

２項１目雑入、収入金はありません。 

７款１項１目下水道事業債、収入済額１億２６７０万円。江別市の南幌関連事業

の負担額及び準工業用地等整備事業実施設計並びに、公営企業会計移行に係る経費

を起債により借り入れたものです。 

以上、歳入合計予算現額３億４，５１７万円、調定額３億４，３０９万９，１８

４円、収入済額３億２，０１２万３，４３６円、不能欠損額１６万４，５１８円、

収入未済額２，２８１万１，２３０円でございます。 

次に歳出の説明をいたします。１５７ページをごらんください。 

１款１項１目総務費、支出済額２万８，７００円。日本下水道協会の負担金の執

行となっています。 

２目管理費、支出済額９，５４５万１５０円。１５７ページから１５９ページに

なりますが、管理費では、管理業務職員の給与、ポンプ場及び下水道施設の維持管

理に係る経費、江別市に対する汚水処理に要する施設維持管理負担金、施設整備に

借入した起債償還負担金及び消費税等の執行となっています。 

次に１５９ページ中段、３目建設費、支出済額１億９８９万５，９７４円。公共

桝設置に係る工事請負費、江別市において本町が関係します、汚水処理施設の改修

に係る工事負担金などの執行となっています。 

２款１項１目公債費、元金、支出済額５，０６８万１，３８０円。 

２目利子、支出済額４８８万８，５７３円。下水道事業の整備に要した費用の一

部について、起債の借入を行いました下水道事業債などの償還費の執行となってい

ます。 

以上、歳出合計、予算現額３億４，５１７万円、支出済額２億６，０９４万４，
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７７７円、不用額８，４２２万５，２２３円でございます。次に、１６０ページを

ごらんください。 

実質収支に関する調書の説明をいたします。 

歳入総額３億２，０１２万３，４３６円、歳出総額２億６，０９４万４，７７７

円、歳入歳出差引額５，９１７万８，６５９円。翌年度へ繰り越すべき財源がない

ことから、実質収支額は、５，９１７万８，６５９円となります。 

続いて、決算書資料２９ページをごらんください。公共下水道事業特別会計にお

ける下水道普及率を記載しており、水洗化率は９９．８０％となっています。 

続きまして、決算書資料５４ページをごらんください。下水道事業特別会計で

は、下水道事業債で１億２，４４０万円、公営企業会計適用債で２３０万円の借り

入れを行い、年次償還を行っており、状況は記載のとおりでございます。 

 次に１５４ページをごらんください。ただいま説明いたしました、令和５年度下

水道事業特別会計決算についての説明書きとなります。朗読いたします。歳入歳出

差引残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の

規定による特別会計へ引き継いだ。また、収入未済額及び不用額は、同法の適用に

伴う打切決算による令和５年度に属する未収金及び未払金を含んでいる。なお、未

収金及び未払金を加味した実質歳入歳出差引額は、３６３万２，４１９円である。

未収金２，２８１万１，２３０円。未払金７，８３５万７，４７０円。以上で、下

水道事業特別会計決算の説明を終わります。 

次に、同時審査の合併処理浄化槽整備事業費、及び上水道費の説明をいたしま

す。 

決算書８１ページをごらんください。 

４款２項３目合併処理浄化槽整備事業費、支出済額４１１万２，０００円。合併

処理浄化槽設置補助金で、設置戸数は１０戸でございます。設置戸数の内訳は、決

算書資料１４ページに記載してございますので、ご参照ください。続いて８１ペー

ジ中段をごらんください。        

３項１目上水道施設費、支出済額４，８７７万２，２８５円。１８節負担金補助

及び交付金、支出済額４，８７７万２，２８５円は、第１浄水場及び第２浄水場の

施設改修事業に係る起債負担金、企業長の給与費の一部を負担する運営負担金で

す。以上で説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

家塚委員  ちょっと頭出しはしていなかったんですけれども、成果説明書の２９

ページの下水道事業特別会計の部分で、水洗化の関係です。処理区域内の戸数２，

８８３戸で、水洗化便所設置戸数が２，８７７戸ということで、この差し引きの６

戸はまだ未設置ということだろうと思うんですけれども、本来１００％に近づける

よう町としてお願いをするのですが、この辺の勧奨をどのような形でやっているの

かお聞きしたいと思います。 

都市整備課長補佐（都市施設担当）  未水洗化の関係ですが、主に８号沿いです

ね。３３７号沿いの街道沿いの裏手あたりで未水洗化が残っている状況になってい

ます。４、５年くらい前にはもう少しありまして、あそこの交差点の所の家とか
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も、元は未水洗化だったのですがやっていただいたという形で、徐々には解消され

てはいます。しかし老朽化も進んでいるし、資金的にも厳しいのでなかなかできな

いという方が今もまだ残っているという形になっていまして、私たちとしても、委

員おっしゃるように処理区域内１００％の水洗化を目指すという形で、何とかお願

いできないでしょうかという形では啓蒙活動のような形でやらせていただいてはい

るのですが、なかなか１００％までは、それぞれの家庭の事情もあったりして難し

いというような形になっている状況ですけれども、今後に向けても１年に１回程度

はお声かけさせていただくような形を取りまして、１００％の水洗化に向けてやっ

ていきたいというように思っているところです。以上です。 

家塚委員  水洗化するということになるとかなり費用もかかるので、当然老朽化

した住宅にそこまで投資できるかという部分はあるのですが、やはり町の姿勢とし

て、そういう１００％に向けてお話をさせていただいて、継続的にやっていくこと

がやはり必要かなと思うので、その辺は要望としてお願いします。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  決算書の８１ページ、合併処理浄化槽の関係でお伺いいたします。今

の質問とも関連しているんですけれども、合併処理浄化槽の場合には年１回検査を

受けなければいけません。検査料が８，０００円かかるんですけれども、それは設

置数に応じてみんな受けていればいいんですけれども、受けていない方も結構いる

という話を聞きますので、今の段階ではどのくらいの割合でおられるのか押さえて

おりますでしょうか。また、検査を受けない方に対して、一応ちゃんとしなければ

いけないというように法律で決められているものなので、何かしら今と同じように

勧奨されているのかお伺いいたします。 

都市施設係主査  水検査に関しては、受けない人が３０件ほどになっておりま

す。 

石川委員  割合としてどのくらいなんでしょうか。 

都市施設係主査  割合としては、１１％ほどです。 

熊木委員長  それに対する指導については、いかがですか。 

都市整備課長補佐（都市施設担当） この未受検者に対しては、受検の啓蒙指導と

いうことで、昨年はちょっと出していなかったかもしれないのですが、その前まで

は未受検者ということで、浄化槽協会のほうからこの方が拒否ですというような名

簿が来ます。その方々に対して、浄化槽の法定検査のあり方というものをつくりま

して、通常の設置した時の７条検査、１年に１回の１１条検査、あとは設置者が管

理者と結ぶ管理に関わる検査というものがあるものですから、管理業者とやる検査

と法定検査は違いますということをよくわかるような形で、啓蒙活動というか、指

導はさせていただいているのですが、やってくれる方もいますが、なかなかやって

いただけないという方もいらっしゃるというのが事実になっているので、毎年そう

いう形の報告は浄化槽協会から上がってくるものですから、しっかり指導をしてい

きたいというように思っています。以上です。 

石川委員  今おっしゃるとおり、私も合併浄化槽を利用している立場ですので、

最初の頃は本当に何でこんなことをする必要があるのかなという感じがしたのです
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が、それを客観的に見る立場としては浄化槽協会があるという、その現状はいろい

ろあるんでしょうと思います。それはよしとしましても、あくまで法律ですのでそ

れにのっとった形で進めていかなければいけないので、なかなか強く言えないとこ

ろはあるんでしょうし、大変かもしれませんけれども、職員の方のほうで指導する

ようにお願いしたいと思います。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

では、ないようですので質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

それでは次に、審査順序の１２番目、農業集落排水事業特別会計について審議を

行います。説明をお願いいたします。 

都市整備課長  農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。下

水道事業特別会計と同様に本年４月から公営企業会計に移行したため、令和５年度

決算については、３月打ち切り決算となりますのでよろしくお願いします。歳入の

説明をいたします。決算書１６５ページをごらんください。  

１款１項１目農業集落排水事業分担金、収入金はありません。 

２款１項１目下水道使用料、収入済額５３７万５，９０１円。１節現年度分使用

料、収入済額５３５万１，７２２円。収入未済額７２万８，４４５円です。この収

入未済額については、３月打ち切り決算の関係により２月及び３月使用分と通年の

未納分となります。収納率は、現年度分８８．０％となります。２節滞納繰越分、

収入済額 ２万４，１７９円。収入未済額はありません。収納率は、滞納繰越分１

００％で対前年度比と同率となっています。 

３款１項１目一般会計繰入金、収入済額４５２万７，０００円。一般会計より管

理費・建設費・公債費の不足分として繰り入れられたものです。 

４款１項１目繰越金、収入済額７０万５，９４１円。前年度決算により繰り越し

たものです。 

５款１項１目延滞金の収入金はありません。次ページにまいります。 

６款１項１目下水道事業債、収入済額２００万円。公営企業会計移行に係る経費

を起債により借り入れたものです。 

以上、歳入合計、予算現額１，３７２万９，０００円、調定額１，３３３万７，

２８７円、収入済額１，２６０万８，８４２円、収入未済額７２万８，４４５円で

ございます。 

次に、歳出の説明をいたします。１６７ページをごらんください。 

１款１項１目管理費、支出済額６２４万８，０５６円。管理費では、浄化センタ

ー及び下水道施設の維持管理に係る経費などの執行となっています。 

２款１項１目元金、支出済額１０２万３，８８８円。 

２目利子、支出済額１４万１，９６５円。農業集落排水事業の整備に要しました

費用の一部について、起債の借入を行いました下水道事業債などの償還費の執行と

なっています。  

以上、歳出合計、予算現額１，３７２万９，０００円、支出済額７４１万３，９

０９円、不用額６３１万５，０９１円でございます。 
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次に、１６９ページ、実質収支に関する調書の説明をいたします。 

歳入総額１，２６０万８，８４２円、歳出総額７４１万３，９０９円、歳入歳出

差引額５１９万４，９３３円、翌年度へ繰り越すべき財源がないことから、実質収

支額は５１９万４，９３３円となります。 

続いて、決算書資料２９ページをごらん下さい。農業集落排水事業特別会計にお

ける、下水道普及率を記載しており、水洗化率は９８．５３％となっています。 

次に、決算書資料５４ページをごらんください。農業集落排水事業特別会計で

は、公営企業会計適用債で２００万円の借り入れを行い、下水道事業債の年次償還

を行っており、状況は記載のとおりでございます。     

次に、１６４ページをごらんください。ただいま説明いたしました、令和５年度

農業集落排水事業特別会計決算についての説明書きとなります。朗読いたします。

歳入歳出差引残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴

い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。また、収入未済額及び不用額は、同

法の適用に伴う打切決算による令和５年度に属する未収金及び未払金を含んでい

る。なお、未収金及び未払金を加味した実質歳入歳出差引額は６２万５，９２２円

である。未収金７２万８，４４５円、未払金５２９万７，４５６円。以上で、農業

集落排水事業特別会計決算の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。これで午前中の部分が終わりましたので、午後１

時まで休憩といたします。 

（午前１１時１３分） 

（午後 ０時５７分） 

 

熊木委員長  休憩を閉じ、会議を再開します。 

審査順序の１３番目、９款教育費について審査を行います。同時審査として、農

村環境改善センター管理費の説明についてもあわせてお願いいたします。説明をお

願いします。 

生涯学習課長  それでは、教育費について説明いたします。決算書は１０４ペー

ジ下段です。主要施策の成果説明書は２０ページからとなりますので、あわせてご

らん 

ください。 

９款１項１目教育委員会費、支出済額１９６万３，０６２円。ここでは、教育委

員会運営経費として、教育委員４名分の報酬、旅費、負担金などの経費を執行して

います。 

次に１０５ページ、２目事務局費、支出済額８５万５，８２５円。ここでは、学

校運営協議会委員などの報酬、旅費のほか、教育委員会事務局に係る経費を執行し

ています。 

次に、３目教育振興費、支出済額５，５６４万３，２２２円。ここでは、外国語

指導助手招致事業、特別支援教育推進事業、高等学校等通学費補助事業など教育振
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興に係る経費を執行しています。 

成果説明書２１ページをごらんください。中学生国際留学プログラム事業につき

ましては、新型コロナウイルス感染症により令和２年度から中止や縮小した中で実

施しておりましたが、令和５年度よりコロナ禍前の開催方法に戻し、オーストラリ

アへ１０日間、生徒を１０名派遣しております。 

次に、英語検定料助成事業につきましては、英語力、学習意欲の向上を図るため

実施し、小学生６名、中学生３１名分を助成しております。決算書１１０ページに

お戻りください。 

４目教育財産管理費、支出済額３９６万７５２円。ここでは、教職員住宅など教

育財産の維持管理に係る経費を執行しています。 

次に１１１ページ、５目通学バス運営費、支出済額１，９０３万８，４２３円。

ここでは、通学バス運営事業としてスクールバス３台分の運行経費を執行していま

す。 

 次に、２項１目学校管理費、支出済額３，０６３万３，３４６円。ここでは、小

学校の学校運営及び校舎管理に係る経費を執行しています。 

次に１１３ページ、２目教育振興費、支出済額１，０９２万９，１６５円。ここ

では、小学校の総合的な学習事業、教育コンピュータ施設整備事業、教育振興経費

として要保護及び準要保護児童の就学援助に係る経費などを執行しています。 

次に１１５ページ、３項１目学校管理費、支出済額２億１，４７２万７，９１６

円。ここでは、中学校の学校運営及び校舎管理に係る経費を執行しています。１１

６ページ下段の、１４節工事請負費において、中学校体育館改修工事に係る経費を

執行しております。 

次に１１７ページ、２目教育振興費、支出済額１，３５７万８，２４２円。ここ

では、中学校の総合的な学習事業、教育コンピュータ施設整備事業、教育振興経費

として要保護及び準要保護生徒の就学援助に係る経費などを執行しています。 

次に１１８ページ、４項１目社会教育総務費、支出済額４８万１，９６８円。こ

こでは、社会教育審議会委員１２名の報酬、旅費のほか、社会教育総務全般に係る

経費を執行しています。 

次に１１９ページ、２目社会教育振興費、支出済額５６８万１，５６７円。ここ

では、社会教育振興事業として、さわやかカレッジ、ふるさと南幌みらい塾、二十

歳を祝う会などの運営に係る経費のほか、青年団体協議会などの社会教育関係団体

への支援、青少年健全育成事業として、放課後子ども教室、プロフェッショナル講

演会などに係る経費を執行しています。 

次に１２０ページ、３目子ども未来費、支出済額０円。ここでは、家庭教育支援

事業として、親学講座などに係る経費を計上しておりますが、令和５年度は空知教

育局の職員を講師に招いたことから講師謝礼などの経費は発生しておりません。 

４目文化振興費、支出済額１３６万３，６９９円。ここでは、芸術・文化推進事

業として、芸術鑑賞会や書初め大会の開催のほか文化協会に対する支援、読書活動

推進事業として、読み聞かせ業務の委託に係る経費を執行しています。 

次に１２１ページ、５目社会教育施設費、支出済額２１８万３６０円。ここで
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は、社会教育施設管理経費として、三重レークハウスの管理経費を執行していま

す。 

６目生涯学習センター管理費、支出済額３，９６８万８，００２円。ここでは、

生涯学習センター運営に係る経費を執行しています。１２３ページ下段の１４節工

事請負費において、多目的ホール改修工事に係る経費を執行しております。 

次に１２４ページ、５項１目保健体育総務費、支出済額６８９万２，３２４円。

ここでは、スポーツ推進委員８名に対する報酬、旅費やスポーツ教室の運営に係る

経費、スポ－ツ少年団などの社会体育関係団体に対する支援に係る経費のほか、ス

ポ－ツ振興に係る経費を執行しています。 

次に１２５ページ、２目スポーツセンター管理費、支出済額２億１，０２６万

４，５８５円。ここでは、町民プ－ルを含むスポーツセンターの維持管理に係る経

費を執行しています。１２７ページ上段、１４節工事請負費において、スポーツセ

ンター改修工事に係る経費を執行しております。 

３目給食センター運営費、支出済額９，９１１万５，９０７円。ここでは、給食

センターの管理運営及び給食賄材料などに係る経費を執行しています。以上で教育

費の説明を終わります。 

引き続き、同時審査、農村環境改善センター管理費をご説明します。決算書９０

ページをごらんください。 

５款１項５目農村環境改善センター管理費、支出済額１，８５１万２，４６３

円。ここでは、改善センターの維持管理係る経費を執行しています。以上で、教育

委員会関係の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

星委員  まず１点目なんですけども、公設学習塾の小学生と中学生の参加人数に

ついて、全校生徒、その学年の生徒数に対して参加の割合がどのくらいなのか。そ

して登録されている人数に対して出席率がどのくらいなのかを教えてください。 

２点目は、ＩＣＴ活用事業に関連して、タブレットについてです。だんだん故障と

か、例えば携帯電話もそうなんですけど、充電の減りが早くなってきたとか、そうい

うものが見受けられてきているのかどうかを教えてください。 

３点目が、あそびの達人教室の中に学習支援と入っていたんですけれども、学習支

援と公設学習塾と、同じようなことが被ってしまっているのではないかなということ

でお伺いしたいです。以上です。 

熊木委員長  ３点についてお願いします。 

学校教育係長  まず、星委員の１点目の質問にお答えいたします。公設学習塾の

申込み割合についてですけれども、まず、小学校４年生から６年生までが対象にな

っています。小学校４年生につきましては、対象者５３名に対しまして申込者１４

名、申込割合は２６．４％となっております。小学校５年生につきましては、対象

者４０名に対して申込者１０名、割合は２５％となっております。小学校６年生に

つきましては、対象者４８名に対し申込者１０名、割合は２４．３％になっていま

す。引き続きまして出席率なんですけれども、小学校４年生は算数、英語とそれぞ

れありますが、算数につきましては７１．９％、英語６８．２％、小学校５年生は
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算数５８．６％、英語６４％、小学校６年生は算数７４．８％、英語７２．５％と

なっております。以上です。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  ２点目の、ＩＣＴのタブレットの故障状況

についてお答えいたします。現在、令和２年度末からＧＩＧＡスクール構想といい

まして、それぞれタブレット端末を購入しています。現在のところ、故障に関して

は２６台故障しています。その中で、主な故障の内容は液晶の破損や、キーボード

の一部が欠けたというような内容となっています。充電に関しては、まだ減りが速

いとか、そういう状況があるというような学校からの報告は受けていないものです

から、現在のところ充電の減りが早いというような状況はないと考えます。以上で

す。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  あそびの達人教室と公設学習塾の、学習支

援の重複についてのお尋ねだと思います。あそびの達人教室は、児童の放課後の居

場所づくり、その中で様々な体験活動を行うということを主な目的に実施しており

ます。その中で、学習支援という部分で申し上げますと、平日の通常教室であれ

ば、１年生だけなんですけれども、ほかの学年よりも早く終わるものですから、そ

の中で３０分程度学校の宿題を一緒にやったり、ドリルをやったりということで行

っております。また、夏休み・冬休みの特別教室のほうでは、出だしの４５分から

１時間くらいで長期休業中の宿題やドリルなどを、北海道文教大学の学生の協力も

得ながら行っております。あそびの達人教室における学習支援というのは、生活習

慣ですとか学習の習慣をつけようということが主な目的でありまして、テストの問

題を解くということよりは、学ぶことや考えることの楽しさを町民の方々のサポー

トも借りながら実施していくという部分で、大きな重複はしていないというのがこ

ちらの認識でございます。以上です。 

星委員  あそびの達人教室に関しては理解いたしました。 

あとは公設塾の関係ですが、参加の割合が２５％前後を推移しているということで、

目標をもう少し、あそびの達人でも学習支援をして学ぶことを、今度は公設学習塾の

ほうに向けていくような工夫といいますか、その辺の対策はしているのかだとか、割

合を２５％から上げるような工夫や対策はしているのかということをお聞きします。 

それともう１点、タブレットの件なんですけれども、タブレットも大体使用年数と

いうものがあると思うのですが、今後４年目、５年目に入ってきて、１台のタブレッ

トを何年間で使っていくだとか、その辺の計画は持ってやっているのかお聞きします。 

学校教育係長  星委員の質問に対してなんですけれども、目標に対しての対策に

ついて、まず小学校につきましては、令和４年度までは数学のみを行っていまし

て、６年生のみ英語を試行的に行っていました。５年度からは４年生も５年生も対

象として、算数と英語をそれぞれ行ったというところです。ただ、目標の大体３

０％には達していないところはあるんですけれども、中学生に関しては、まず授業

の内容として、定期テストや学力テストの直前に塾のほうで対策の指導をしている

だとか、あとは学校の授業の進捗にあわせて学習計画を微調整しながら授業を行っ

ていただいているというところで、参加者の満足度は令和５年度につきましては得

られているかと考えています。なので、今後また事業の内容などを先生のほうから
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聞き取りを行いながら、生徒からどのような学習をしたいかなどアンケートを取ら

せていただいて、広報等で何回かにわたり周知を行って、参加者を募っていきたい

と考えています。以上です。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  ＩＣＴの今後の更新計画ということでお答

えします。今、国の施策としてＧＩＧＡスクールの構想第２期を迎えているところ

で、１人１台端末を計画的に更新を図っていきなさいということで、国からおりて

きています。その中で、効率的に執行を図るという観点から、端末本体の導入に関

しましては、都道府県単位で共同調達というものを行い、その中で令和６年度から

１０年度にかけて国のほうで補助しますということで、今計画を立てているところ

です。その中で、令和６年度に調達する市町村に関しましては、もう既に本年度か

ら共同調達会議というものを都道府県単位で行っており、調達に向けて計画を進め

ています。本町に関しては、今のところクロームブックの不具合等がないものです

から、ただ、使用頻度にもよるんですけれども、耐用年数が４年から５年程度とい

うようにいわれておりますので、来年度更新になるのか、再来年度になるのかとい

うところは今検討している段階なのですが、一応国の補助対象となる令和１０年度

までを更新の時期として検討しているところです。以上です。 

星委員  ありがとうございます。タブレットの件は理解いたしました。やはり壊

れる前に更新していくことも大事ですし、国とか都道府県単位ということもわかり

ましたので、学習に支障がないような形で計画的に更新していただきたいと思いま

す。 

あとは学習塾の件も、学校と連携を取りながら、うまく子どもの学習の進捗具合と

その結果がうまく結びついて、学習を重ねたことに子どもが自信を持てて、学力もそ

うですけれど、学ぶ楽しさも感じてほしいなと思いますので、連携を図りながらお願

いしたいと思います。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

佐藤委員  学習生涯学習センター管理運営の中の図書に関してなんですけれど

も、児童・一般ともに利用者数、また貸出冊数は増加しているのか、減少している

のか。また、それに対しての要因も教えてください。 

それと、図書購入費の中で電子図書の協議はされたことがあるのか。また今後の

考え方も教えてください。 

また、この中でＡＶ資料３点とあって、これはＤＶＤのことなんですけれども、

これに対する利用状況も教えていただきたいと思います。以上です。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  図書の利用状況についてまずお答えをいた

します。図書室の利用者数をごらんいただきたいと思うのですが、１万２，８８３

名ということで、令和４年度に比べて２，６００名増えております。こちらの精密

な要因というのはなかなか分析が難しいところではありますが、コロナが明けて外

出が通常の生活の中でできてきたということと、あとは毎月広報のほうで図書のお

知らせもしておりますし、図書のイベントも開催しておりますので、そちらの部分

でそういったことをきっかけに図書室に来場していただく方が通常に戻ってきたと

いう言い方がよろしいのでしょうか。大きな何かこういったことがあって増減して
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いるというところではなく、通常の利用の中でこの数字になっているのかなという

ように認識をしております。 
続きまして、電子図書の購入についてなんですけれども、近隣の状況などを調査し

ながら導入について考えているところではありますが、いろいろな方式がありまして、

基本的にはライセンスというものを電子図書の部分で買うのですが、どなたかがレン

タルされている間は、ほかのユーザーさんは見ることができないパターンが公設の図

書室では多いです。また、紙書籍の２倍から３倍くらいライセンス費用がかかるとい

うようなこともあります。また、ウェブ環境が整っていないと閲覧できないといった

部分もございます。ただ、タブレットで文字が拡大できたり、文字の読み上げ機能が

あったりということで、障がいを持っていらっしゃる方には優しいつくりだというこ

とも理解しておりますので、図書全体の動向を注視しながら検討を続けていきたいと

いうことでございます。ただ、今のところそういった状況の中で、具体的な導入をす

るといったことは考えていないというのが現状でございます。 

最後に、ＡＶ資料の利用状況でございますが、御指摘のとおり令和５年度は３枚Ａ

Ｖ資料を購入しております。利用の状況についてなんですけれども、令和５年度はＡ

Ｖ資料全体で９７件の利用がございました。令和４年度が５０件ということで増加傾

向にはありますが、こちらのほうは図書室を楽しんでもらう一つの方法として提供し

ているもので、特段図書室にＡＶ資料を置いていますよといったことでＰＲをすると

いうところまでは至っていないのが現状です。あくまでも絵本を読みながら、本を読

みながら楽しむその一つの手段としてＡＶ資料もあるというようなことで管理をし

ているところでございます。というのも、ＡＶ資料は著作権がございまして、そのラ

イセンスの買い取りが非常に高額になります。一般的には３，０００円で売っている

ＤＶＤが、１万円から１万５，０００円くらい費用がかかってしまいます。それらの

要因から、大量のＡＶ資料を揃えることが現実的には難しいといったところもござい

ます。ただ、その予算の中でＡＶ資料も一般書も児童書も購入をしていくというよう

なことで、担当のほうでは検討し進めているところでございます。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。まず、利用者が増えているということは大変

喜ばしいことだと思います。その中で、やはり子育て世代の方たちが増えたという

ことで、小さなお子さんたちが結構利用して、増えてきたんだなあというのも目に

しております。そういう部分で、今までも図書の購入に関しては選定委員の人たち

が一生懸命選定していただいて頑張っているわけですけれども、特に児童書の充実

に力を入れていただいて、子育ての町として、子どもたちが本とともに豊かに成長

していただけるように、児童書の充実をお願いしたいと思います。これは要望で

す。 

２点目なんですけれども、なかなか電子書籍の導入といいましてもいろんなくくり

があって、今のお話のとおり大変かと思います。お隣の栗山町はもう電子図書を導入

しているわけですけれども、なかなか図書室というくくりの中では大変な部分もある

かもしれませんが、やはり先ほどタブレットの話もありましたけれども、今の子ども

たちはデジタルから導入していくということにすごく参加しやすい状態にあると思

うんですよね。読書離れが進んでいる昨今ですので、今のところ検討していないとい
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うことですけれども、再度考えていただくようにお願いしたいと思います。これも要

望です。 

それと、ＡＶの利用状況なんですけれども、私もどういうものがあるのかなと思っ

て見たことがあります。それで、借りていきたいなと思っても、図書室の施設内でな

いと貸し出しはしていないというお話でした。やはりそれだけ高額なものですから、

途中でなくなったりしても困るからそういう形なんだろうとは思ったんですけれど

も、せっかくその金額で購入しているのであれば、何か対策を考えて、自宅で見られ

るようにするだとか、ただこういうものがあるんですよというだけではなくて、やは

り効果的に活用していただきたいなと思うんですね。そういう部分で、やはり貸し出

しという形は大変厳しいという考え方なんでしょうか。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  ＡＶ資料の貸し出しの検討ということでご

ざいますが、今お話いただいたとおり、補償費や権利の買い取りも含んだ額で、１

枚当たり１万円以上のものを貸し出すということで、万が一紛失や破損などがあっ

た場合には、ご利用者様にご負担をいただくという形に結果的になってしまうもの

ですから、こちらのほうでは貸し出し不可というような形で対応しておりました。

また、先ほども申し上げましたが、まずは図書室に来ていただいて、いろんな児童

書や一般書を選んでいただく時間を楽しんでいただきたいということがまず最初の

目的で、その方法の一つとして子どもと一緒にアニメを見て、映画を見て、図書室

の時間を楽しんでもらいたいということがＡＶ資料を置いている主な理由なもので

すから、重複した説明になるのですが、ＡＶ資料が高額であるということ、あとは

紛失・破損の危険性といったことを踏まえて、今のところ貸し出しは考えていない

ところでございます。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

家塚委員  先ほどの星委員の質問と少し重複する部分があるのですが、主要成果

説明書の２１ページ、公設学習塾の関係です。先ほど割合だとか出席率を答弁いた

だいたのですが、５年当初見込み、どのくらいの目標を小・中学校で持っていたの

か。また、それに対して実績がどうだったのか、その辺の評価をお願いしたいと思

います。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  公設学習塾の令和５年度の見込み人数で

す。公設学習塾を開催するに当たって、１学年１５人程度を目途として公設学習塾

を開設するということで見込んでいます。そのため、令和５年度につきましても１

５名程度ということで予定をしていたところです。しかし、登録者数、申し込みの

状況によりますと、やはり小学生は１５名には満たなくても１０名以上となってい

ますが、中学校に関してはやはり登録者数が少ないものですから、見込みより低い

という状況になっています。この中で、令和５年度に子どもたちにどういった内容

の学習を進めていけばいいのかというようなところで、実は中学１年生・２年生を

対象に、昨年度はアンケート調査をしたところです。そのアンケート調査の結果で

は、やはり公立学校受験の対策、または総合Ａ・Ｂ・Ｃといった問題の対策といっ

たところをやってほしいというような要望が出ていたところです。今年度において

は、こちらの中学生の意見を踏まえながら、夏休み・冬休みの特別学習の時期も設
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けていますので、公設学習塾を開設していきたいのと、また先ほどの内容とも重複

するのですが、やはり保護者の御理解といいますか、公設学習塾で今どういうこと

をやっているのかというところを理解していただくということも必要だと考えてい

ますので、公設学習塾で現在こういうことをやっているよということで、こまめに

広報等で周知しながら保護者の理解も得て、保護者から子どもに公設学習塾に行き

なさいというような呼びかけをしていただくような取組を行おうと考えています。

以上です。 

家塚委員  わかりました。それで、令和４年度の事務事業評価シートを見ると、

５年度の取組ですが、出席状況において差異があり、傾向として高学年になるにつ

れて出席率が低いことから、塾の満足度が高まるような個別の配慮した指導が必要

と考えているとあります。それで、それを５年度に展開をしようという原課の考え

方で、この辺はどう捉えたらいいか伺います。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  児童生徒の満足度についてお答えさせてい

ただきます。昨年度につきましては、実はぽろろで中学生の公設学習塾を開催した

ところです。通常は学校で開催するのですが、令和５年度につきましてはぽろろで

行ったということもありまして、実は私のほうで何回か顔を出して見させていただ

いていました。その中で、少人数ながらもマンツーマンで子どもたちに教えている

様子だとか、例えば生徒が３人しかいなくても、必ずチューターの先生も同じ部屋

に入りまして、先生なら２人、生徒なら３人ということで学習していたところで

す。その中で、満足度でいいますと、やはりわからないところを個別に指導できる

というのがすごくいい点だなというように私は感じております。その中で、出席率

のほうがやはり高めといいますか、小学生よりは低いんですけれども、出席率が上

がっているということは、それだけ参加している子どもにとって満足度が得られて

いると感じておりますので、今後につきましてはもっと広く周知をかけて児童生徒

に参加していただくような対策を取っていきたいなと考えているところです。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。 

西股委員  給食費の関係だったんですけれども、昨年食材費等が高騰していると

いう部分で、こちらのほうにも高騰対策ということで９１万円ほど出しているので

すが、給食費自体はこの金額だけで賄い切れたのかなと。そこらの部分と、今年も

また上がってきているという部分があったり、来年に目がけてもかなり上がるとい

うようなものが見えてきているのですが、給食費の扱いをどのように最終的に考え

ていくかという部分について、考え方を教えていただきたいと思います。 

給食業務係長  まず、食材の高騰の状況ですが、令和５年度は物価高騰分として

９１万円を支出しているということで、その分で給食費を賄い切れたのかという御

質問です。まず予算といたしましては、通常の皆様からいただく給食費の分で予算

を計上しておりまして、そこで賄いきれない分を物価高騰分の対策といたしまして

９５万５，０００円予算計上したところだったんですけれども、実際に執行したの

は通常の給食費の予算を満額支出しまして、そこでも賄い切れなかった分の９１万

円を、物価高騰分の予算から支出したところでございます。実際にかかった食材の

費用でいきますと、全体といたしましては全部で足しますと３，０００万８，５２
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９円が食材の購入にかかっているところなんですけれども、実際に皆様からいただ

く給食費につきましては２，４２４万８６５円といったところで、それ以外に町と

しては主食分を補助していますので、その分が３３５万１，２７３円となっており

ます。ですから実際に食材購入にかかった経費から、給食費と主食分補助額を差し

引いた２４１万６，３９１円が不足している分となるんですけれども、そちらを町

で負担したところでございます。いただいている給食費では明らかにオーバーして

おりますので、その分を令和５年度に関しましては町で負担しているというところ

でございます。 

物価高騰が今年度も引き続き続いておりまして、給食費の今後の考え方ということ

だったんですけれども、給食費につきましては今ご説明しましたとおり、給食費の単

価とつくる上での実際にかかる経費に少し差が生じているという部分がございます

ので、給食費の改定などについても今後検討したいと考えているんですけれども、給

食費につきましては給食運営委員会という、学校の関係者や児童生徒の保護者が委員

として入っていただいている会議体があるんですけれども、その中で給食費の改定な

どについても今年度中に検討したいと考えております。以上です。 

西股委員  これだけ上がってくると、来年にかけてはかなり苦しいのではないか

と思うんですけれども、やはり子どもたちの食べるものですから、質も下げられな

いですとか、食材もかなりいいものが多いのかなというようになってきていると思

います。ですから昨年というか、５年度はとりあえず補助でよかったんですけれど

も、この範囲がどのくらいになるかというのは６年もわからないですし、７年にな

ると一番大きな主食の米の部分がかなり上がるだろうと思いますので、それらを見

越した中でいろいろ検討をしていっていただきたいなというように思います。これ

は答えはいらないですので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

熊木委員長  ほかにございませんか。 

高橋委員  先ほどのＩＣＴの活用について、既にやっていたら申し訳ないのです

が、タブレットとかそういうもののブルーライトとか、あとは電磁波曝露とか、そ

ういったものには何か対応をされているのかどうかをお聞きします。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  ＩＣＴに関するブルーライト等の対応なん

ですけれども、今は対応していない状況です。 

高橋委員  その場合は、例えばそのタブレットとかに、何か個別にブルーライト

カットのものをつけてもらってもいいとか、あとは例えばブルーライトをカットす

る眼鏡もあったりするんですよね。電磁波に関しては、日本はもう野放しなので、

海外とかだったらもうこれ以上の電磁波が強い場合は製品化してはいけないという

ものもあったりするんですけれども、今使っているタブレットがどのぐらいの電磁

波量かもわからないのですが、それを軽減するためのものとかも売られています。

そういうものは御家庭で個別に何か対応できるような感じになっているのかをお聞

きします。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  今、児童生徒に整備しているクロームブッ

クなんですけれども、個別に１人１台端末を整備しています。御家庭で利用するお

子さんもいらっしゃるものですから、個人的に家庭で使う時にお貼りになるという
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のは問題ないかと思います。ただ、学校で使用するということになりますと、やは

り多様性を認め合うというところで問題はないかと思うのですが、１人が貼ってし

まうと僕も私もということで、やはり混乱を招くということもあるものですから、

現在はそういう対応はしていないという状況になっています。 

高橋委員  要望になってしまうと思うんですけれども、家庭とかでそういうブル

ーライトとか、電磁波的なものというのは意識して子どもたちが使えるような教育

もありなのかなと思うので、そういったところは伝えていってほしいなというよう

に思います。 

熊木委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  芸術文化推進事業についてお伺いします。町内の文化協会があります

けれども、そこと教育委員会のほうで、事務局というような形で一体となって活動

されているんでしょうけれども、それがあまりいいお話を聞かないところだったん

です。今年の３月でしたか、芸能発表会の時に、要は今はもう文化協会のサークル

がすごく減ってきているということで、あの発表の時間を消化する上でサークルだ

けでは足りないということで、町外や他の一般の方も呼んで華やかな発表会にされ

たんでしょうけども、それがあまり呼びすぎてしまって、芸能サークルの、例えば

カラオケの人たちがフルコーラスではなくてツーコーラスで終わらせざるを得ない

くらい時間を短縮させられただとか、ほかでもいろいろと窮屈な思いをしたという

ような話を聞いております。当然文化協会の人たちともタイアップしながら進めて

いったんでしょうけれども、事務局とどのような形で話を持っていったのか、何か

あまりいい評価としての言葉が聞こえてこないだけに、その辺りが少し心配なんで

すよね。それ以外にも、何か事務局に対していろいろ不信感を抱くような言葉も聞

いたりするんですけれども、その辺りで文化協会とはどのような形で話を進めてお

られるのかお伺いします。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  文化協会の活動と事務局の対応という部分

でございます。御指摘のとおり、文化協会はコロナ禍による活動停滞が非常に大き

な打撃となって、会員数の減少、そしてその活動自体の継続にも苦慮しているとこ

ろでございます。令和４年度から、事務局のほうを教育委員会もサポートさせてい

ただくというようなことで、運営を一緒にやっているところでございます。その中

で、芸能発表会が本来であれば文化協会の加盟団体のみの出演ということになって

いたんですけれども、コロナによって活動の停滞はもとより、発表の機会も失われ

ているというようなことで、芸能発表会をきっかけに、芸術・文化の振興はもとよ

り、それをきっかけに文化協会に入っていただきたいというような狙いもありまし

て、会員以外の方も出演していいということで、令和４年、令和５年と２年続けて

やったところです。その中で、どうしても文化協会の会員の方の出演時間が短くな

ったりというような弊害もございますが、まずは昔のようにいろいろな分野から団

体として文化協会に入っていただいて、芸術振興を盛り上げていこうというような

ことを第一の目的に活動しているものですから、そのような出演の状況になってい

るのが現状でございます。その中でも、役員会の中でその趣旨をほかの役員の皆様

にもお伝えをして、年度の計画として御理解をいただいている部分もあります。た
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だ、その説明が意を尽くせていない部分もあるかもしれませんが、こちらのほうは

継続して説明をしていきたいというように考えてございます。 

また、事務局と団体の会員さん、特に役員さん方とのやりとりということでござ

いますが、こちらのほうは年度の当初には総会もやっていますし、役員会も先立っ

てやっていますし、その中で丁寧にこちらの説明を続けていくしかないのかなとい

うように考えております。ただ、団体それぞれの意見・要望を全て聞いてしまう

と、全体の文化振興に停滞を招くと言ったら少し語弊がありますが、やはり全体の

方向性は教育委員会も協力して示していかなくてはいけないのかなと思いますの

で、これまで以上に丁寧に説明しながら御理解をいただきたいと考えてございま

す。以上です。 

石川委員  確かにおっしゃるとおりだと思います。文化協会の方々も結構高齢の

方が多いので、言ったことに対して忘れることもあるし、いろいろ勘違いすること

があるということも十分あり得るかと思いますけれども、そこはやはり丁寧に伝え

ていただきたいというように思います。 

ただ、会計の関係でも何かいろいろ複雑な状況にあるんだという、ある役員さん

からのお話ですけれど、例えば会計でも通帳が５冊もあるんだという話ですとか、

何かいろいろと文化協会の活動として長いだけに、過去のいろんなものが整理され

ていないで、それを引き継ぐ上でも結構そんな裏事情が相当複雑になっていて、そ

れを役員としてもなかなか理解できないみたいな話も聞くことがあります。その辺

りについてはどのような形で対応されているのでしょうか。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  文化協会の運営、会計ということでござい

ますが、御指摘のとおり、長年活動していく中でいろいろな補助事業も受けながら

過去にやっていた経過もありまして、通帳の冊数が多いという状況もありました。

その中で、令和４年度に教育委員会が事務局を受けるという年に全て一本化して、

そちらのほうも会計のほうで決算で示して御理解をいただいたところでございま

す。また、団体それぞれに会費を預かっています。ただ、会員がどんどん減少して

衰退している状況を踏まえて、各団体への活動補助金ということで、本当に数百円

なのですが、会費に上乗せをして、団体に活動支援補助金ということで文化協会か

ら支出をしているところでございます。ですので、そこら辺も今までは会費を御負

担いただいて、役員にもなって、会議にも出てというところでございましたが、こ

ちらのほうはまず活動の補助を文化協会としてさせていただくということで、大き

くその運営の仕組みを変えたところでございます。そちらのほうの周知ももちろん

あるのですが、先ほど御指摘のあった芸能発表会や、１１月の初旬に行われます総

合文化展のほうで会員の皆様の活動をＰＲして、何とか活動の促進を図って、文化

活動の継続や発展に寄与するような団体として活動していきたいというように考え

てございます。以上です。 

熊木委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。一部職員の退席と入れ替えがありますので、暫

時休憩といたします。 
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（午後 １時５０分） 

（午後 １時５１分） 

熊木委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序の１４番目、第８款消防費について審査を行います。説明をお願いいた

します。 

総務課長  それでは、決算書の１０４ページをお開き願います。決算書１０４ペ

ージ中段になります。 

８款１項１目消防費、支出済額２億３，２８９万９，０００円。南空知消防組合

負担金事業では、本部費負担金、南幌支署費負担金、南幌消防団費負担金、南幌支

署施設費負担金を執行しています。成果説明書２０ページをごらんください。 

消防支署運営事業では、救急救命士処置拡大のための講習会経費を執行していま

す。なお、火災・救急件数、火災出動の内訳、救急出動の内訳については、記載の

とおりです。 

次に、消防団運営事業では、消火栓５基の本体取替工事に係る経費を執行してい

ます。 

次に、施設・資機材更新事業では、耐震性貯水槽整備実施設計に係る経費を執行

しています。以上で説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

次は、審査順序の１５番目、第１０款公債費について審査を行います。１６番目

の、第１１款予備費もあわせて審査を行います。 

総務課長  それでは決算書の１２９ページになります。 

１０款１項１目元金、支出済額６億１，３０９万４，５７１円。地方債元金の償

還金です。令和５年度末の地方債残高につきましては、前年度と比較して２億９１

１万８，０００円増加し、７５億２６７万２，０００円となります。 

次に、２目利子、支出済額２，６０８万３，７５１円。ここでは、地方債の償還

金利子、一時借入金利子、基金繰替運用利子を執行しています。以上で、１０款公

債費の説明を終わります。 

続きまして、１１款予備費の説明を行います。 

決算書１２９ページ下段から次ページにかけて、１１款１項１目予備費、予算の

執行はありません。 

最後に、１３０ページ下段、歳出合計、予算現額８８億３，６８１万２，０００

円。支出済額７７億２，５８７万４，８０４円。翌年度への繰越明許費９億７，１

３５万５，０００円。不用額は１億３，９５８万２，１９６円です。以上で説明を

終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。 

職員の入れ替えがありますので、１０分ほど休憩をいたします。 
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（午後 １時５９分） 

（午後 ２時０５分） 

熊木委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開します。 

審査順序の１７番目、一般会計歳入について審査を行います。説明をお願いいた

します。 

税務課長  決算書の７ページをお開きください。 

１款１項１目個人、収入済額３億２，６２５万４，０４５円、不納欠損額１５万

６，１３５円、収入未済額９２１万２，３８８円。不納欠損の内訳は、執行停止３

年経過５件１名、死亡等による即時消滅１件１名、消滅時効５件１名と１社でござ

います。収入未済額の内訳は、現年課税分７４件、２９名と３社。滞納繰越分４４

９件、７２名と２社でございます。 

次に、２目法人、収入済額５，６３５万９，７００円。収入未済額９万５，００

０円。収入未済額の内訳は、現年課税分１件１社、滞納繰越分１件１社でございま

す。 

次に、２項１目固定資産税、収入済額３億２，９９７万４，２５１円。不納欠損

額４万３，４００円。収入未済額５０２万６，０９７円。不納欠損の内訳は、消滅

時効９件２名と１社でございます。収入未済額の内訳は、現年課税分７５件、１９

名と５社。滞納繰越分３０１件、２７名と２社でございます。 

次に、２目国有資産等所在市町村交付金、収入済額１７４万１，９００円。北海

道と国が所有する町内の固定資産に対して、交付金として交付されるものです。 

次に、３項１目環境性能割、収入済額１９２万７，１００円。新車の軽自動車の

取得に対してかかるものです。 

続きまして８ページ、２目種別割、収入済額２，６５２万３，９００円、収入未

済額６万５，０００円。収入未済額の内訳は、現年課税分４件、２名と２社、滞納

繰越分３件３名でございます。 

次に、４項１目町たばこ税、収入済額７，００７万７，７５９円。売渡し等に係

るたばこの本数に基づき納付されるものです。 

次に、５項１目入湯税、収入済額１，３０８万３，７５０円。南幌温泉の入湯行

為に係るものです。 

次に、決算書資料１ページをお開きください。決算書資料の数値は、過去３カ年

分の決算数値を記載しております。なお、各調書は右側の令和５年度にて御説明い

たします。初めに、町税に関する収入調書につきましては、現年課税分と滞納繰越

分を合算したものでございます。 

上段の町民税個人、収入済額前年比４１１万３，０００円の減。主な要因は農業

所得の減によるものです。 

法人、収入済額前年比４４８万２，０００円の増。主な要因は、各法人の収益の

増によるものです。 

次に固定資産税、土地、収入済額前年比８１万５，０００円の減です。主な要因

は、住宅用地の課税標準特例の対象が増加したことによるものです。 

家屋、収入済額前年比６７５万円の増。主な要因は新築住宅建築が多かったこと
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によるものです。 

償却資産、収入済額前年比２３７万９，０００円の増。主な要因は、工業振興促

進条例による課税免除の終了によるものです。 

交付金は、増減はございません。 

次に、軽自動車税、環境性能割、収入済額前年比１９万２，０００円の増。主な

要因は、新車購入台数の増によるものです。 

種別割、５２万９，０００円の増。主な要因は、重課車両課税台数の増によるも

のです。 

次に、たばこ税、収入済額前年比１１９万７，０００円の増。主な要因は、課税

本数の増によるものです。 

次に、入湯税、収入済額前年比４０万３，０００円の減。要因は、宿泊・日帰り

利用客の減によるものです。 

以上、町税の収入済額合計は８億２，５９４万３，０００円、収入済額前年比

１，０１９万８，０００円の増でございます。 

続きまして、左下の納税義務者数に関する調書について御説明いたします。数値

は、現年課税分を記載しております。 

町民税、個人、前年比８２人増の３，７４６人。 

法人、前年比１件増の２１９件でございます。 

次に、固定資産税、前年比１１６人増の３，５７４人でございます。 

次に、軽自動車税、前年比３１台増の４，３５９台でございます。 

次に入湯税、前年比５，２７３人減の１６万５，９０４人でございます。 

続きまして、新築住宅評価件数の推移でございます。前年比４４件増の１３６件

でございます。そのうち町外からの転入が１１４件でございます。 

最後に、法人町民税の納税増状況でございます。法人全体で前年比件の増、納税

額は４６５万１，０００円の増で２１９件、５，６３４万９，０００円でございま

す。以上で、１款町税の説明を終わります。続きまして、別途配付しております町

税等の収入対策関係資料につきましては、担当より説明いたします。 

税務課長補佐（収納対策担当）  私のほうからは、別途お配りしております２つ

の収納関係資料について御説明をさせていただきます。最初に、表紙に、決算審査

特別委員会「町税等収納対策関係資料」と記載されているものをごらんいただきた

いと思います。表紙をめくっていただきまして、１ページ目から５ページ目まで

は、過去５年間の各種町税及び国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険

料の収納状況について記載しております。それでは、まず１ページ目をごらんいた

だきたいと思います。税目ごとに各表の１番下段となります、令和５年度の現年課

税分の収納状況を中心に御説明いたします。 

上段の個人町民税をごらんください。令和５年度の現年度分につきましては、収

納率９９．７３％で前年度より０．１８ポイント増加しております。未納者は３２

名で、前年比１名の減。未納者のうち半数以上の１８名が、納付誓約による分割納

付を行っており、年度内での完納ができない状況となっております。収入未済額

は、収納率の増加に伴い、前年度より６１万６，０００円ほど減少しております。
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次に下段の法人町民税をごらんください。令和５年度の現年度分につきましては、

収納率９９．９２％で前年度より０．０４ポイント増加しております。未納者は１

社で前年同数となります。収入未済額は、収納率が若干増加したことに伴い、前年

度より１万５，０００円減少しております。次ページになります。 

２ページ目上段の固定資産税をごらんください。令和５年度の現年度分につきま

しては収納率９９．６７％で、前年度より０．０４ポイント増加しております。未

納者は２４名で、前年比３名の減。未納者のうち５名が納付誓約による分割納付を

実施しております。なお、収入未済額は、収納率が若干増加したことに伴い、前年

度より１２万５，０００円ほど減少しております。次に下段の軽自動車税をごらん

ください。令和５年度の現年度分につきましては収納率９９．９％で、前年度より

０．０６ポイント増加しております。未納者は４名で、前年同数となります。収入

未済額は、収納率の増加に伴い、前年度より１万６，２００円減少しております。 

次の３ページは入湯税とたばこ税ですが、収納率ともに１００％となっておりま

す。次ページにまいります。 

４ページ目上段の国民健康保険税をごらんください。令和５年度の現年度分につ

きましては収納率９８．７２％で、前年度より１．３４ポイント増加しておりま

す。未納者は４０名で、前年比１１名の減。未納者のうち１２名が納付誓約による

分割納付を実施しております。収入未済額は、収納率の増加に伴い、前年度より２

７４万８，０００円ほど減少しております。次に下段の介護保険料をごらんくださ

い。令和５年度現年度分につきましては、収納率９９．８７％で、前年度よりわず

かですが、０．０１ポイント減少しております。未納者は９名で、前年度より２名

増加しております。収入未済額は前年度よりわずかですが、６，７００円増加して

おります。次ページになります。 

５ページ目の後期高齢者医療保険料をごらんください。令和５年度現年度分につ

きましては、収納率９９．６１％で、前年度より０．４５ポイント減少しておりま

す。未納者は６名で、前年度より４名増加しております。収入未済額は、収納率の

減少に伴い、前年度より３８万８，０００ほど増加しております。次ページになり

ます。 

６ページ目は、滞納処分等の状況について載せております。最初に、上段の差押

え執行状況をごらんください。令和５年度は、まず債権の区分で、預貯金の差押え

を３件、１１万５，８００円執行しております。ほかに道税還付金の差押えが３

件、こちらは自動車を入れ替えた際の自動車税の月割りによる還付金となります。

続いて、国税還付金の差押えが５件、こちらは確定申告の際に、所得税が還付とな

った際の還付金となります。これらを含め、合計で１１件、２０万１，４９６円の

差押えを執行しております。また、交付要求の自己破産の区分で、法人１社が破産

手続開始に伴い、交付要求を行いまして４２０円の配当を受けております。次に左

下の表になりますが、財産等把握調査の表をごらんください。滞納者の財産等調査

のために、預貯金調査をはじめ、勤務先調査、住民票戸籍謄本等の交付請求など、

合計で１７０件の調査を実施してございます。次ページになります。 

７ページ目は不納欠損額の内訳について載せております。上段の税目別内訳をご
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らんください。令和５年度は、町民税、普通徴収で３人、同じく町民税、特別徴収

で１人、固定資産税で３人、国民健康保険税で３人、合計で１０人３１件、６０万

５，４５９円の不納欠損処理を行っております。一部重複するものがありますの

で、実人数としては、６人と２社となります。下段には根拠法令別の内訳を参考に

記載しております。次ページになります。 

８ページ目は、町税等滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例に係

る、納税状況の確認依頼書の提出件数でございます。こちらの表に記載のありま

す、ナンバー１から２９までの行政サービスを利用する際は、町税等の納付確認が

必須となっております。令和５年度中に担当課より納税確認の依頼があった件数

は、個人で９４５件、法人で８４件、合計で１，０２９件となっており、前年度よ

り１０３件増加しております。なお、納税確認の結果、滞納があり納税相談を要す

ると判定された件数は全部で１７件ありましたが、その結果については下段のほう

をごらんいただきたいと思います。この１７件のうち、１４件は納付を完了した

り、納付誓約書を提出したことにより、特例措置が可能となりましたが、残り３件

については期限までに納税相談に来なかったことなどにより、サービス制限措置が

適用されております。次ページになります。 

９ページ目はコンビニ収納等、月別利用状況についてでございます。最初に上段

のコンビニの表をごらんください。上段が件数、下段が金額となっております。上

段の利用件数では、合計で１万２，１１０件、収納額では合計で１億４，６６６万

４，３０９円となっております。前年対比ではそれぞれ４６６件の増、１，３４０

万円ほどの増加となっております。次に中段のスマートフォンの表をごらんくださ

い。スマートフォンアプリを利用した電子決済の利用状況になりますが、これまで

はＰａｙＰａｙとＬＩＮＥＰａｙの２つだけでしたが、令和５年度からは新たにｄ

払い、ａｕＰＡＹ、Ｊ－Ｃｏｉｎｐａｙ、支払秘書の４つのアプリが利用可能とな

っております。上段の利用件数では、合計で３２６件、収納額では４０４万５，８

０１円となっています。最後に下の合計表をごらんください。これを合計した件数

では、合計で１万２，４３６件で、前年比１６２件の増、収納額では１億５，０７

１万１１０円で、前年比７８５万６，１１４円の増となっております。コンビニと

スマホを合わせましたいわゆるコンビニ収納につきましては、平成２６年度の導入

以来１０年目となりますが、利用件数は依然として前年度を上回る傾向が続いてお

りまして、年々増加している状況にございます。 

次に、別冊としましてお配りしているもう一つの資料でございますが、表紙に町

税等収納状況【平成２７年度～令和５年度】と記載されている資料でございます。

こちらの資料は、表紙に記載がありますとおり、町民税からたばこ税までの９つの

税目について、過去９年間の収納状況の推移をグラフでは表したものとなってござ

います。大変申し訳ございませんが、こちらの資料の説明は割愛させていただきま

すので、後ほどごらんいただければと思います。以上で、町税等収納対策関係資料

の説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。それでは職員の入れ替えがあ
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りますので、暫時休憩といたします。 

（午後 ２時２０分） 

（午後 ２時２３分） 

熊木委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

先ほどの続きから説明をしていただきます。 

総務課長  それでは、以降の歳入につきましては主な項目のみの説明とさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。決算書８ページ中段をごらんください。 

２款１項１目地方揮発油譲与税、収入済額２，１７３万１，０００円。国税とし

て揮発油に課税された地方揮発油税のうち、ルール分により市町村に交付されるも

のです。 

２項１目自動車重量譲与税、収入済額６，５５１万３，０００円。国税として徴

収される自動車重量税の３分の１が市町村に交付されるものです。 

次ページにかけて、３項１目森林環境譲与税、収入済額９１万円。国税として徴

収される森林環境税の一定割合分が交付されるものです。            

３款１項１目利子割交付金、収入済額２９万円。北海道に納付された利子割額の

うち、５分の３が市町村に交付されるものです。 

４款１項１目配当割交付金、収入済額２６９万６，０００円。北海道に納付され

た配当割額のうち、５分の３が市町村に交付されるものです。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、収入済額３１１万１，０００円。北海道

に納付された株式等譲渡所得割額のうち、５分の３が市町村に交付されるもので

す。 

６款１項１目法人事業税交付金、収入済額１，２６３万６，０００円。北海道に

納付された法人事業税のうち、一定割合分が交付されるものです。 

次ページにかけて、７款１項１目地方消費税交付金、収入済額１億８，７８２万

７，０００円。消費税のうち、２．２％が都道府県に配分され、その２分の１が市

町村に交付されるものです。 

８款１項１目ゴルフ場利用税交付金、収入済額６００万２，５０３円。リバーサ

イドゴルフ場利用税の７０％が市町村に交付されるものです。 

９款１項１目環境性能割交付金、収入済額９８０万７，０６５円。北海道に納付

された自動車税環境性能割のうち、一定割合分が交付されるものです。 

１０款１項１目地方特例交付金、収入済額８８３万５，０００円。住宅借入金等

特別税額控除の実施に伴う、地方の減収分を補てんすることを目的に交付されるも

のです。 

次ページにかけて、２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別

交付金、収入済額１３万３，０００円。新型コロナウイルス感染症の影響により、

固定資産税の償却資産の軽減措置による、地方税の減収分を補てんするために交付

されるものです。 

１１款１項１目地方交付税、収入済額２８億２，２３９万３，０００円。内訳に

つきましては、普通交付税２３億５，５４７万１，０００円、特別交付税４億６，

６９２万２，０００円です。前年度と比較しますと、普通交付税は２．８％の増、



 ７４ 

特別交付税は２．８％の減となっています。 

１２款１項１目交通安全対策特別交付金、収入済額８６万６，０００円。交通違

反の反則金を原資に、交通安全施設整備費に充てるための財源として交付されるも

のです。 

１３款１項１目農林水産業費分担金、１節農業費分担金、収入済額１２８万８，

２７３円。排水路整備分担金として収入したものです。 

２項１目民生費負担金、１節高齢者保護措置費負担金、収入済額１６７万１，９

００円。高齢者保護措置費用徴収金です。次ページ、２節児童福祉費負担金、収入

済額 ２５９万１，６００円。なんぽろ児童会に係る学童保育料です。３節保育所

費負担金、収入済額５８０万５５０円。南幌いちい保育園に係る保育料です。４節

滞納繰越分、収入済額９，０００円。２件分の保育料です。少し飛ばしまして、次

ページ上段になります。 

１４款１項４目土木使用料、３節住宅使用料、収入済額２，６５４万６，３１６

円。公営住宅及び子育て支援住宅使用料で、収入未済額は４０万５，０００円、滞

納件数は公営住宅分４件です。４節滞納繰越分、収入済額９万２，４００円。不納

欠損額９万１，５６７円、収入未済額は８０万９００円で、公営住宅使用料８件の

過年度滞納分です。 

５目教育使用料、２節スポーツセンター使用料、収入済額１７５万６，５００

円。町民プール使用料８４万３，３００円が含まれています。少し飛ばしまして、

次ページ上段になります。 

１５款国庫支出金、１７ページにかけて、法令等に基づく事務事業に対する国か

らの負担金、補助金及び委託金です。それぞれ歳出と連動しており、各制度に基づ

く国の負担割合に応じて措置されるもので、内容の説明は省略いたしますが、各項

目とも調定額どおりの収入済額となっています。 

次に、１７ページ中段、１６款道支出金、２１ページにかけて、国庫支出金と同

様、法令等に基づいた事務事業に対する道からの負担金、補助金及び委託金です。

内容の説明は省略いたしますが、各項目とも調定額どおりの収入済額となっていま

す。 

次に２２ページ中段、１７款２項１目不動産売払収入、収入済額１，４７９万

４，００５円。町有地１件、南幌工業団地工業用地１件及び国の河川改修等に伴う

町有地３件の売払いによるものです。 

次に、１８款１項１目一般寄附金、収入済額３２０万円。個人３名、法人１社か

ら寄附金を受けたものです。 

 次に、２目教育費寄附金、収入済額３０万９，１８７円。２団体から寄附金を受

けたものです。 

次に、３目ふるさと応援寄附金、収入済額１億８，９９３万４００円。内訳とし

て、ふるさと応援寄附金１６，９７８件、１億８，４６３万４００円、企業版ふる

さと応援寄附金６社、５３０万円となっています。 

次ページにかけて、４目消防費寄附金、収入済額１，０００万円。個人１名から

寄附金を受けたものです。 
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次に中段、１９款１項３目南幌温泉ハート＆ハート基金繰入金、収入済額１，７

５０万円。南幌温泉指定管理料などの管理運営経費に充てるため、基金から繰り入

れを行ったものです。 

４目ふるさと応援基金繰入金、収入済額１億７，９７０万円。子どもの医療費助

成、少年団活動、高校生通学費補助や高齢者世帯の除雪支援など、寄附指定事業経

費に充てるため、基金から繰り入れを行ったものです。 

次に下段、２０款１項１目繰越金、収入済額１億２，５６７万９２７円。令和４

年度一般会計からの繰越金です。 

次に、次ページ下段、２１款４項１目北海道住宅供給公社受託事業収入、収入済

額 １，４３４万３，０００円。住宅供給公社が所有する用地の草刈りなど、町が

受託するための事業収入です。 

次ページ、３目土地改良事業調査受託事業収入、収入済額１，４４３万９，００

０円。三重外３地区の道営経営体育成基盤整備事業換地業務を、町が受託するため

の事業収入です。次ページにまいります。 

上段、５項４目給食費収入、１節学校給食費収入、収入済額２，４１１万９６６

円。収入未済額は１２万９，８９９円で、滞納件数は７件です。２節滞納繰越分、

収入済額１５万６，２８８円。収入未済額は４９万７，６７６円で、過年度分の滞

納件数は５件です。 

次に２８ページ上段、２２款１項１目農林水産業債、収入済額６，７２０万円。

農業競争力基盤強化特別対策事業及び農業水路等長寿命化整備事業に係る起債で

す。 

２目土木債、収入済額３億２，３２０万円。町道・橋梁・公園施設の長寿命化整

備事業、公営住宅改修事業、準工業用地等整備事業などに係る起債です。 

３目消防債、収入済額６５０万円。消防水利整備事業に係る起債です。 

４目教育債、収入済額３億７，０７０万円。中学校体育館、生涯学習センター、

スポーツセンター改修事業に係る起債です。 

５目臨時財政対策債、収入済額１，６６１万３，０００円。地方の財源不足を補

うための起債です。 

次ページにかけて、６目商工債、収入済額３，８００万円。南幌温泉改修事業に

係る起債です。 

 以上、歳入合計、予算現額８８億３，６８１万２，０００円、調定額７８億７，

００６万８，９０５円、収入済額７８億５，３４８万５，４４３円、不納欠損額２

９万１，１０２円、収入未済額は１，６２９万２，３６０円です。 

次に、１３１ページをお開きください。最後に実質収支に関する調書について説

明を行います。１歳入総額７８億５，３４８万５，４４３円。２歳出総額７７億

２，５８７万４，８０４円。３歳入歳出差引額は１億２，７６１万６３９円です。

４翌年度へ繰り越すべき財源のうち、（２）繰越明許費繰越額９万２，０００円は、

農業経営高度化促進事業及び南幌温泉整備事業に係るものです。５実質収支額は１

億２，７５１万８，６３９円です。６については該当ございません。 

以上で説明を終わりますが、お配りしております南幌町決算資料の３１ページ以
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降には、町有財産としての土地、建物並びに有価証券や出資金、各基金の現在高、

また、各会計の決算比較表など、参考として添付させていただいていますので、後

ほどお目通しをお願いいたします。以上で全ての説明を終わります。 

熊木委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。（なしの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

本日予定しておりました審査項目が終了いたしました。明日、９月２７日午前９時

３０分まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ２時３６分） 
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決算審査特別委員会会議録 

（３日目 R6.9.27 9:30～10:04） 

 

熊木委員長  皆さんおはようございます。 

昨日より延会となっておりました、決算審査特別委員会をただいまから開催いた

します。本日の出席人員は９名であります。今日は議長にも参加していただいてお

ります。直ちに会議を再開いたします。 

令和５年度南幌町病院事業会計決算の審査を行います。それでは説明をお願いい

たします。 

病院事務長  令和５年度南幌町病院事業会計決算を説明いたします。決算書１ペ

ージをごらんください。（１）収益的収入及び支出です。初めに収入です。 

１款病院事業収益１項医業収益１目入院収益、決算額３億２，８５１万４，５０

１円です。 

２目外来収益、決算額１億３，０２７万１，８８２円です。ページをめくってい

ただきまして、１５ページをごらんください。 

３業務（１）業務量、入院の状況です。入院患者数は１万３，４５０人、１日平

均３６．７人でした。４月から５月にかけて生じたクラスターの影響で、第一四半

期におきまして１日平均の入院患者数が３３．１人となりましたが、その後、院長

をはじめ地域医療連携室による集患活動などにより、ある程度患者数を確保できた

ものの、前年度比１，１８２人、率にして８．１％の減となりました。 

入院収益です。患者数は減少しましたが、クラスターの期間を除いて、入退院が

活発だったこともあり、決算書にはありませんが、平均在院日数、入院期間でござ

いますが前年度６１．０日から５３．１日となって、平均単価が２４，４２５円、

前年度比２，１６０円、率にして９．７％の増と入院患者数の減少割合を上回った

ことから、全体では前年度比で２７３万円程度、率にして０．８％の増となりまし

た。 

外来の状況です。外来患者数は１万５，８５１人、１日平均６５．０人でした。

令和５年度も引き続き小児科や眼科で患者さんが増え、前年度比２００人、率にし

て１．３％の増となりました。 

外来収益です。患者数は増加しましたが、発熱外来の患者に対する段階的な公的

負担引下げの影響などにより、平均単価が８，２１９円、前年度比で１，６５７

円、率にして１６．８％の減、全体では２，４３０万円程度、率にして１５．７％

の減となりました。 

入院・外来収益全体では４億５，８７８万６，３８３円。前年度比で２，１５７

万円、率にして４．５％の減となりました。１ページにお戻り願います。 

３目その他医業収益、決算額８，６２１万３，２９６円。健康診断料や新型コロ

ナ及びインフルエンザワクチンを含む各種予防接種料のほか、救急告示病院の交付

税算入分に係る一般会計からの繰入金です。 

２項医業外収益１目受取利息配当金、決算額１，８６２円。預金利息です。 
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２目患者外給食収益、決算額８２万６，８００円。職員の給食費です。 

３目他会計負担金、決算額３万７，０００円。企業債償還利息の３分の２を一般

会計から繰り入れたものです。 

４目他会計繰入金、決算額２億１，６５８万７，０００円。普通交付税の病床割

分、特別交付税の不採算地区病院分、基準外繰入金などに係る一般会計からの繰り

入れです。なお、基準外繰入金につきましては、令和５年度決算額が令和４年度と

同額の３，０００万円で、令和２年度決算額７，０００万円からは４，０００万

円、令和３年度の５，０００万円からは、２，０００万円の減額となってございま

す。ちなみに令和６年度、本年度の予算額は、令和４年度に策定しました経営強化

プランに基づき、１，０００万円減額の２，０００万円で計上しています。 

５目その他医業外収益、決算額７８９万２，７９０円。おむつをはじめ各種取扱

手数料や病院職員寮の家賃などです。 

６目長期前受金戻入、決算額１，９６５万７，９８８円。減価償却費の補助金等

見合い分です。 

７目道補助金、決算額１，９７３万６，０００円です。クラスター対応に伴う職

員の人件費の一部が、感染症病床確保促進事業補助金として北海道から措置された

ものです。 

以上、収益的収入の決算額は、この表の１段目、１款病院事業収益、８億９７３

万９，１１９円です。 

２ページをごらんください。支出です。 

１款病院事業費用１項医業費用１目給与費、決算額４億１，４９２万５，６９２

円。職員の給料、手当、共済費及び出張医の報酬など人件費です。法定福利費、職

員手当、出張医の報酬などで１，４００万円程度不用額が出ています。 

２目材料費、決算額４，７７８万５６３円。薬品費や診療材料費などです。入院

患者数の減などで６５０万円弱程度不用額が出ています。 

３目経費、決算額１億７，３４８万９，７５８円。光熱水費や燃料費、病院施設

の維持管理費など病院運営に係る固定的な経費です。新型コロナの外注検査の減、

４月分から経費を計上していました医師作業事務補助者、いわゆる医療クラークの

確保が１２月からだったこと、また、２月以降寒さや降雪が落ち着いたことで電気

料や燃料費が見込みより要しなかったことなどで、１，２００万円程度不用額が出

ています。 

４目減価償却費、決算額５，３９８万５，８７８円。建物や医療機器などの減価

償却分です。 

５目資産減耗費、決算額１１９万７，５６８円。医療機器等の残存額除却や期限

切れ医薬品の処分などです。 

６目研究研修費、決算額３７万１，３４８円。医師の参考図書購入費です。 

２項医業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費、決算額５万５，２４５円。企

業債７件の支払利息分です。 

２目患者外給食材料費、決算額８２万７，５９６円。職員の給食材料費です。 

３目雑損失、決算額２９５万４，４００円。消費税の納付額です。 
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３項特別損失１目過年度損益修正損、４項予備費１目予備費は、執行がございま

せんでした。 

以上、収益的支出の決算額は、この表の１段目、１款病院事業費用、６億９，５

５８万８，０４８円です。 

３ページをごらんください。（２）資本的収入及び支出です。初めに収入です。 

１款資本的収入１項出資金１目出資金、決算額２，７３１万７，０００円。一般

会計から企業債償還元金の３分の２が出資されたものです。 

２項繰入金１目繰入金、決算額３００万円。財務会計システム更新に係る国保交

付金を一般会計から繰り入れたものです。 

３項企業債１目企業債、決算額１，１２０万円。医療機器の購入や工事実施に伴

い、企業債を借り入れたものです。 

以上、資本的収入の決算額は、この表の１段目、１款資本的収入、決算額４，１

５１万７，０００円です。 

続いて支出です。１款資本的支出１項建設改良費１目固定資産購入費、決算額８

０９万５，１２０円。内容は１４ページ、２（２）に記載のとおりです。 

２目病院事業整備費、決算額６２３万７，０００円。内容は同じく１４ページ、

２（１）に記載のとおりです。 

２項企業債償還金１目企業債償還金、決算額４，０９７万４，０３７円。企業債

７件の償還元金です。 

以上、資本的支出の決算額は、この表の１段目、１款資本的支出、決算額５，５

３０万６，１５７円です。 

続きまして、４ページからの損益計算書、６ページからの貸借対照表、８ページ

の剰余金計算書、９ページの欠損金処理計算書につきましては、今申し上げました

収支や過年度の累計額などを踏まえて仕訳、整理をしたもので、それぞれ記載のと

おりです。なお、年度末現金残高は４億９，３０１万６，５２９円で、過去最高額

となります。今年７月に開催された全員協議会でも報告しましたが、今年６月に、

うち１億５，０００万円を６ヶ月定期預金で積み立てています。 

続きまして、病院事業決算報告書に入ります。１１ページをごらんください。 

１概況、（１）総括事項ですが、大変申し訳ございません。読み上げは省略させて

いただきます。続きまして、１２ページをごらんください。 

（２）議会議決事項です。令和４年度病院事業会計決算認定を含めて４件です。 

（３）行政官庁届出事項等は、ありませんでした。１３ページです。 

（４）職員に関する事項 ①職種別職員数は、記載のとおりです。②４月１日に

遡及し、給与ベースの改定を実施しました。続きまして、１４ページ、２資産の取

得状況は、先ほど申し上げたとおりです。１５ページです。 

３業務（１）業務量、①患者数及び料金収入です。こちらも、主な内容は先ほど

申し上げたとおりです。②病床利用率は、６１．２％でした。次に、③科別状況の

延患者数です。内科は、入院１万３，４５０人、外来１万３，１１３人、合計では

２万６，５６３人です。なお、ここでは診療報酬上の区分にあわせて、内科と記載

していますが、院内におきましては、患者さんに対して、診療科目を総合診療科と
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してご案内しています。小児科の状況は、先ほど申し上げたとおりです。子育て世

代の人口増のほかにも常勤医全員による診療体制や診療方針、また医師の人柄など

が浸透してきたことなども患者増につながっている要因と考えています。眼科は、

毎週火曜日に２人の出張医が交代で外来診療に当たっており、１，０７２人、対前

年度比１２７人増、率にして１３．４％の増となりました。１６ページをごらんく

ださい。 

（２）事業収入に関する事項と、次の（３）事業費に関する事項は、記載科目に

おける令和５年度と前年度の額や、その対比などを掲載しています。主な増減理由

につきましては先ほど申し上げたとおりです。 

ページの一番下、（４）その他主要な事項はございませんでした。１７ページで

す。 

４会計（１）重要契約の要旨は、７００万円以上の業務契約です。 

（２）企業債及び一時借入金の概況です。イ、企業債の本年度末、令和５年度末

残高は１億４，７４１万３，８２２円です。ロ、一時借入金の借入れはございませ

んでした。１８ページをごらんください。 

キャッシュ・フロー計算書は令和５年度中の現金の動きをまとめたもので、１９

ページの注記事項は記載のとおりです。２０ページからの収益費用明細書、２３ペ

ージの資本費用明細書まではこれまでに説明した収支科目の明細で、それぞれ記載

のとおりです。 

続きまして２４ページ、固定資産明細書です。（１）有形固定資産、（２）無形固

定資産と、それぞれ記載のとおりです。 

２５ページは、企業債明細書で病院事業債１０件の内訳です。この表の一番下、

病院整備事業債につきましては、医療機器の購入や工事の実施などに伴い、令和５

年度中に借入したものです。このほか、決算書の後段に、これまでに申し上げまし

た内容を仕訳、整理した決算書資料を添付していますが、説明は割愛をさせていた

だきます。以上で、令和５年度病院事業会計決算書の説明を終わります。 

熊木委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 

細川委員  通告していなかったので申し訳ありません。事業年度も５年度なのか

６年度で該当なのかもわからないのでお聞きします。実は入院の関係でレスパイト

入院ということで、町立病院のほうで受け入れをしていると思うんですけれども、

こちらは介護者の事情で入院の受け入れをするということで、大変いい事業だと思

うんですけれども、今回の入院患者の中にレスパイト入院で入院された方がどの程

度いるのか、わかる範疇で教えていただきたいと思います。 

病院事務次長  ちょっと数字は押さえていないんですけれども、介護されている

方ですので、一定の方が定期的に御利用されております。その数字につきましては

後ほどまとめまして報告させていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

細川委員  はい。ありがとうございます。あとは、レスパイト入院というものに

は何か条件はあるのでしょうか。例えば病院にかかっていなければ入院できないと

か、そういうことではなくて突然うちの家族で身内に不幸があったので引き受けて

ほしいんだといった場合も受けてもらえるのかどうかというのも確認をしたかった
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んですけれども。 

病院事務長  まず、うちの地域医療連携室というところがございまして、そうい

った患者さん、御家族様と十分情報交換、共有しながら、必要に応じてレスパイト

入院のほうにつなげてございます。また、そういった患者さんに関わる、例えば訪

問看護であったり、介護のほうですね。そういった職員とも当然十分に情報共有し

ながら、必要に応じてレスパイト入院につなげているところでございます。 

細川委員  そうすると、例えば今まで町立病院にかかっていなくて、実は介護を

していて急に不幸があって、身内でちょっと出なければならないから入院したいん

だといった場合は、受けてもらえるような形になるんでしょうか。 

病院事務長  最終的にはもちろん入院を決めるのは先生でございますが、医療連

携室を通じてそういった事情を先生に報告、相談をしまして、もちろん入院につな

がるケースもこれまでにあったかと思います。 

熊木委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  ２ページの支出の裏のところなんですが、材料費の関係で、補正で４

００万円組んでいるんですけれども、不用額が６４８万１，０００円ということ

で、補正を組まなくてもよかったのかなと思うくらい残ったということなんです

が、これは当初入れる予定のものが中心になったのかどうかをお尋ねしたいと思い

ます。ほかにもいろんなところで補正しているものが大きく残っているという部分

がありますので、その辺のお話を聞かせていただきたいと思います。 

病院事務次長  こちらの補正について、補正をした時点ではコロナの治療薬です

とか、そういったものがかなり見込まれるということで補正をさせていただきまし

た。結果的には使わないで済んだといいますか、必要数を確保できたということ

で、補正の額以上に執行残が出たということなんですけれども、こちらにつきまし

ては申し訳ありませんが結果論だったということで、以後こういうことはより精査

して、なるべく起きないようにしたいというように思ってございます。以上です。 

西股委員  給与の関係についても、１０５万１，０００円補正をして、そして不

用額が１，４００万円というように出ているのですが、これもやはりコロナ絡みの

人件費の関係が主な理由になるのでしょうか。 

病院事務次長  補正につきましては、人勧の関係で補正をしておりまして、不用

額につきましては先ほど事務長から説明がありましたとおり、各種費用の執行がな

かったということでこういった結果になってございます。以上です。 

西股委員長  今聞いたのは給与費の関係だったのですが、それもそのような感じ

になってしまうんですか。１，４００万円不用になったというのが、人勧の関係は

わかるんですけれども、それで補正しましたよと。だけどもここで１，４００万円

残りましたという話が、ちょっとつじつまが合わないかなと思うんですけど。 

病院総務係長  ただいまの西股委員の御質問だったんですけども、法定福利費も

含めて計上させていただいておりましたので、その中で、全体で医師やほかのもの

も含めて、医者やコメディカル、それから看護師などの時間外も含めて残金が出た

ということになっております。 

熊木委員長  よろしいですか。（はいの声） 
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ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

それではないようですので、質疑を終了いたします。説明員が退席するまで暫時

休憩といたします。 

（午前 ９時５５分） 

（午前 ９時５９分） 

熊木委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

２５日から審査を行ってまいりました、認定第１号 令和５年度各会計決算認定

について並びに認定第２号 令和５年度南幌町病院事業会計決算認定についての審

査が終了いたしました。初めに３日間の質疑の状況を事務局長が記載しております

ので、その中で説明員の答弁漏れなどについて確認をいたします。 

議会事務局長  ３日間で３４人、延べ９０項目の質問をされています。答弁漏れ

の関係なんですけれども、先ほどの町立病院のレスパイト入院の実績は、一応後ほ

どということで扱っておりまして、それ以外については答弁されているかなという

ことと、あとは資料のほうも本日配付させていただいたもの等ありまして、特に漏

れはなかったかと思います。職員の答弁につきましても、またパソコンを持ち込ん

でということで、事前に質問項目を出していただいた関係もあって、効率のよい審

査ができたのではないかなというように考えております。以上です。 

熊木委員長  それでは、特別委員会の意見について特に付すべき事項があるかど

うかお諮りいたします。（なしの声） 

それでは、意見は付さないとして報告することに御異議ありませんか。（なしの

声） 

御異議なしと認めます。よって、意見は付さないことに決定いたします。 

本特別委員会に付託されました、認定第１号及び認定第２号の２議案の審査が終

了いたしましたので、採決をいたします。採決は、議案ごとに起立採決といたしま

す。 

お諮りいたします。決算審査特別委員会に審査付託されました、認定第１号 令

和５年度各会計決算認定について、南幌町議会会議規則第７７条の規定により、意

見は付さないで認定すべきもの決し、第３回議会定例会に報告することに賛成の議

員の起立を求めます。 

（全員起立） 

起立全員であります。よって、令和５年度各会計決算認定については、意見を付

さないで認定すべきものとして、第３回議会定例会に報告することに決定いたしま

した。 

続きまして、決算審査特別委員会に付託されました、認定第２号 令和５年度病

院事業会計決算認定について、南幌町議会会議規則第７７条の規定により、意見を

付さないで認定すべきものと決し、第３回議会定例会に報告することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（全員起立） 

起立全員であります。よって、令和５年度病院事業会計決算認定については、意

見を付さないで認定すべきものとして、第３回議会定例会に報告することに決定い
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たしました。 

採決のとおり、本委員会に審査付託された２議案については、会議規則第７７条

の規定により、本日付けをもって全員賛成により認定すべきものとして、議長に報

告書を提出いたします。 

そのほかで皆様方から何かあれば賜ります。（なしの声） 

以上で、決算審査特別委員会の議事を全て終了いたしました。本日までの３日

間、委員各位の御協力をいただきまして、誠にありがとうございました。不慣れで

したけれども、何とか終わることができてほっとしています。ただいまをもって、

決算審査特別委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

 （午前１０時０４分） 

 

 

 

 


